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第
一
五
章

併
設
学
校
等

第 1編

第
七
臨
時
教
員
養
成
所

第
七
臨
時
教
員
獲
成
所
設
置
.

[

一

]

文
部
省
告
示
第
二
六
三
号

一
九
二
三
(
大
正

=c年
四
月
五
日

大
阪
外
国
語
学
校
、
京
都
帝
国
大
学
、
九
州
帝
国
大
学
、
東
北
帝
国

大
学
、
第
四
高
等
学
校
及
浜
松
高
等
工
業
学
校
内
ニ
臨
時
教
員
養
成

所
ヲ
置
キ
大
正
十
二
年
四
月
ヨ
リ
開
始
ス
各
臨
時
教
員
養
成
所
ノ
名

称
及
其
ノ
学
科
左
ノ
如
シ

大
正
十
二
年
四
月
五
日

名

称

第
五
臨
時
教
員
養
成
所

(
大
阪
外
国
語
学
校
内
)

文
部
大
臣

学

鎌
田
栄
吉

科

英
語
科

第
七
臨
時
教
員
養
成
所

(
京
都
帝
国
大
学
内
)

第
八
臨
時
教
員
養
成
所

(
九
州
帝
国
大
学
内
)

第
九
臨
時
教
員
養
成
所

(
東
北
帝
国
大
学
内
)

第
十
臨
時
教
員
養
成
所

(
第
四
高
等
学
校
内
)

第
十
一
臨
時
教
員
養
成
所

(
浜
松
高
等
工
業
学
校
内
)

第
七
臨
時
教
員
養
成
所
規
則

国
語
漢
文
科
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数
学
科
、
物
理
化
学
科

数
学
科
、
物
理
化
学
科

物
理
化
学
科

数
学
科
、
物
理
化
学
科

[ 

ー] 

第
七
臨
時
教
員
養
成
所
規
則

第
一
条
本
所
ハ
師
範
学
校
、
中
学
校
及
高
等
女
学
校
ノ
教
員
タ
ル

ヘ
キ
者
ヲ
養
成
ス
ル
所
ト
ス

第
二
条
本
所
ニ
国
語
漢
文
科
ヲ
置
キ
修
業
年
限
ヲ
二
箇
年
ト
ス

第
三
条
学
科
課
程
左
ノ
如
、
ン
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併設学校等

学
年
及
休
業
日
ハ
京
都
帝
国
大
学
通
則
第
一
章
第
一
条
第

二
条
ニ
拠
ル

第
五
条
本
所
生
徒
ノ
収
容
人
員
ハ
四
十
名
以
内
ト
ス
内
凡
三
十
名

ヲ
給
費
生
ト
ス

第
六
条
本
所
ニ
於
テ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
収
セ
ス

第
七
条
入
学
期
ハ
毎
学
年
ノ
始
ト
ス

第
八
条
入
学
ヲ
許
ス
ヘ
キ
者
ハ
品
行
善
良
、
身
体
強
健
、
志
望
輩

国
ナ
ル
男
子
ニ
シ
テ
左
記
各
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
就
キ
管
理

者
之
ヲ
選
抜
ス

一
、
師
範
学
校
、
中
学
校
卒
業
者

第
四
条

第 15章

二
、
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
ニ
依
ル
試
験
検
定
合
格
者
又

ハ
同
規
程
第
八
条
第
一
号
ニ
該
当
者
中
一
般
専
門
学
校
入

学
無
試
験
検
定
者
ト
シ
テ
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
者

三
、
文
部
大
臣
ニ
ヨ
リ
中
学
校
ノ
学
科
程
度
以
上
ト
認
定
セ
ラ

レ
タ
ル
学
校
ノ
卒
業
者

四
、
小
学
校
本
科
正
教
員
免
許
状
所
有
者

第
九
条
入
学
志
願
者
ハ
入
学
願
書
ニ
履
歴
書
、
身
体
検
査
書
、

戸

籍
謄
本
、
出
身
学
校
長
薦
挙
書
(
出
身
学
校
ヲ
有
セ
サ
ル
者
ハ
此
限

リ
ニ
ア
ラ
ス
)
ヲ
添
へ
本
所
ニ
差
出
ス
へ
シ

第
十
条
入
学
者
ハ
保
証
人
二
名
ヲ
定
メ
本
所
ヨ
リ
交
付
ス
ル
用
紙

ニ
誓
約
書
ヲ
認
メ
テ
差
出
ス
へ
シ

第
十

一
条
疾
病
又
ハ
事
故
ニ
依
リ
欠
席
ス
ル
者
ハ

五
日
以
内
ニ
届

出
ツ

へ
シ
但
シ
病
気
欠
席
一
週
間
以
上
ニ
渉
ル
者
ハ
医
師
ノ
診
断

書
ヲ
添
フ
へ
シ

第
十
二
条
左
記
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
退
学
ヲ
命
ス

一
、
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
引
絞
キ
欠
席
六
十
日
ヲ
超
ユ
ル
者

二
、
疾
病
若
ク
ハ
其
他
ノ
理
由
ニ
ヨ
リ
成
業
ノ
見
込
ナ
キ
者

第
十
三
粂
疾
病
又
ハ
巳
ム
ヲ
得
サ
ル
事
故
ニ
ヨ
リ
退
学
セ
ン
ト
ス

ル
者
ハ
疾
病
ニ
依
ル
ト
キ
ハ
医
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
へ
事
故
ニ
依
ル

ト
キ

ハ
事
由
ヲ
詳
記
シ
保
証
人
連
署
ノ
上
願
出
ツ
へ
シ
但
疾
病
ニ

〔

7

7
〕

ヨ
ル
外
自
己
ノ
便
宜
ノ
為
メ
退
学
ヲ
願
出
ツ
ル
者
ハ
授
業
費
ヲ
償
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法令・規則

還
セ
シ
メ
テ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
リ
但
シ
情
状
ニ
依
リ
其
全
部
若
ク

ハ
一
部
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
十
四
条
本
所
学
規
ニ
違
背
シ
生
徒
ノ
本
分
ヲ
守
ラ
サ
ル
者
ア
ル

ト
キ
ハ
放
学
ニ
処
ス

第
十
五
条
各
学
年
ノ
及
落
ハ
該
学
年
間
ニ
於
ケ
ル
平
素
ノ
学
業
及

試
験
ノ
成
績
ヲ
考
査
シ
テ
之
ヲ
定
ム

第
十
六
条
卒
業
者
ニ
対
シ
テ
ハ
卒
業
証
書
ヲ
授
与
ス

第
十
七
条
卒
業
者
ハ
卒
業
証
書
受
得
ノ
日
ヨ
リ
左
ノ
期
間
引
続
キ

教
育
ニ
関
ス
ル
職
務
ニ
従
事
ス
ル
義
務
ヲ
有
ス

学
資
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
修
業
年
限
ノ
一
倍
半
、
学
資
ノ
支

給
ヲ
受
ケ
ザ
ル
者
ハ
修
業
年
限
ノ
二
分
ノ
一
ニ
相
当
ス
ル
期
間
、

其
内
最
初
ノ
一
個
年
ハ
文
部
大
臣
ノ
指
定
ニ
従
ヒ
就
職
ス
ル
義
務

ア
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
八
条
前
条
ノ
外
服
務
義
務
ニ
関
シ
テ
ハ
大
正
十
年
四
月
文
部

省
令
第
廿
九
号
高
等
師
範
学
校
等
服
務
規
則
ニ
拠
ル

第 1編

書
式
(
第
一
号
)

薦

挙

書

各
学
年
成
績
調
査
書

何

某

巴 I 第
右 I I一

年証川主年
月明卜十ム十τ 7
ス川|修

日|

国

語
トー斗ーート一一一

~ 
イL

コ量
二犀

何
学
校
長
氏
名
印

注
意
(
訪
問
腕
附
綿
一
m
f縦
一
伊
芳
明
、
挙
動
、

860 

~p 

書
式
(
第
二
号
)
(
用
紙
美
濃
紙
)

入

学

願

書

給
費
希
望
(
私
費
ニ
テ
モ
可
ナ
リ
、
又
ハ
希
望
セ
ス
)

私
儀
第
七
臨
時
教
員
養
成
所
生
徒
ト
シ
テ
入
学
致
度
書
類
相
添
へ

御
願
致
シ
マ
ス

年

月

日

第
七
臨
時
教
員
養
成
所
管
理
者

京
都
帝
国
大
学
総
長
何 現

住
所

書
式
(
第
三
号
)
(
用
紙
美
濃
紙
)

履

歴

書

原
籍
族
籍
(
一
訪
日
間
b
d
J
1
3

戸
主
何
某
何
男
或
ハ
弟
等

現
住
所

生

所

何

某

某

殿

{
仮
名
ヲ
附
ス
へ
と

何

某



併設学校等第 15章

生
年
月
日

て
卒
業
証
書
、
免
許
状
、
試
験
検
定
合
格
証
書

何
年
何
月
何
日
官
道
庁
府
県
郡
市
町
村
(
私
)
立
何
学
校
ニ
於
テ

何
学
科
卒
業
証
書
ヲ
受
ク
等
(
証
書
写
ヲ
添
フ
へ
シ
)

一
.
学
業

何
年
何
月
何
日
ヨ
リ
何
年
何
月
何
日
7

テ
何
所
何
某
ニ
就
キ
何

学
科
ヲ
修
業
ス
ル
等

一

職

業

何
年
何
月
何
日
道
庁
府
県
何
々
小
学
校
訓
導
拝
命
何
年
何
月
何

日
依
願
免
官
或
ハ
現
今
在
職
等

一
、
賞
罰

右
之
通
相
違
無
之
候
也

年

月

日

何

某

印

書
式
(
第
四
号
)

誓

約

書

私
儀
今
般
貴
所
ニ
入
学
御
許
可
相
成
候
ニ
就
イ
テ
ハ
臨
時
教
員
養

成
所
卒
業
者
服
務
規
則
ヲ
遵
奉
シ
敢
テ
違
背
無
之
様
可
致
ハ
勿
論

始
終
勤
勉
一
ニ
国
家
教
育
ノ
業
務
ニ
従
事
可
仕
候
也

年

月

日

原

籍
現
住
所

保

証

人

原

籍
現
住
所

保

証

人

第
七
臨
時
教
員
養
成
所
管
理
者

何何何

某某某

~p ~p ~p 

京
都
帝
国
大
学
総
長

f可

某

殿

〔
注
〕
制
定
年
月
日
不
明
。

第
七
臨
時
教
員
養
成
所
に
数
学
科
、
物
理
化
学
科
を
増
置
キ

[

一

]

文
部
省
告
示
第
二
二
六
号

一
九
二
四
(
大
正
一
一
二
)
年
三
月
一
九
日

第
三
臨
時
教
員
養
成
所
ニ
国
語
漢
文
科
、
歴
史
地
理
科
第
七
臨
時
教

員
養
成
所
ニ
数
学
科
、
物
理
化
学
科
ヲ
増
置
シ
大
正
十
三
年
四
月
ヨ

リ
開
始
ス大

正
十
三
年
三
月
十
九
日

文
部
大
臣

江
木

千
之

四

第
七
臨
時
教
員
養
成
所
廃
止
本

[

一

]

文
部
省
告
示
第
九
一
号

一
九
三

O
(昭
和
五
)
年
三
月
三
一
日

京
都
帝
国
大
学
内
ニ
設
置
セ
ル
第
七
臨
時
教
員
養
成
所
及
小
樽
高
等

商
業
学
校
内
ニ
設
置
セ
ル
第
十
四
臨
時
教
員
養
成
所
ハ
昭
和
五
年
三
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法令・規制

月
三
十
一
日
限
リ
之
ヲ
廃
止
ス

昭
和
五
年
三
月
三
十
一
日

文
部
大
臣

田
中

隆

第 1編

附
属
医
学
専
門
部

帝
国
大
学
及
官
立
医
科
大
学
ニ
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
ヲ
設
置

ス

ル

ノ

件

[

ニ

勅
令
第
一
三
五
号

一
九
三
九
(
昭
和
一
四
)
年
五
月
一
三
日
(
官
報
五
月
一
五
日
)

朕
帝
国
大
学
及
官
立
医
科
大
学
ニ
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
ヲ
設
置
ス

ル
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
滋
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
十
四
年
五
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣
男
爵
卒
沼
駿
一
郎

文

部

大

臣

男

爵

荒

木

貞

夫

勅
令
第
三
百
十
五
号

第
一
条
東
京
帝
国
大
学
、
京
都
帝
国
大
学
、
東
北
帝
国
大
学
、
九

州
帝
国
大
学
、
北
海
道
帝
国
大
学
、
大
阪
帝
国
大
学
、
名
古
屋
帝

国
大
学
、
新
潟
医
科
大
学
、
岡
山
医
科
大
学
、
千
葉
医
科
大
学
、

金
沢
医
科
大
学
、
長
崎
医
科
大
学
及
熊
本
医
科
大
学
ニ
臨
時
附
属

医
学
専
門
部
ヲ
置
ク

第
二
条
各
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
ニ
主
事
一
人
ヲ
置
キ
当
該
帝
国

大
学
医
学
部
ニ
属
ス
ル
教
授
又
ハ
当
該
医
科
大
学
教
授
ノ
中
ヨ
リ

文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス
総
長
又
ハ
大
学
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
専
門
部
ノ
事

務
ヲ
掌
理
ス

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

862 

〔注〕

一
九
四
0
・
四
・
一
七
勅
令
第
二
七
八
号
で
全
部
改
正
。

臨

時

附

属

医

学

専

門

部

学

則

[

八

]

一
九
三
九
(
昭
和
一
四
)
年
五
月
一
五
日

京
都
帝
国
大
学
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
学
則

第

一

章

総

則

臨
時
附
属
医
学
専
門
部
ハ
医
学
ニ
関
ス
ル
学
術
ヲ
授
ク
ル

第
一
条

所
ト
ス

第
二
条

修
業
年
限
ハ
四
ヶ
年
ト
ス

第
二
章
学
科
課
程

学
科
目
及
其
ノ
毎
週
教
授
時
間
数
左
ノ
如
、ン

第

条



第 15章併設学校等

眼産外内法衛 細 薬 病 化 生 解 (生数外修
学 又

学
婦

菌 物 理
及

理 音IJ

ハ学

医 動及
科人科科医生 化 植 物 物 園 科

学 学 学 学 Aす"ー与 学
科 ~、 ，-̂ー「 ，-̂ー・、 ..-"-ー、 ，-̂--.， ..-"-一、 物 理

実習 講義 実習 講義 実習 講義 実習 講義 習実講義 実習 講義
き学学語身

目

学学学学学学

室長-第

I、 二 0 二四三 一 期-第

学第

，、 八 四八 期二 ρマ=ーι 

学第 年

四 ，、 八 四四 期三

学第

四二四 四 ，、 八 期-第

学第

二四二四 ，、 四 二四 期二 学

学第 年

三四六六 二 四 期三

学第

三四六六 期ー 第

学第

二二八八 一 期二 学

学第 年

一二六四 一 期三

学第

一二四四 期一 第

学第 四

一二四四 一 期二 学

学第 年

期三
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体社医箪臨各 精小 泌皮 耳

操会事陣床科 尿 荷
鼻

神児
日因

言十 及衛 外 器
喉来

病科 科 科教生法医講.m 
手ヰ

練学制学義者 学学 学学 学

一

一

12 

随随随
九 12 

時時時
九 12 

864 

第 1編

教
授
上
特
別
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
学
科
目
又
ハ
其
ノ
教
授
時
間
数

ノ
配
当
ヲ
変
更
シ
或
ハ
教
授
定
時
間
外
若
ハ
休
業
期
間
ニ
於
テ
臨

時
講
演
ヲ
聞
カ
シ
メ
又
ハ
実
習
ヲ
課
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
三
章
学
年
、
学
期
及
休
業

学
年
ハ
四
月
一
日
ニ
始
マ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日
ニ
終
ル

学
期
ヲ
分
チ
テ
左
ノ
三
学
期
ト
ス

第
一
学
期
(
到
咽
伊
千
了
間
)

第
二
学
期
金
協
二
同
一
ニ
↑
一
間
)

第
三
学
期
(
朝
一
一
一
朋
三
↑
一
回
)

休
業
日
左
ノ
如
シ

祭

大

日

祝

日

第
四
条

第
五
条

曜

京
都
帝
国
大
学
記
念
日

春
季
休
業
(
到
配
間
一
一
対
五
日
)

夏
季
休
業
会
比
開
一
戸
一
一
日
)

冬

季

休

業

(

羽

生

詰

4
0

第
四
章
入
学
及
在
学

入
学
期
ハ
毎
学
年
ノ
始
メ
ト
ス

本
専
門
部
ニ
入
学
シ
得
ル
者
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス

日

日

第
七
条

第
八
条

第
六
条



併設学校等

ル
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

一
中
学
校
卒
業
者

二
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
ニ
依
リ
無
試
験
検
定
ノ
指
定
ヲ

受
ケ
タ
ル
者

三
専
門
学
校
入
学
者
検
定
規
程
ニ
依
り
試
験
検
定
ニ
合
格
シ
タ

ル
者

第
九
条
入
学
志
願
者
ノ
数
入
学
セ
シ
ム
ヘ
キ
人
員
ニ
超
過
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
学
業
、
身
体
及
人
物
性
行
等
ニ
付
選
抜
試
験
ヲ
行
フ
選
抜

試
験
ノ
方
法
ハ
其
ノ
都
度
之
ヲ
定
ム

入
学
志
願
者
ノ
数
入
学
ヲ
許
可
ス
ヘ
キ
人
員
二
充
タ
サ
ル
ト
キ
ハ

鐙
衡
ノ
上
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
十
条
入
学
志
願
者
ハ
入
学
志
願
者
名
票
ニ
卒
業
証
書
ノ
写
(
又

ハ
卒
業
見
込
証
明
書
若
ハ
合
格
証
書
ノ
写
)
、
写
真
及
入
学
考
査
料

金
五
円
ヲ
添
へ
本
専
門
部
へ
提
出
ス

へ
シ

第
十
一
粂
入
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
保
証
人
連
署
ノ
在
学
証

書
ニ
戸
籍
謄
本
及
入
学
料
金
参
円
ヲ
添
へ
提
出
ス
へ
シ

第
十
二
条
第
二
学
年
以
上
ニ
欠
員
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
各
号
ノ

一
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
付
入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

一
高
等
学
校
高
等
科
卒
業
者
及
大
学
予
科
修
了
者
ニ
シ
テ
鐙
衡

セ
ラ
レ
タ
ル
者

第
八
条
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
前
各
学
年
修
了
程
度
ニ
依
リ

第 15章

行
フ
編
入
試
験
ニ
合
格
シ
タ
ル
者

第
十
三
粂
前
条
ノ
入
学
ニ
関
シ
テ
ハ
第
七
条
乃
至
第
十
一
条
ヲ
準

用
ス

第
十
四
条
退
学
セ
シ
者
再
入
学
ヲ
願
フ
ト
キ
ハ
鐙
識
ノ
上
之
ヲ
許

可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

再
入
学
ノ
時
期
州
第
七
条
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
五
条
一
日
一
納
付
シ
タ
ル
入
学
考
査
料
ハ
如
何
ナ
ル
理
由
ア
ル

モ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
十
六
条
入
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
現
住
所
ヲ
入
学
後
一
ケ

月
以
内
-
一
届
出
ツ
へ
シ

第
十
七
条
本
人
及
保
証
人
ノ
身
分
上
ノ
移
動
並
住
所
ノ
変
更
ア
リ

タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
届
出
ツ
へ
シ

第
五
章
欠
席
、
休
学
及
退
学

第
十
八
条
欠
席
ス
ル
者
ハ
理
由
ヲ
具
シ
届
出
ツ
へ
シ

欠
席
七
日
以
上
ニ
亙
ル
ト
キ
ハ
保
証
人
連
署
ヲ
以
テ
届
出
ツ
へ
シ

但
シ
病
気
ノ
場
合
ハ
医
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
附
ス
ル
ヲ
要
ス

第
十
九
条
病
気
又
ハ
己
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
事
故
ニ
因
リ
三
ヶ
月
以

上
修
学
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
見
込
ノ
者
ハ
願
ニ
依
リ
当
該
学
年
間

休
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ
但
シ
休
学
中
ト
錐
モ
復
学
ヲ
願

出
テ
タ
ル
者
ハ
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ

シ

第
二
十
条
陸
軍
又
ハ
海
軍
ノ
現
役
ニ
服
シ
又
ハ
召
集
ニ
応
ス
ル
者
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ハ
其
ノ
服
役
又
ハ
召
集
ノ
間
休
学
ト
ス

第
二
十
一
条
休
学
ノ
事
由
止
ミ
タ
ル
ト
キ
ハ
原
学
年
ニ
復
学
セ
シ

ム

第 1編

第
二
十
二
条
退
学
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
其
ノ
理
由
ヲ
詳
記
シ
保
証
人

連
署
ヲ
以
テ
願
出
テ
許
可
ヲ
受
ク
へ
シ

第
二
十
三
条
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
之
ニ
退
学
ヲ
命
ス

性
行
不
良
ニ
シ
テ
改
善
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
者

学
力
劣
等
ニ
シ
テ
成
業
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
者

二
回
継
続
シ
テ
落
第
シ
タ
ル
者

引
続
キ
一
箇
年
以
上
欠
席
シ
タ
ル
者

正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
引
続
キ
一
箇
月
以
上
欠
席
シ
タ
ル
者

出
席
常
ナ
ラ
サ
ル
者

第
六
章
授
業
料

授
業
料
ハ
一
学
年
金
八
拾
円
ト
シ
左
ノ
通
納
付
セ
シ

四五
ム，、第

二
十
四
条

ム
第
二
十
五
条

第
二
十
六
条

自
四
月
八
日

至
四
月
二
十
日

自
九
月
一
日

歪
九
月
二
十
日

自
一
月
八
日

至
一
月
二
十
日

既
納
ノ
授
業
料
ハ
何
等
ノ
理
由
ア
ル
モ
還
付
セ
ス

授
業
料
ヲ
納
付
期
間
内
ニ
納
付
セ
サ
ル
者
ハ
登
校
ヲ

第
一
学
期
授
業
料
金
参
拾
円

第
二
学
期
授
業
料
金
参
拾
円

第
三
学
期
授
業
料
金
弐
拾
円

禁
止
ス

866 

第
二
十
七
条
欠
席
又
ハ
休
学
期
間
ト
錐
モ
授
業
料
ハ
減
免
セ
ス
但

シ
第
二
十
条
ノ
休
学
者
ニ
ハ
其
ノ
期
間
月
割
ヲ
以
テ
之
ヲ
免
除
ス

第
二
十
八
条
学
費
ノ
支
弁
極
メ
テ
困
難
ナ
ル
生
徒
中
成
績
優
良
二

シ
テ
品
行
方
正
ナ
ル
者
ニ
対
シ
授
業
料
ヲ
減
額
又
ハ
免
除
ス
ル
コ

ト
ア
ル
へ
シ

第
二
十
九
条

退
学
者
ト
雄
モ
当
該
学
期
ノ
授
業
料
ハ
之
ヲ
納
付
セ

シ
ム

特
別
ノ
理
由
ア
リ
テ
成
規
ノ
卒
業
成
績
考
査
ヲ
受
ケ
得

ス
シ
テ
追
試
験
ヲ
許
サ
レ
タ
ル
者
ノ
授
業
料
ハ
之
ヲ
徴
セ
ス

第

七

章

賞

罰

第
三
十
一
条
本
専
門
部
生
徒
ニ

シ
テ
学
術
性
行
優
良
ナ
ル
者
ハ
之

ヲ
表
彰
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
三
十
二
条
学
則
並
諸
規
程
ニ
違
背
シ
タ
ル
者
及
生
徒
ノ
本
分
ニ

惇
ル
行
為
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
軽
重
ニ
従
ヒ
之
ヲ
懲
戒
ス

懲
戒
ハ
之
ヲ
分
チ
テ
戒
働
、
停
学
及
放
校
ト
ス

第
八
章
試
験
、
進
級
及
卒
業

第
三
十
三
条
試
験
ハ
学
期
試
験
及
卒
業
試
験
ト
ス

第
三
十
四
条
学
期
試
験
ハ
各
学
期
ノ
終
ニ
於
テ
当
該
学
期
中
ニ
履

修
シ
タ
ル
学
科
目
ニ
付
之
ヲ
行
フ

第
三
十
五
条
実
習
ハ
担
任
教
官
ノ
意
見
ニ
ヨ
リ
試
験
ヲ
施
行
セ
ス

第
三
十
条



シ
テ
其
ノ
成
績
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
一
二
十
六
条
各
学
科
目
ノ
学
期
成
績
ハ
学
期
試
験
ノ
成
績
、
勤
惰

及
操
行
ヲ
考
査
シ
テ
之
ヲ
定
ム

考
査
ノ
方
法
並
採
点
ノ
標
準
ハ
別
ニ
之
ヲ
定
ム

第
三
十
七
条
学
年
成
績
ハ
各
学
期
成
績
ノ
平
均
ニ
依
ル

学
年
成
績
所
定
ノ
標
準
以
上
ノ
者
ニ
限
リ
進
級
セ
シ

第
三
十
九
条
所
定
ノ
授
業
日
数
ノ
三
分
ノ
一
以
上
授
業
ヲ
受
ケ
サ

ル
者
ハ
学
年
成
績
ノ
知
何
ニ
拘
ラ
ス
原
級
ニ
止
ム

第
四
十
条
疾
病
又
ハ
己
ム
ヲ
得
サ
ル
事
・
閏
ニ
因
リ
試
験
定
日
ニ
出

席
、
ン
難
キ
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
ヲ
具
、
ン
保
証
人
連
署
ノ
上
届
出
ツ
へ
シ

但
シ
疾
病
ニ
因
ル
場
合
ハ
医
師
ノ
診
断
書
ヲ
添
フ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
四
十
一
条
学
期
試
験
ニ
欠
席
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
事
情
巳
ム
ヲ

得
サ
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ル
者
ニ
限
リ
次
学
期
ノ
始
メ
ニ
追
試
験
ヲ
受

ケ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
へ

シ

第
四
十
二
条
卒
業
試
験
ハ
第
四
学
年
ノ
終
ニ
於
テ
左
ノ
学
科
目
ニ

関
シ
学
説
及
実
地
ニ
付
之
ヲ
行
フ

内
科
学
、
外
科
学
整
形
外
科
学
、
産
婦
人
科
学
、
眼
科
学
、
耳

鼻
咽
喉
科
学
、
皮
膚
科
学
、
泌
尿
器
科
学
、
小
児
科
学
、
精
神

病
学

第
四
十
三
条

第
三
十
八
条

ム

併設学校等第 15章

卒
業
試
験
ニ
欠
席
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
前
条
ノ
試

験
期
間
中
ニ
於
テ
適
宜
日
時
ヲ
定
メ
追
試
験
ヲ
行
フ
コ
ト
ア
ル
へ

、ン
第
四
十
四
条
卒
業
試
験
ノ
受
験
期
間
中
ニ
受
験
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ

リ
シ
学
科
目
又
ハ
不
合
格
ト
ナ
リ
タ
ル
学
科
目
ア
ル
タ
メ
卒
業
シ

得
サ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
次
学
年
度
ノ
七
月
以
降
ニ
於
テ
当
該
学
科

目
ニ
付
更
ニ
試
験
ヲ
行
フ

第
四
十
五
条
学
年
成
績
所
定
標
準
以
上
ニ
シ
テ
卒
業
試
験
ニ
合
格

シ
タ
ル
者
ニ
ハ
所
定
ノ
卒
業
証
書
ヲ
授
与
ス

第
四
十
六
条
本
専
門
部
卒
業
者
ハ
京
都
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門

部
医
学
士
ト
称
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

附

則

本
学
則
ハ
昭
和
十
四
年
五
月
十
五
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

改
正

昭
一
九
・
四
・
一
達
示
三
号
、
昭
一
二
・
五
・
一
八
達
示
七
号
、
昭
二

二
・
三
・
一
八
達
一
不
八
号
、
四
・
二
一
達
示
一
三
号
、
九
・
九
達
一
不
二

三
号
、
昭
二
三
・
一

0
・
八
達
示
一
五
号

〔
注
〕
一
九
四
四
・
四
・
一
達
示
第
三
号
で
附
属
医
学
専
門
部
学
則
に
改
称
。
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帝
国
大
学
及
官
立
医
科
大
学
ニ
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
ヲ
設
置

ス

ル

ノ

件

改

正

〔

抄

〕

〔

教

授

、

書

記

設

置

〕

{

ニ

勅
令
第
二
七
八
号

一
九
四

O
(昭
和
一
五
)
年
四
月
一

六
日
(
官
級
四
月
一
七
日
)

第1編

朕
昭
和
十
四
年
勅
令
第
三
百
十
五
号
帝
国
大
学
及
官
立
医
科
大
学
ニ

臨
時
附
属
医
学
専
門
部
ヲ
設
置
ス
ル
ノ
件
改
正
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ

之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
十
五
年
四
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

文

部

大

臣

米

内

光

政

松
浦
鋲
次
郎

勅
令
第
二
百
七
十
八
号

第
一
条
東
京
帝
国
大
学
、
京
都
帝
国
大
学
、
東
北
帝
国
大
学
、
九

州
帝
国
大
学
、
北
海
道
帝
国
大
学
、
大
阪
帝
国
大
学
、
名
古
屋
帝

国
大
学
、
新
潟
医
科
大
学
、
岡
山
医
科
大
学
、
千
葉
医
科
大
学
、

金
沢
医
科
大
学
、
長
崎
医
科
大
学
及
熊
本
医
科
大
学
ニ
臨
時
附
属

医
学
専
門
部
ヲ
置
ク

第
二
条
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
ニ
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク
但
シ
東
京
帝

国
大
学
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
ハ
教
授
ヲ
欠
ク

主
事

教
授

書
記

第
三
条
主
事
ハ
当
該
帝
国
大
学
医
学
部
ニ
属
ス
ル
教
授
又
ハ
当
該

医
科
大
学
教
授
ノ
中
ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス
総
長
又
ハ
大
学
長

ノ
命
ヲ
承
ケ
専
門
部
ノ
事
務
ヲ
掌
理
シ
職
員
ヲ
監
督
ス

教
授
ハ
奏
任
ト
ス
生
徒
ノ
教
育
ヲ
掌
ル

書
記
ハ
判
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶
務
会
計
ニ
従
事
ス

臨
時
附
属
医
学
専
門
部
ノ
専
任
職
員
ノ
定
員
ハ
別
表
ニ
依

第第第
ル六五四

条条条
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附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

(
別
表

京
都
帝
国
大
学
臨
時
附
属
医
学
専
門
部

改
正

昭
一
六
勅
令
五
一
一
、
昭
一
七
勅
令
四
六
七
、
昭
一
八
勅
令
六
一
四
、

昭
一
九
勅
令
二
O
O、
昭
二
O
勅
令
三
七
二
、
昭
一
二
勅
令
一
四
一
、

勅
令
二
O
七
、
昭
二
二
勅
令
九
三
、
政
令
四
三
‘
政
令
二
O
四
、
政
令

ニ
一
回
、
昭
二
四
政
令
八

注

rr.一
医九
科四
大七

言九
附=

EE 
学苓
萱第
一一

?E 
喜三
す白
骨立
の暗

せ害

要事
t及

び
官



一
九
四
九
・
五
・
一
三
法
律
第
一
五
O
号
(
国
立
学
校
設
置
法
)
で
廃

止。

四

九
州
帝
国
大
学
官
制
外
七
勅
令
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
臨
時
附
属
医

学
専
門
部
を
附
属
医
学
専
門
部
に
改
組
、
学
生
主
事
お
よ
び
学

生
主
事
補
設
置
、
主
事
を
部
長
に
改
称
)

[一]

勅
令
第
二

O
O号

一
九
四
四
(
昭
和
一
九
)
年
三
月
三
一
日
(
官
報
四
月
一
日
)

朕
九
州
帝
国
大
学
官
制
外
七
勅
令
中
改
正
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ

公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
十
九
年
三
月
三
十
一
日

内

閣

総

理

大

臣

東

俊

文

部

大

臣

子

爵

岡

部

長英
景機

併設学校等

勅
令
第
二
百
号

〔
中
略
〕

第
七
条
昭
和
十
五
年
勅
令
第
二
百
七
十
八
号
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
中
「
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
」
ヲ
「
臨
時
ニ
附
属
医
学
専

門
部
」
一
一
改
ム

第
一
条
ノ
二

第 15主主

東
京
帝
国
大
学
、
京
都
帝
国
大
学
、
東
北
帝
国
大

学
、
大
阪
帝
国
大
学
及
名
古
屋
帝
国
大
学
ノ
学
生
主
事
ハ
総
長

ノ
命
ヲ
承
ケ
生
徒
ノ
指
導
監
督
ヲ
モ
掌
ル

生
徒
ノ
指
導
監
督
ヲ
掌
ラ
シ
ム
ル
為
前
条
ニ
掲
グ
ル
大
学
ニ
学

生
主
事
及
学
生
主
事
補
各
一
人
ヲ
置
ク

第
二
条
中
「
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
」
ヲ
「
附
属
医
学
専
門
部
」

ニ
、
「
主
事
」
ヲ
「
部
長
」
ニ
改
ム

第
三
条
中
「
主
事
」
ヲ
「
部
長
」
ニ
改
ム

第
六
条
中
「
臨
時
附
属
医
学
専
門
部
」
ヲ
「
附
属
医
学
専
門
部
」

ニ
改
ム

別
表
ヲ
左
ノ
知
ク
改
ム

(
別
表
)附

属
医
学
専
門
部
職
員
定
員
表

教
授
一
助
教
授
一
助
手
-
書
記

九
人
一
四
人
一
八
人
一
三
人

〔
京
大
関
係
の
み
〕

京
都
帝
国
大
学
附
属
医
学
専
門
部

〔
中
略
〕

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕
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五

従
前
の
規
定
に
よ
る
学
校
と
し
て
存
す
る
医
学
専
門
学
校
の
修

業

年

限

に

関

す

る

件

，

[

一

]

文
部
省
令
第
二
ハ
号

一
九
四
七
(
昭
和
二
一

己
年
七
月
一
一
一
日

法令・規則第 1編

学
校
教
育
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
従
前
の
規
定

に
よ
る
学
校
と
し
て
存
す
る
医
学
専
門
学
校
(
大
学
附
属
医
学
専
門
部

を
合
む
以
下
同
じ
。
)
の
修
業
年
限
は
、
五
年
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
私
立
の
医
学
専
門
学
校
が
、
修
業
年
限
に

関
す
る
規
定
を
変
更
す
る
と
き
は
、
文
部
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

E
r
j
 

附
円

回
同
ハ

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す

ヲ@。

昭
和
二
十
二
年
七
月
二
十
一
日

文
部
大
臣

ア忙

河~

戸

辰
男

ー，、

国
立
学
校
設
置
法

〔
附
属
医
学
専
門
部
包
括
〕
[
一
]

法
律
第
一
五
O
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
五
月
三
一
日

第
三
条

〔
本
文
は
二
六
頁
参
照
〕

七

国
立
学
校
設
置
法
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
附
属
医
学
専
門
部
廃
止
〕[

一

]

法
律
第
二
二
号

一
九
五
二
(
昭
和
二
七
)
年
三
月
三
一
日

870 

国
立
学
校
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
中
〔
中
略
〕
「
京
都
大
学
附
属
医
学
専
門
部
」
〔
中
略
〕

を
削
〔
る
〕
。
〔
中
略
〕

附

則

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

1 

第
三
高
等
学
校

国
立
学
校
設
置
法
〔
第
三
高
等
学
校
包
括
〕

[

一

]

法
律
第
一
五
O
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
五
月
三
一
日

第

条

〔
本
文
は
二
六
頁
参
照
〕



国
立
学
校
設
置
法
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
第
三
高
等
学
校
廃
止
〕

[ニ

法
律
第
五
一
号

一
九
五
O
{昭
和
二
五
)
年
三
月
三

一日

国
立
学
校
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
京
都
大
学
附
属
医
学
専
門

第
三
条
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
第
三
高
等
学
校

部
」
を
「
京
都
大
学
附
属
医
学
専
門
部
」
に
〔
中
略
〕
改
め
る
。
〔
中

略〕

F甘

ロ貝

」
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

併設学校等第 15章

四

工
業
教
員
養
成
所

国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
〔
抄
〕

[

一

]

法
律
第
八
七
号

一
九
六
一
(
昭
和
一
二
六
)
年
五
月
一
九
日

国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
三
十
六
年
五
月
十
九
日内

閣
総
理
大
臣

池
田

勇
人

法
律
第
八
十
七
号

国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

(
目
的
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
工
業
教
員
の
す
み
や
か
な
養
成
を
図
る
た

め
、
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
つ
い
て
定
め
、
も
っ
て

高
等
学
校
に
お
け
る
工
業
教
育
の
拡
充
に
伴
う
工
業
教
員
の
需
要

の
増
加
に
対
処
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
{
疋
晶
表
)
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法令・規則

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
工
業
教
員
」
と
は
、
高
等
学
校
に

お
い
て
工
業
の
教
科
の
教
授
を
担
任
す
る
教
諭
を
い
う
。

(
設
置
)

第 1編

2 

工
業
教
員
の
養
成
を
行
な
う
教
育
施
設
と
し
て
、
臨
時
に
、

国
立
工
業
教
員
養
成
所
(
以
下
「
養
成
所
」
と
い
う
。
)
を
設
置
す
る
。

前
項
の
養
成
所
の
名
称
及
ぴ
位
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
及
ぴ
中

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
の
養
成
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
国
立
大
学
に
附
置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第

条九 広 大
大都京 古名

横一
東尽

大学東北
海北道

州大
大学島

阪 浜
養

大 慶 国 工
学 学 学

大工業
立 業大 大学 成

工 工

業教工員 工教業員

大

教業貝 教業貝
学 学

主教養成員
所 l

学工業費養 工業教員 工業教員
養 養

養成 養成
σコ

成 成 ;| 所 所 所 所 養成 養 所
成 所

成 所 所
所

福 広 大
者示E 愛知 宇奈1 LR 1 中l 東都芳、

宮 ヰヒ イ立

県岡 島県
阪 域

海道
府 府 県 県 置

九 広 大
都大京 古名

横
車尽 北東 海北 立国

外|
大島 阪大 浜

大 屋
国立 工 大

道大 大学A寸と4二 学 学 学'

工業大学
大業

学
大 A子とらL σ〉
学 学

称名

(学
科
)

第
四
条
養
成
所
に
置
か
れ
る
学
科
は
、
養
成
所
ご
と
に
文
部
省
令

で
定
め
る
。

(
修
業
年
限
)

第
五
条
養
成
所
の
修
業
年
限
は
、
三
年
と
す
る
。

(
入
学
資
格
)

第
六
条
養
成
所
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
学
校
教
育
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
者
と
す
る
。

(
職
員
)

第
七
条
養
成
所
に
、
所
長
を
置
く
。

2

所
長
は
、
当
該
養
成
所
が
附
置
さ
れ
る
国
立
大
学
の
学
長
の
命

を
受
け
、
所
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を
監
督
す
る
。

3

養
成
所
に
、
所
長
の
ほ
か
、
教
授
、
助
教
授
、
助
手
及
び
事
務

職
員
を
置
く
。

4
第
↓
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
職
員
の
ほ
か
、
養
成
所
に
、
講

師
、
技
術
職
員
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

(
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
の
免
除
及
ぴ
猶
予
)

第
八
条
養
成
所
が
附
置
さ
れ
る
国
立
大
学
の
学
長
(
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
学
長
」
と
い
う
。
)
は
、
工
業
教
員
の
確
保
の
た
め
、
養

成
所
に
お
け
る
授
業
料
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
-
そ
の
一
部
の
徴
収
を
徴
予
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
当
該

授
業
料
の
一
部
の
徴
収
を
猶
予
さ
れ
た
者
が
、
養
成
所
を
卒
業
し

た
後
六
月
以
内
に
工
業
教
員
と
な
り
、
か
っ
、
引
き
続
き
政
令
で
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併設学校等

定
め
る
期
間
工
業
教
員
と
し
て
在
職
し
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
に
係
る
猶
予
さ
れ
た
授
業
料
の
一
部

を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
授
業
料
の
一
部
の
徴
収
を
猶

予
さ
れ
た
者
が
養
成
所
を
卒
業
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
つ

い
て
死
亡
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
生
じ
た
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
学
長
は
、
経
済
的
理
由
に
よ

っ
て
納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
か
っ
、
学
業
優
秀
と
認

め
る
と
き
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
養
成
所
に
お
け
る
授
業
料
そ
の

他
の
費
用
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
免
除
し
、
又
は
そ
の
徴
収
(
前

項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
を
猶
予
さ
れ
た
者
に
係
る
授
業
料
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
街
予
さ
れ
た
部
分
を
除
く
部
分
の
徴
収
)
を
猶
予
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

(
省
令
へ
の
委
任
)

第
九
条
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
養
成
所
の
組
織
、

運
営
そ
の
他
こ
の
法
律
の
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
文
部

省
令
で
定
め
る
。

第 15~主

~1;f 

RIJ 

(
施
行
期
日
}

こ
の
法
律
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1 

〔
以
下
略
〕

改
正

昭
四
O
法
律
一
五

i主

一九
六
九
・
六
・
九
法
律
第
四
O
号
で
廃
止
。

国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行

規
則

[

一

]

文
部
省
令
第
一

O
号

一
九
六
一
(
昭
和
三
六
)
年
五
月
一
九
日

国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
(
昭
和
三

十
六
年
法
律
第
八
十
七
号
)
第
四
条
及
ぴ
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
三
十
六
年
五
月
十
九
日

文
部
大
臣
荒
木
高
毒
夫

国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施

行
規
則

(
学
科
)

第

一
条
国
立
工
業
教
員
養
成
所
(
以
下
「
養
成
所
」
と
い
う
。
)
に
置

か
れ
る
学
科
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
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員九 員広 員大
養成員 都大京 工古屋名 教業員 横

貫養業主東

員東
教員 道北海 養

養成州大 養成大島
養阪 養 北 成成大 業教員工 養浜立国 所成大学

養成所 大学
所所学 所学 所学 所学

工 工 工 工
養成業大 所成大学 所業大学 工

。コ
名業 業

業教 業
業教 工 称、教 教 教 所学 工 工 業

機
気電 電気 気電 工 機械 気電 電気 電気械

業化
工 工 工 工 工 工 工 工

上欄科学 学科 学科 科学 科学 科学 学科 科学 学科
の

工 機 機 工 建

科建築学

工 機 機 養成
業 械 械 業 築 業 械 械

所イ包 工 工 イヒ 学科
化学科

工 工
学 学 企ザ科生4ー

科学 科学 学科 置
科 手キ

か

土 建 土 工
れ

木
築学科

木 業化
る

工 工 科学

科学 科学 学科

第 l編

(
所
長
)

第
二
条
養
成
所
の
所
長
(
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
)
は
、
当
該
養
成

所
が
附
置
さ
れ
る
国
立
大
学
の
学
長
若
し
く
は
教
授
又
は
当
該
養

成
所
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

(
職
員
)

第
三
条
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国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

(
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
八
十
七
号
)
第
七
条
第
一
一
項
及
び
第
三
項

に
規
定
す
る
職
員
の
ほ
か
、
各
養
成
所
に
、
講
師
、
技
術
職
員
及

ぴ
教
務
職
員
を
置
く
。

(
職
員
の
職
務
)

第
四
条
養
成
所
の
職
員
(
所
長
を
除
く
。
)
の
職
務
は
、
次
の
各
号
の

と
お
り
と
す
る
。

教
授
及
び
助
教
授
は
、
学
生
を
教
授
す
る
。

助
手
は
、
教
授
又
は
助
教
授
の
職
務
を
助
け
る
。

講
師
は
、
教
授
又
は
助
教
授
に
準
ず
る
職
務
に
従
事
す
る
。

事
務
職
員
は
、
庶
務
、
会
計
等
の
事
務
に
従
事
す
る
。

五
技
術
職
員
は
、
技
術
に
関
す
る
職
務
に
従
事
す
る
。

六
教
務
職
員
は
、
教
授
研
究
の
補
助
そ
の
他
教
務
に
関
す
る
職

務
に
従
事
す
る
。

(
事
務
部
)

第
五
条
各
養
成
所
に
、
そ
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
事
務
部
を

置
く
。

2

事
務
部
の
長
は
、
事
務
長
と
し
、
事
務
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

事
務
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
事
務
部
の
事
務
を
処
理
す
る
。

(
学
年
)

四



第
六
条
養
成
所
の
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三

十
一
日
に
終
わ
る
。

(
授
業
科
目
)

第
七
条
養
成
所
の
授
業
科
目
は
、
別
表
第
二
欄
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

併設学校等

養
成
所
に
お
い
て
は
、
学
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
別
表

第
二
欄
に
掲
げ
る
授
業
科
目
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
授
業
科
目

を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
課
程
修
了
の
認
定
)

第
八
条
所
長
は
、
学
生
の
養
成
所
の
全
課
程
の
修
了
を
認
め
る
に

当
つ
て
は
、
養
成
所
に
三
年
以
上
在
学
し
、
か
っ
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
授
業
科
目
の
単
位
を
含
め
九
十
三
単
位
以
上
の
単
位
を
修

得
し
た
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
別
表
第
二
欄
に
掲
げ
る
基
礎
教
育
科
目
に
属
す
る
授
業
科
目

に
つ
い
て
同
表
第
三
欄
に
掲
げ
る
単
位

二
学
科
の
種
類
に
応
じ
、
別
表
第
二
欄
に
掲
げ
る
専
門
教
育
科

自
に
属
す
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
同
表
第
三
欄
に
掲
げ
る
単
位

三
別
表
第
二
欄
に
掲
げ
る
教
職
教
育
科
目
に
属
す
る
授
業
科
目

に
つ
い
て
同
表
第
三
欄
に
掲
げ
る
単
位

2

前
項
の
単
位
の
計
算
は
、
大
学
設
置
基
準
(
昭
和
三
十
一
年
文
部

省
令
第
二
十
八
号
)
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
単
位
の
計
算
方
法
に

2 

第 15章

よ
り
行
な
う
も
の
と
す
る
。

(
学
則
)

第
九
条
所
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
規
定
し
た
学
則
を

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
修
業
年
限
、
学
年
、
学
期
及
ぴ
授
業
を
行
な
わ
な
い
日
に
関

す
る
事
項

二
学
科
組
織
に
関
す
る
事
項

三
教
育
課
程
及
び
授
業
日
数
に
関
す
る
事
項

四
単
位
の
授
与
に
関
す
る
事
項

五
学
生
定
員
及
び
職
員
組
織
に
関
す
る
事
項

六
入
学
、
退
学
、
休
学
及
ぴ
卒
業
に
関
す
る
事
項

七
懲
戒
に
関
す
る
事
項

八
授
業
料
、
入
学
料
そ
の
他
の
費
用
の
徴
収
に
関
す
る
事
項

九
そ
の
他
必
要
な
事
項

2

所
長
は
、
前
項
の
学
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
文
部
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
則

を
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

(
委
任
)

第
十
条
法
令
に
別
段
の
規
定
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、

営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
所
長
が
定
め
る
。

附

則

養
成
所
の
運
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(
施
行
期
日
)

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
四
年
文
部
省
令
第
二

十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

国
立
工
業
教
員
養
成
所
が
附
置
さ
れ
る
国
立
大
学
の
事
務
局

長
及
ぴ
厚
生
補
導
に
関
す
る
部
の
部
長
は
、
第
五
条
第
七
項
に

規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
学
長
の
監
督
の
下
に
、
当
該
国
立
大

学
に
附
置
さ
れ
る
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
事
務
部
の
事
務
に

つ
い
て
総
括
し
、
及
ぴ
調
整
す
る
。
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1 2 別
表

門 専 碁 教 第

械機 気電

礎
育教

育工 工 科

科学 科学
科

日 自 欄

機 熱 キオ 機 そ 電 電 電 電 物

及 械 (J) 気 気
理

械 料 他 子 カ 学 第u 基 機 基
工 カ の 工 工 化学

第
流 礎 手ヰ 械 礎

作 体 A寸U与与 学 目 学 学 学 学 又
lま

榔
械機

量熱力学
機械 済、 気電材

電

機械気電

発 気電 学図

般学力
子 電

工 設
気電 料 現象論

工
磁学気

(J) 

作法 言製十 学

震
工

教

材料事
図

学ま
機械気電

送

機械
動蒸気力 現業実 応用

電 ~c 交流

機械力学

子 電 育
工 回 工 理 英

作実
習 路 設 学 論 語

材料試
機械 学 言十 及 手ヰ

習
燃機内 気電

ぴ イド

機構学
工 電 気電 過 目

工 験 学
機子器 法規及

渡 、7

機作
関 法 製

現象論
語

電気 図
械

冷凍及 機械 ぴ
工

動自 施
属

要素 学実 設
気電u 帝iJ 管

気空
験 御 理

計調IJ
す

調節
機 半

圧高電械
体導

る
工

流体 学実 工学
工 授
学

学力
験

生
通 業

l荒 管産
機信

手ヰ

機械体 理
器

欄

工 目

学経

垂の釣目讐欄授に
第

七
ム

九 七 七 八 七 欄ノ、 ノ、
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教 目 科 育 教

職
建 土 工教

育 築 木

業化学科工
手キ 学

学科
目 科

教 そ キオ 建 建 建 そ 材 ~ムít j可 構 そ 化 有有 無無 分物

原育 σ〉 料 の 事ヰ グ〉 機機 機機 理 の

他 及
築 築 築 他 及 通 海 造 他 学 工化 工化 析化 他

理
の TJ 意 言十 構 σコ TJ 工 工 工

の 工 業学 業学 化学 の

教育
科 施 手ヰ 施 科 化及 化及 及 キヰ
目 工 匠 画 造 目 工 学 学 主て主f! 目 学 学 TJ学ぴ 学ぴ 目

.c，、
理 建 建 建 建 l材 学 土 ill.lJ 道 * 構 設放

反イAすUtー与 機化有
無 物 電気 工

学 築 築 築 築 ト料
現業木計 量 路 理

造力
言十射

機化
理

工材業-aFx Ea 材 意 計
構造学力

学 工 学 製化 イヒ

科工業教

備 料 匠 画原
実画 学 学 図学 応、 Aすiゐ与、 学 学

学実験 料習学 土 i可
混IJ 建 建 論 建

木施
鉄 }II 橋

生産製石油
学童

有機 無機

分析イA寸Xヒ与」

、電気
量 築 築

構築造
土 道 工 裟司1。

育 工 史 建 木製 行 工 学
工化業

工 機械 工|
法 建 法 築 学 学 工学

化学業
学 l

築 言十 力 図
港湾 工学

法 画 学 土 都 鉄
工化

化学計調IJ

学

霊i規 各 設 木 市 工
筋 経済業 工学業論 構I、主旦h 

言十 キオ
計画 AでLf一、

都 及
料Aづl!:

コ

市 建 材 ぴ 発
ン 用

言十 築 料実 製図 電
ク

イヒ材 化学 動自
画 設 土 * 

学 料
計 験

機木 カ ト 主ま
工 御制

建築
製 土 学
図 建

質学力
械 衛 工 { 夫

経営
築 学 生 学

翼実工さそ験
生産管

構般造

工
土 AイU与」 習

建A築寸ヱι与

土 木 又は機械
理

木法 経戸邑主. 工

現業実

鉄 規 事日 工宅
経済業骨

構造

重量穐
動帝自IJ 習

機又
は 鉄 御 械

見 筋

三サl!: コ
A機イで~ヒt ン 土

ク 木
工 械

一 一 一
七 四

~ 

四 。四 一 九 八 七 四 七，、 ，、 ノ、 ，、
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〔
注
〕
一
九
六
九
・
六
・
九
文
部
省
令
第
一
七
号
で
廃
止
。

第 1編

工
業
教
員
養
成
所
学
則

[
八
]

一
九
六
二
(
昭
和
三
七
)
年
一
月
二
五
日

京
都
大
学
工
業
教
員
養
成
所
学
則

第

一

章

総

則

(
目
的
)

第
一
条
京
都
大
学
工
業
教
員
養
成
所
は
、
高
等
学
校
の
工
業
の
教

科
の
教
授
を
担
任
す
る
教
員
を
養
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
晶
子
科
お
よ
び
入
学
定
員
)

第
二
条
京
都
大
学
工
業
教
員
養
成
所
(
以
下
「
養
成
所
」
と
い
う
。
)

の
学
科
お
よ
び
入
学
定
員
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

土|工|電
|学

木|業|気

吋寸
噌
諸
什
l

学

科

学

科

学

科

主主A
マ子

入

定

員
四
O
名

四
O
名

四
O
名

工|化|工

(
職
員
組
織
)

第
三
条
養
成
所
に
所
長
を
置
く
。

養
成
所
に
、
所
長
の
ほ
か
、
教
授
、
助
教
授
、
講
師
、
助
手
、

事
務
職
員
、
技
術
職
員
お
よ
ぴ
教
務
職
員
を
置
く
。

第
二
章
学
年
、
学
期
お
よ
び
休
業
日

(
学
年
)

第
四
条
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に

終
わ
る
。

(
学
期
)

第
五
条
学
期
は
、
次
の
二
期
と
す
る
。

前
期
四
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

後
期
十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(
休
業
日
)

第
六
条
学
年
中
の
定
期
休
業
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
と
す

ヲ

hv
。

2 
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2 

躍

国
民
の
祝
日

京
都
大
学
創
立
記
念
日

〔

7

7
〕

春
期
休
業
日
四
月
一
日
か
ら
四
月
七
日
ま
で

五
夏
季
休
業
日
七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で

六
冬
季
休
業
日
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で

前
項
の
定
期
休
業
日
の
ほ
か
、
所
長
は
、
非
常
変
災
そ
の
他
特

別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
臨
時
に
授
業
を
行
な
わ
な
い
こ
と

日

日

ハ
月
十
八
日

四



が
で
き
る
。

併設学校等

第
三
章

(
修
業
年
限
)

第
七
条
修
業
年
限
は
、
三
年
と
す
る
。

(
在
学
期
間
)

第
八
条
学
生
は
、
四
年
を
こ
え
て
在
学
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
教
育
課
程
)

第
九
条
教
育
課
程
は
、
基
礎
教
育
科
目
、
専
門
教
育
科
目
お
よ
ぴ

教
職
教
育
科
目
に
よ
っ
て
編
成
す
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
教
育
科
目
に
か
か
る
授
業
科
目
の
名
称
お
よ

ぴ
そ
の
単
位
数
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

(
授
業
日
数
)

第
十
粂
学
年
中
の
授
業
日
数
は
、
三
十
五
週
に
わ
た
り
、
二
百
十

日
を
原
則
と
す
る
。

(
単
位
の
授
与
)

第
十
一
条
授
業
科
目
の
単
位
は
、
授
業
科
目
ご
と
に
、
当
該
授
業

科
目
を
履
修
し
、
か
っ
、
試
験
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
与
え
る
。

2

前
項
の
試
験
は
、
授
業
科
目
の
種
類
に
よ
り
報
告
書
ま
た
は
平

素
の
成
績
等
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

前
二
項
に
規
定
す
る
試
験
等
の
成
績
は
、
優
、
良
、
可
、
不
可

の
四
段
階
の
記
号
を
も
っ
て
表
示
し
、
優
、
良
、
可
を
合
格
と
す

修
業
年
限
、
在
学
期
間
お
よ
び
教
育
課
程
等

第 15章

る
4 

不
合
格
科
目
の
単
位
修
得
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
四
章
入
学
、
休
学
、
退
学
、
懲
戒
、
除
籍
お
よ
び
卒

業
等

(
入
学
資
格
)

第
十
二
粂
養
成
所
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

二
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
ま

た
は
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校

教
育
を
修
了
し
た
者

三
大
学
入
学
に
関
し
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上

の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

(
入
学
の
出
願
)

第
十
三
条
入
学
を
志
願
す
る
者
は
、
指
定
の
日
ま
で
に
、
入
学
願

書
に
、
入
学
検
定
料
お
よ
び
所
定
の
書
類
を
添
え
て
所
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
入
学
の
許
可
)

第
十
四
条
所
長
は
、
入
学
志
願
者
に
対
し
て
選
抜
試
験
を
行
な
い
、

そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
入
学
を
許
可
す
る
。

(
入
学
の
手
続
)

879 
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第
十
五
条
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
指
定
の
日
ま
で
に
、
保
証

人
連
署
の
誓
約
書
、
戸
籍
抄
本
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
所
長
に
提

出
す
る
と
と
も
に
、
入
学
料
を
納
付
し
、
か
っ
、
所
定
の
宣
審
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
場
合

を
除
き
、
前
項
の
手
続
を
怠
っ
た
と
き
は
、
入
学
の
許
可
を
取
り

消
す
も
の
と
す
る
。

(
学
生
票
)

第
十
六
条
学
生
は
、
別
に
定
め
る
学
生
票
の
交
付
を
受
け
て
、
常

に
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
休
学
)

第
十
七
条
学
生
は
、
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
二
月
以
上
に
わ

た
っ
て
修
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
所
長
の
許
可
を

得
て
、
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

所
長
は
、
疾
病
の
た
め
修
学
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め

ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

休
学
の
期
間
は
、
引
き
続
き
一
年
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
所
長
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

さ
ら
に
引
き
続
き
一
年
以
内
に
限
り
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で

主
3
G
。

第 1編

4 

休
学
は
、
通
算
三
年
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

休
学
期
間
は
、
在
学
期
間
に
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。

(
復
学
)

第
十
八
条
休
学
し
た
学
生
は
、
そ
の
休
学
期
間
が
満
了
し
た
場
合

に
は
所
長
に
届
け
出
て
、
休
学
期
間
内
に
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た

場
合
に
は
、
所
長
の
許
可
を
得
て
、
復
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
退
学
)

第
十
九
条
学
生
が
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
由
を
申

し
出
て
所
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
懲
戒
)

第
二
十
条
所
長
は
、
学
生
が
養
成
所
の
諸
規
則
に
違
反
し
、
ま
た

は
所
内
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
学
生
の
本
分
を
守
ら
な
い
と
き

は
、
懲
戒
の
処
分
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

懲
戒
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

訓
告

停
学

放
学

3

停
学
二
月
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、
在
学
期
間

に
算
入
し
な
い
。

(
除
籍
)

第
二
十
一
条
所
長
は
、
学
生
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き

は
除
籍
す
る
。

5 
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併設学校等

一
疾
病
そ
の
他
事
故
に
よ
り
成
業
の
見
込
が
な
い
場
合

二
授
業
料
納
付
の
義
務
を
怠
る
場
合

(
卒
業
の
要
件
)

第
二
十
二
条
養
成
所
を
卒
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
三
年
以

上
在
学
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
合
計
百
十
単

位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

一
基
礎
教
育
科
目
二
十
五
単
位
以
上

二
専
門
教
育
科
目
六
十
六
単
位
以
上

三
教
職
教
育
科
目
七
単
位
以
上

2

前
項
に
規
定
す
る
卒
業
の
要
件
を
み
た
し
た
者
に
は
、
所
長
が

卒
業
証
書
を
授
与
す
る
。

第
五
章
検
定
料
、
入
学
料
お
よ
び
授
業
料
等

(
検
定
料
)

第
二
十
三
条
検
定
料
は
、
千
円
と
す
る
。

(
入
学
料
)

第
二
十
四
条
入
学
料
は
、
五
百
円
と
す
る
。

(
授
業
料
)

第
二
十
五
条
授
業
料
は
、
年
額
七
千
二
百
円
と
す
る
。
た
だ
し
、

う
ち
四
千
八
百
円
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
徴
収
猶
予
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
授
業
料
は
、
四
月
お
よ
び
十
月
に
、
年
額
の
二
分
の
一

第 15章

2 

に
相
当
す
る
額
を
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
授
業
料
の
免
除
ま
た
は
徴
収
猶
予
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

学
資
の
支
弁
が
困
難
で
あ
り
か
つ
学
業
優
秀
な
者

特
別
の
理
由
に
よ
り
授
業
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
者

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

休
学
中
の
授
業
料
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
免
除
す
る
。

停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
は
、
そ
の
期
間
中
で
あ
っ
て
も
授
業
料

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
納
付
し
た
検
定
料
、
入
学
料
お
よ
び
授
業
料
は
、
返

付
し
な
い
。第

六

章

補

則

第
二
十
八
条
こ
の
学
則
を
施
行
す
る
た
め
必
要
な
事
項
は
、
総
長

の
承
認
を
得
て
所
長
が
定
め
る
。

附

2 3 

ロH
M
m

(
施
行
期
日
)

こ
の
学
則
は
、
昭
和
三
十
七
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
し
、

和
三
十
六
年
五
月
十
九
日
か
ら
適
用
す
る
。

ag 
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電 電

カ
気

基
工 礎

学 学

同電同交問問 電

1涜
気理気

論磁

及ぴ 送聖
計及

ぴ気

測喜学
施設第芸T 

第第 i寅Z演第第
管

理二 一 二 一 習 論 習二一

一一一一一一一 一一一一一

第 1編法令・規則

教

育

平iト

目 目

学

科学共

通
手キ

学

手ヰ

目

科経哲法カド英同数図化同物 授

イ学 業

学済 i寅 実理

ツ解 科

史学学学学語語習析学学験学 目

必
単

一一一一 二四二四二二一二 {疹一一一一

選

択
位

語3
備

σ〉
必み

考
必

修修
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第 15章併設学校等

専

教科門育

目

電 電

気 気

工 工

学 学

科 手キ

そ 電 電
σ〉

子 気
他

機σ〉 工
手ヰ 械

目 学 学

同電機 工機 同同 電電 岡高岡通半白電電同電電電 同電同電同電 高

気業
周 子 子 気 気械経 気 信 導

工済械
子子 電

気 波
動子 h巴c.'、~ 回 気

機
機

学 工及 応、 機

実学ぴ
工 体 路管現 械 圧

験生工 用材 学
器 制機用 Aす"与与 製

械
学

第第 実産
工

回 第 第
工象

i寅設第第
工

管
第第第 第第第第 j寅

二一験理学三二一料 二一二一学御器路二一学論 習図習計二一 学

四四一一一 一一 一一一一一 一一一一一一一

一 一
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第 1編法令・規則

専

門

手ヰ

目

工

業

イ乙

学

科

化

事工喜基 銀機工 機生化学E 

分物

学
理

析化

工
業化学 及ぴ

化支
業化学ぴ

学 学 ぴ

化石放 イヒ化化イヒ 同 有限天 染 有 同無珪無 同分光同物 特工工電電
i由

気 気学 化 学 機
然 機 酸

工学射 工

及
工 学 学学 i寅工酵 料機 i寅工機 i寅析 i寅理 別 業 業 化学

業ぴ 習物 習塩 習 化習

講カ数 学 現用号化 学計装反 .業化化化 .業化 -化 ・化

実化 イヒ 実化 化
業

材化子
実

実実 概 実

料学学 験測置応 験学 学学 学学 験学学学 験学学 験 学 義学学論習

二四ニ 一二二八 四 四 四四 二四 / 一一

/ 二 一一
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第 15章併設学校等

専
門
教
育
科
目

工

業

化
AイEι 

手ヰ

交 j可 構 そ

通 海 造
の
他

工 工 力 の
干ヰ

会弓主ξ， AヴE AイL与 目

都鉄道 公衛発港河応同水 鉄同橋防応同同構 工 電又化工化自機電

筋 は学業学

用 コ 梁 用 造 見 経

市道路 衆生電湾川 ン
工火構

業気学及工済機 動械気

ク 力 ひ'業及械

* 理
イi富芭現業 ぴ設

計工工 衛工水工工 l 学工造 学
数化 i寅生計 制工工

理
ト第第 カj寅第第

産
i寅

工 夏実管製

画学学 生学力学学学習学 学二一学学習二一 学学験習理図御学学

一一一一 二二四一一一二二一一一一

885 



第 l編法令・規則

土

木

工

学

手ヰ

そ キオ
グ〉

料及
他
。〉 1J 

科 施
日 工

工工同土建土問土設土問土 土同土土機同土土土問測 交

木
木木械

工 築 言十 木
木 木

業業 学木 質及木 木 機機工 質 通
現 計
業学 械械 材 施 量

力数 実
法 力 1J製 画

経 学学学 工 工
習概

製 実第第概実
料 工

第第 実 第第 実

学学二一論規験学図図二一 営験二一論験 学 学 学 習 学 学

二二一一一一一二四一一一 一
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教 教

教科職育
育

手4

目
自

学 |

手ヰ

学

手ヰ

自

工教教 授

業 脊

手キ
育 業

{，、

教
原 科

育 理
、

法学理 目

必
単

一 一 一 修

選

択
イ立

備

考|

〔注
〕
一
九
七
0
・
三

・
=
二
廃
止
。

四

工
業
教
員
養
成
所
協
議
員
会
規
程

{八}

一
九
六
二
(
昭
和
三
七
)
年
八
月
二
九
日

併設学校等

京
都
大
学
工
業
教
員
養
成
所
協
議
員
会
規
程

〔
?
?
〕

第
一
条
工
業
教
員
養
成
所
に
協
議
会
を
お
く
。

2

協
議
員
会
は
、
工
業
教
員
養
成
所
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
つ

い
て
所
長
の
諮
問
に
応
ず
る
。

第
二
条
協
議
員
会
は
、
次
の
者
で
組
織
す
る
。

一
工
業
教
員
養
成
所
長

二
工
業
教
員
養
成
所
教
授
三
名

三
京
都
大
学
関
係
部
局
長

四
京
都
大
学
教
授
の
う
ち
か
ら
所
長
の
委
嘱
し
た
者
若
干
名

第
三
条

前

条

第

二
号
お
よ
び
第
四
号
に
か
か
げ
る
協
議
員
の
任
期

は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

第 15章

第
四
条

所

長

は
、
協
議
員
会
を
招
集
し
て
、
議
長
と
な
る
。

2

議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
年
長
の
工
業
教
員
養
成
所
教
授

で
あ
る
協
議
員
が
代
理
す
る
。

第
五
条
協
議
員
会
は
、
協
議
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば

開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第

六

条

協

議

員
会
の
議
事
は
、

出
席
者
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否

同
数
の
と
き
は
、
議
長
が
決
す
る
。

第
七
条
議
案
は
、
所
長
か
ら
協
議
員
会
に
附
議
す
る
。

第
八
条
議
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
協
議
員
以
外
の
者
に
出

席
を
も
と
め
、

意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
議
長
は
、
事
務
官
を
会
議
に
出
席
さ
せ
、
議
事
録
を
作
成

さ
せ
る
。附

。コ
規
程
は則

昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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〔注〕

一
九
七

0
・
三
・
2

二
廃
止
。

法令・規則

五

国
立
学
校
設
置
法
一
部
改
正
等
〔
抄
〕
〔
工
業
教
員
養
成
所
廃
止
〕

{

一

]

法
律
第
四
O
号

一
九
六
九
(
昭
和
四
四
)
年
六
月
九
日

第 1編

国
立閉

手平宣
義略学
員〕霊
養蓋
感法
誌の
設部
置 を
等改
に 正
関す
する
争等
E品(/)

時法

草律
法
の
廃

止
)

第
三
条
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

(
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
八
十
七
号
)
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

(
施
行
期
日
)

-
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
四
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
存
続
に
関
す
る
経
過
措
置
)

2

国
立
工
業
教
員
養
成
所
は
、
昭
和
四
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に

当
該
養
成
所
に
在
学
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
第
三
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
が
当
該
養
成
所
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま

で
の
問
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

(
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
授
業
料
等
の
免
除
等
に
関
す
る
経
過
措

置
)

888 

3 

昭
和
四
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
国
立
工
業
教
員
養
成
所
に
在

学
す
る
者
又
は
す
で
に
こ
れ
を
卒
業
し
た
者
の
当
該
養
成
所
に
お

け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
の
免
除
及
ぴ
そ
の
徴
収
の
猶
予
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
卒
業
者
の
大
学
へ
の
編
入
学
に
関
す
る

経
過
措
置
)

国
立
工
業
教
員
養
成
所
を
卒
業
し
た
者
の
大
学
へ
の
編
入
学
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

〔
以
下
略
〕

4 



五

医
療
技
術
短
期
大
学
部

，園、、、

、._/

前
身
諸
学
校

医
科
大
学
附
属
医
院
看
護
婦
見
習
講
習
科
規
則
[
三
]

達
示
第
一
七
号

一九
O
O
(
明
治
三
三
)
年
一

O
月
九
日

京
都
帝
国
大
学
医
科
大
学
附
属
医
院
看
護
婦
見
習
講
習
科
規

併設学校等

ロH
R

第
一
条
看
護
婦
見
習
講
習
科
ハ
一
般
患
者
ヲ
看
護
ス
ル
ノ
方
法
ヲ

授
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
条
講
習
ノ
期
限
ハ
十
ヶ
月
ト
シ
授
業
時
数
ハ
毎
週
六
時
ト
ス

前
項
授
業
時
間
ノ
外
実
習
時
間
ハ
一
般
看
護
婦
勤
務
時
間
ニ
依
ル

第
三
条
講
習
ノ
科
目
ハ
左
ノ
知
シ

看
護
婦
心
得

解
剖
学
大
意

生
理
学
大
意

繍
帯
学
大
意

第 15章

四

第
四十十十十
条七六五四 七六五

医
療
器
械
学
大
意

病
室
整
理
法

薬
餌
用
法

重
病
患
者
看
護
法
附
瀕
死
及
死
後
ノ
処
置

伝
染
病
患
者
看
護
法

精
神
病
患
者
看
護
法

小
児
病
看
護
法

急
救
療
法

手
術
介
補

防
腐
及
制
腐
法

患
者
運
搬
法

各
種
看
護
法

実
習

八九
十 十
二一十

十

講
習
生
ノ
募
集
期
日
ハ
必
要
ア
ル
ニ
臨
ミ
其
都
度
広
告
ス

'" ン
第
五
条
講
習
生
ハ
品
行
方
正
身
体
健
全
年
齢
十
八
年
以
上
三
十
五

年
以
下
ノ
女
子
ニ
シ
テ
家
事
ニ
係
累
ナ
キ
者
ニ
限
ル

第
六
条
講
習
生
ハ
左
ノ
科
目
ニ
就
キ
入
学
試
験
ヲ
施
シ
合
格
シ
タ

ル
者
ヲ
採
用
ス

一

世

抗

室

目

作
文

仮
名
交
リ
文

往
復
文

889 



法令・規則

加
減
乗
除

第 I編

筆
算

体
格

第
七
条
入
学
志
願
者
ハ
左
ノ
書
式
ノ
願
書
ヲ
差
出
ス
へ
シ

看
護
婦
見
習
志
願
書

何
府
県
何
郡
市
何
町
村
何
番
地
(
寄
留
者
ハ
寄
留
地
ヲ
記
ス

へ
シ
)

族
籍
何
業
何
某
長
次
女
姉
妹

四

氏

名

生

年

月

私
儀
看
護
婦
見
習
志
願
ニ
付
御
試
験
ノ
上
御
採
用
被
成
下
度
別
紙

履
歴
書
並
ニ
戸
籍
写
相
添
へ
父
兄
(
親
族
)
連
署
ヲ
以
テ
此
段
相
願

候
也年

月

日

右

本

人

何
府
県
何
郡
市
何
町
村
何
番
地

族
籍
職
業
父
兄
(
親
族
)

氏

名

印

保
証
人

京
都
帝
国
大
学
医
科
大
学
附
属
医
院
長
何
誰
殿

第
八
条
講
習
科
ニ
入
学
ヲ
許
可
サ
レ
タ
ル
者
ハ
左
ノ
書
式
ノ
在
学

証
書
ヲ
差
出
ス
へ
シ

在
学
証
書

何
府
県
何
郡
市
何
町
村
何
番
地
(
寄
留
者
ハ
寄
留
地
ヲ
記
ス
へ

氏

名

印

シ
)族

籍
職
業
何
某
長
次
女
姉
妹

890 

園

氏

名

生

年

月

私
儀
今
般
講
習
科
ニ
入
学
被
差
許
候
上
ハ
総
テ
御
命
令
ニ
従
ヒ

可
申
ハ
勿
論
看
護
婦
見
習
講
習
科
規
則
ノ
条
件
-
一
違
背
仕
間
敷

候
仰
テ
証
書
差
出
候
也

年

月

日

本

人

氏

名

印

前
書
ノ
通
相
違
無
之
ニ
付
万
一
本
人
ニ
其
義
務
ヲ
尽
サ
、
ル
ト

キ
ハ
一
切
ノ
条
件
保
証
人
ニ
於
テ
引
受
ケ
処
理
可
仕
仰
テ
此
段

保
証
候
也

何
府
県
何
郡
市
何
町
村
何
番
地
父
兄
又
ハ
親
族

保

証

人

氏

京
都
市
祉
京
区
何
町
通
何
町
政
何
町
何
番
戸

、
父
兄
又
ハ
親
族
ノ
保
証
人
ニ
シ
テ
京
都
市
内
ニ
居
住
J

戸
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
此
連
署
ヲ
要
セ
ス
』

名

~fJ 

保

証

人

氏

京
都
帝
国
大
学
医
科
大
学
附
属
医
院
長
何
誰
殿

第
九
条
講
習
生
ニ
ハ
食
料
ヲ
給
シ
制
服
制
帽
ヲ
貸
付
シ
本
院
看
護

婦
寄
宿
舎
内
-
一
寄
宿
セ
シ
ム

第
十
条
講
習
生
ハ
講
師
医
員
事
務
員
看
護
婦
長
ノ
命
ニ
従
ヒ
業
務

名

印



ニ
服
シ
医
院
ノ
諸
規
則
ヲ
遵
守
ス
へ
シ

第
十
一
条
全
学
期
ノ
終
リ
ニ
於
テ
卒
業
試
問
ヲ
行
ヒ
合
格
ノ
者
ニ

ハ
卒
業
証
書
ヲ
授
与
ス

第
十
二
条
講
習
生
ハ
卒
業
後
満
一
一
ヶ
年
間
ハ
医
科
大
学
附
属
医
院

看
護
婦
ヲ
勤
務
ス
ル
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
三
条
中
途
退
学
ヲ
願
出
ル
者
及
前
条
ノ
義
務
ヲ
尽
サ
、
ル
者

ハ
其
情
状
ニ
依
リ
講
習
中
支
給
シ
タ
ル
金
額
ノ
全
部
又
ハ
其
一
部

ヲ
一
時
ニ
返
納
セ
シ
ム

改
正

明
三
五
・
七
・
二
五
達
示
一
三
号
、
明
三
六
・

ニ
・一

O
達
示
四
号
、

七
・
二
八
達
示
二
九
号
、
明
三
七
・
八
・
一
九
達
一
不
五
号
、
明
四
四
・

一
一
・
二
七
逮
示
三
二号、

大
五
・
三
・
一
七
達
示
五
号

医

科

大

学

附

属

医

院

産

婆

補

習

科

規

則

[

八

]

一
九

O
二
(
明
治
三
五
)
年
二
月
七
日

併設学校等

産
婆
補
習
科
規
則

第
一
条
京
都
帝
国
大
学
医
科
大
学
附
属
医
院
内
ニ
産
婆
補
習
科
ヲ

置
キ
明
治
三
十
二
年
内
務
省
令
第
四
十
七
号
ニ
依
リ
産
婆
試
験
合

格
証
書
ヲ
有
ス
ル
者
ヲ
シ
テ
更
一
一
産
婆
ノ
業
務
ニ
関
ス
ル
技
術
ヲ

補
習
セ
シ
ム

但
明
治
三
十
二
年
内
務
省
令
第
四
十
七
号
発
布
以
前
ニ
産
婆
ノ

第 15章

免
許
ヲ
得
タ
ル
者
ト
難
モ
現
ニ
産
婆
ノ
業
ヲ
営
ミ
居
ル
者
ハ
時

宜
ニ
依
リ
本
文
ニ
拠
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
二
条
産
婆
補
習
科
ノ
授
業
ハ
婦
人
科
学
産
科
学
教
室
ニ
於
テ
之

ヲ
行
フ
其
科
目
左
ノ
如
シ

一

消

毒

法

二
正
規
妊
娠
、
分
娩
及
其
産
祷
ニ
於
ケ
ル
取
扱
法

三
異
常
妊
娠
、
分
娩
及
其
産
祷
ニ
於
ケ
ル
取
扱
法

四
初
生
児
取
扱
法

五

模

型

演

習

六

実
地
演
習

第
三
条
補
習
期
間
ハ
一
ヶ
年
ト
シ
募
集
ノ
期
日
及
人
員
ハ
医
院
長

之
ヲ
定
ム入

学
志
願
者
ハ
甲
号
書
式
ノ
願
書
ヲ
差
出
ス
へ
シ

補
習
科
入
学
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
乙
号
書
式
ノ
保
証
書

ヲ
差
出
ス
へ

シ

保
証
人
ハ
京
都
市
内
ニ
於
テ
一
家
計
ヲ
立
ツ
ル
丁
年
以
上
ノ
者
ニ

限
ル

第
六
条

第
四
条

第
五
条

授
業
料
ハ
補
習
期
間
中
金
九
円
ト
シ
之
ヲ
六
回
ニ
分
納
セ

シ
ム

第
七
条
補
習
生
ハ
通
学
ト
ス
但
実
地
演
習
ノ
為
メ
院
内
ニ
宿
泊
セ

シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

891 



法令・規制

補
習
生
ハ
総
テ
院
内
ノ
規
律
ヲ
遵
守
シ
掛
員
ノ
指
揮
ニ
従

フ
へ
シ

第
八
条

第
九
条

授
与
ス

第
十
条

補
習
期
ノ
終
ニ
於
テ
試
問
ヲ
行
ヒ
合
格
者
ニ
ハ
証
明
書
ヲ

第 1編

補
習
中
不
都
合
ノ
行
為
ア
ル
ト
キ
ハ
退
学
ヲ
命
ス

(
甲
号
室
田
式
)
産
婆
補
習
科
入
学
願

私
儀
産
婆
補
習
科
入
学
志
願
ニ
付
別
紙
履
歴
書
並
産
婆
試
験
合
格

証
書
写
相
添
此
段
相
願
候
也

何
府
県
何
都
市
何
町
村
何
番
地
(
時
畑
山
…
μ
叫
溜
地
)

族
籍
何
某
長
次
女
姉
妹
等

年

氏

名

月

日

生
年
月
日

京
都
帝
国
大
学
京
都
医
科
大
学
附
属
医
院
長
何
某
殿

(
乙
号
書
式
)

保

証

書

何
府
県
何
郡
市
何
町
村
何
番
地
(
河
鰭
一
か
叫
清一
地
)

族
籍
何
某
長
次
女
姉
妹
等

氏

名

生
年
月
日

右
者
今
般
産
婆
補
習
科
へ
入
学
許
可
相
成
候
ニ
付
テ
ハ

同
人
補
習

中
ニ
係
ル
一
切
ノ
事
件
拙
者
ニ
於
テ
引
受
可
申
候
仰
テ
保
証
候
也

京
都
市
何
区
何
町
何
番
地

族
籍
職
業

保
証
人

892 

年

何

某

生
年
月
日

京
都
帝
国
大
学
京
都
医
科
大
学
附
属
医
院
長
何
某
殿

月

日

改
正

明
三
五
・
一

0
・
=
二
達
示
二
三
号
、
明
四
四
・
一
一
・

二
七
達
示
三

二
号
、
大
五
・
八
・
一
五
達
示
一
二
号
、
大
九
・
八
・
一
六
達
示
九
号

医
学
部
附
属
医
院
看
護
婦
産
婆
養
成
所
規
則

[
八
]

達
示
第
一

O
号

一
九
二
二
(
大
正
一
こ
年
四
月
五
臼

看
護
婦
産
婆
養
成
所
規
則

第
一
条
本
所
ハ
看
護
婦
及
産
婆
ヲ
養
成
ス
ル
為
メ
之
ニ
必
要
ナ
ル

学
術
弁
技
能
ヲ
授
ク
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
二
条
本
所
ニ
看
護
婦
科
井
ニ
産
婆
科
ヲ
置
キ
各
其
規
則
ヲ
定
ム

ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

看
護
婦
科

修
業
年
限
ヲ
二
年
六
ヶ
月
ト
シ
之
ヲ
二
学
級
ニ
別
チ
第
一

第

条



学
級
、
第
二
学
級
各
一
年
三
ヶ
月
ト
ス

第
四
条
第
一
学
級
ニ
於
テ
ハ
学
科
ヲ
教
授
シ
兼
テ
実
習
ヲ
課
シ
第

二
学
級
ニ
於
テ
ハ
専
ラ
実
習
ニ
就
カ
シ
ム

第
五
条
学
科
目
左
ノ
知
シ

一
修

一
解

併設学校等

第
六ア前
条ル項一一一一一一一一一一一一

へノ関怠産救織看看看看薬細生
シ外係者曾 品蘭

部 運 婆‘帯護護護護取学理剖
外法搬処 扱弁
ト規法学置学学学学学法消学学身
シ 毒
テ 第第第第法
一 四三二一
科 部部部部
巨
若
ク

数
科
目
ヲ
教
授
ス
lレ
コ
ト

第 15章

実
習
ハ
教
室
、
病
舎
及
手
術
場
ニ
於
テ
看
護
婦
ノ
勤
務
ヲ

練
習
シ
又
ハ
患
者
ニ
附
添
ヒ
看
護
ヲ
実
習
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
条
生
徒
ハ
毎
年
四
月
及
十
月
ニ
入
学
セ
シ
ム
但
臨
時
ニ
之
ヲ

募
集
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

入
学
ヲ
許
可
ス
ヘ
キ
人
員
ハ
募
集
ノ
都
度
之
ヲ
定
ム

第
八
条
生
徒
ハ
左
記
各
号
ニ
該
当
ス
ル
女
子
ニ
限
ル

一
品
行
方
正
ナ
ル
コ
ト

一
身
体
健
全
ナ
ル
コ
ト

一
高
等
小
学
卒
業
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

一
年
齢
、
満
十
六
年
以
上
ナ
ル
コ
ト

一
配
偶
者
ナ
ク
且
家
事
ニ
係
累
ナ
キ
コ
ト

第
九
条
入
学
志
願
者
ハ
体
格
検
査
ヲ
行
ヒ
尚
左
ノ
科
目
ニ
就
キ
高

等
小
学
校
卒
業
程
度
ニ
依
リ
入
学
試
験
ヲ
行
フ

一

講

読

一

作

文

一

書

取

一

算

術

一
応
接
試
問

第
十
条
入
学
志
願
者
ハ
書
式
第
一
号
ノ
入
学
願
書
ニ
履
歴
書
、
戸

籍
謄
本
ヲ
添
へ
本
院
ニ
差
出
ス
へ
シ

第
十
一
条
入
学
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
書
式
第
二
号
ノ
在
学
証
書

ヲ
本
院
ニ
差
出
ス
へ
シ
但
保
証
人
ノ
内
一
人
ハ
京
都
市
内
ニ
居
住

893 



シ
一
家
計
ヲ
立
ツ
ル
身
元
確
実
ナ
ル
成
年
男
子
ニ
限
ル

第
十
二
条
生
徒
ハ
総
テ
本
院
内
ニ
寄
宿
セ
シ
ム

第
十
三
条
生
徒
ハ
看
護
婦
見
習
ヲ
命
シ
日
給
及
食
料
ヲ
給
シ
制
服

制
帽
ヲ
貸
与
ス

第
十
四
条
各
学
科
目
毎
ニ
講
義
ノ
終
ニ
於
テ
試
問
ヲ
行
ヒ
第
一
学

級
ノ
終
ニ
其
成
績
ヲ
定
メ
及
第
シ
タ
ル
者
ハ
進
級
セ
シ
ム
但
欠
席

多
キ
学
科
ニ
就
テ
ハ
試
問
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
学
級
ノ
終
ニ
於
テ
実
習
ノ
成
績
ヲ
考
査
シ
及
第
シ
タ
ル
者
ニ

ハ
卒
業
証
書
ヲ
授
与
ス

第
十
五
条
試
問
ノ
成
績
ハ
各
科
目
百
点
ヲ
以
テ
満
点
ト
シ
一
科
目

四
十
点
以
上
平
均
六
十
点
以
上
ヲ
及
第
ト
ス

第
十
六
条
生
徒
卒
業
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
引
絞
キ
京
都
帝
国
大
学
医
学

部
附
属
医
院
看
護
婦
ト
シ
テ
満
一
ヶ
年
間
ニ
成
規
ノ
俸
給
ヲ
受
ケ

勤
務
ス
ヘ
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
七
条
生
徒
ハ
総
テ
本
院
ノ
規
則
ヲ
遵
守
シ
上
長
ノ
指
揮
命
令

ニ
従
フ
へ
シ

第
十
八
条
生
徒
ニ
シ
テ
不
都
合
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
者
ハ
事
ノ
軽
重

ニ
依
リ
謎
責
又
ハ
停
学
ニ
処
シ
若
ク
ハ
退
学
ヲ
命
ス

第
十
九
条
生
徒
ニ
シ
テ
成
業
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
者
ハ
退
学

ヲ
品
叩
ス

第
二
十
条

法令・規則第 1編

生
徒
ニ
シ
テ
第
一
、
第
二
両
学
級
中
各
所
定
ノ
授
業
時

数
各
三
分
ノ
一
以
上
欠
席
シ
タ
ル
者
ハ
退
学
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ア
ル

894 

へ、ン

第
二
十
一
条
中
途
退
学
又
ハ
義
務
年
限
中
其
義
務
ノ
免
除
ヲ
許
サ

ス
但
シ
病
気
其
他
特
別
ノ
事
情
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ
ハ
此
限
リ

ニ
ア
ラ
ス

第
二
十
二
条
前
条
ニ
依
リ
特
ニ
退
学
又
ハ
義
務
ノ
免
除
ヲ
許
可
シ

タ
ル
者
若
ク
ハ
退
学
ヲ
命
セ
ラ
レ
又
ハ
免
職
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ

在
学
中
支
給
シ
タ
ル
金
額
ノ
償
還
ヲ
命
ス
但
情
状
ニ
ヨ
リ
其
ノ
一

部
又
ハ
全
部
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

書
式
第
一
号

入

学

願

原

籍
現
住
所

何
某
幾
女
姉
妹
戸
主
等

氏

名

生

年

月

日

私
儀
貴
院
看
護
婦
、
産
婆
養
成
所
看
護
婦
科
ニ
入
学
志
願
ニ
付
御

許
可
相
成
度
履
歴
書
、
戸
籍
謄
本
相
添
へ
父
兄
(
親
族
)
連
署
ヲ
以

テ
此
段
相
願
候
也

年

月

日



氏

@ 

名

原

籍
現
住
所

職
業
本
人
ト
ノ
関
係

氏

京
都
帝
国
大
学
医
学
部
附
属
医
院
長
何
某
殿

@ 

名

I ~n収|
|紙入 l
」ー}書

式
第

在二
品号

現原，
住量』ι
所籍書

何
某
幾
女
姉
妹
戸
主
等

氏

併設学校等

名

生

年

月

日

私
儀
今
般
貴
院
看
護
婦
、
産
婆
養
成
所
看
護
婦
科
一
一
入
学
御
許
可

相
成
候
ニ
付
テ
ハ
御
規
則
並
御
命
令
竪
ク
遵
守
可
仕
依
テ
証
書
差

出
候
也年

月

日

右

第 15章

氏

⑮

前
室
田
ノ
通
リ
相
違
無
之
万
一
本
人
ニ
於
テ
其
義
務
ヲ
尽
サ
サ
ル
ト

キ
ハ
保
証
人
ニ
於
テ
一
切
引
受
ケ
処
理
可
仕
玄
ニ
連
署
ノ
上
保
証

名

致
候
也年

月

日
原

籍
現
住
所

職
業
本
人
ト
ノ
関
係

保

証

人

氏

京
都
市
何
区
何
通
何
町
何
番
地

職
業
本
人
ト
ノ
関
係

保

証

人

氏

京
都
帝
国
大
学
医
学
部
附
属
医
院
長
何
某
殿

名

⑮ 

名

⑮ 

産

婆

科

第
二
十
三
条
修
業
年
限
ヲ
二
ヶ
年
ト
シ
第
一
学
年
ニ
於
テ

ハ
学
科

ヲ
教
授
シ
兼
テ
実
習
ヲ
課
シ
第
二
学
年
ニ
於
テ
ハ
主
ト
シ
テ
実
習

ヲ
課
ス

第
二
十
四
条

一
修

一
解

学
科
目
左
ノ
知
シ

身

剖

学
理

学

一
細
菌
学
及
消
毒
法

一

看

護

学

生
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法令・規則

一
正
規
妊
娠
、
分
娩
、
産
祷
及
其
取
扱
法

一
異
常
妊
娠
、
分
娩
、
産
祷
及
英
取
扱
法

一
初
生
児
取
扱
法
及
初
生
児
疾
病
看
護
法

一
模
型
演
習

一
実

地

演

習

一
産
婆
学
臨
床
講
義

一
婦
人
科
疾
病
一
般
取
扱
法

一
産
婆
心
得

前
項
ノ
外
課
外
ト
シ
テ
一
科
目
若
ク
ハ
数
科
目
ヲ
教
授
ス
ル
コ
ト

ア
ル
へ
シ

第
二
十
五
条
第
二
学
年
ニ
於
ケ
ル
実
習
ハ
専
ラ
婦
人
科
産
科
ニ
配

属
シ
テ
産
婆
ノ
職
務
ヲ
実
地
練
習
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
十
六
条
生
徒
ヲ
別
チ
テ
第
一
部
第
二
部
ノ
二
種
ト
シ
第
一
部

生

ハ
一
般
ヨ
リ
第
二
部
生
ハ
本
院
看
護
婦
中
ヨ
リ
募
集
ス

但
第
二
部
生
ハ
修
業
中
看
護
婦
ヲ
退
職
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
七
条
第
一
部
生
ハ
毎
年
四
月
第
二
部
生
ハ
毎
年
四
月
及
十

月
ニ
入
学
セ
シ
ム
但
入
学
ヲ
許
可
ス
ヘ
キ
人
員
ハ
四
月
二
於
テ
ハ

第
一
部
約
二
十
名
第
二
部
約
十
名
十
月
ニ
於
テ
ハ
約
十
名
ト
ス

第
二
十
八
条
生
徒
ハ
左
記
各
号
三
該
当
ス
ル
女
子
ニ
限
ル

一
品
行
方
正
ナ
ル
コ
ト

一
身
体
健
全
ナ
ル
コ
ト

第 l編

一
高
等
小
学
校
卒
業
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

一
年
齢
満
十
八
年
以
上
ナ
ル
コ
ト

一
家
事
ニ
係
累
ナ
キ
コ
ト

第
二
十
九
条
第
一
部
入
学
志
願
者
ハ
体
格
検
査
ヲ
行
ヒ
尚
左
ノ
科

目
ニ
就
キ
高
等
小
学
校
卒
業
程
度
ニ
依
リ
入
学
試
験
ヲ
行
フ

一
議

読

一

作

文

一

書

取

一

算

術

一
応
接
試
問

第
三
十
条

896 

第
二
部
入
学
志
願
者
ハ
体
格
検
査
並
入
学
試
験
ヲ
行
ハ

ス但
入
学
志
願
者
数
其
ノ
入
学
セ
シ
ム
ヘ
キ
定
員
ヲ
超
過
シ
タ
ル
ト

キ
ハ
別
ニ
定
ム
ル
方
法
ニ
ヨ
リ
選
抜
シ
テ
入
学
ヲ
許
可
ス

第
三
十
一
条
第
一
部
入
学
志
願
者
ハ
書
式
第
一
号
ノ
入
学
願
書
ニ

履
歴
書
、
戸
籍
謄
本
、
最
近
撮
影
ノ
写
真
、
受
験
料
金
参
円
ヲ
相

添
へ
本
院
ニ
差
出
ス
へ

シ

但
既
納
ノ
受
験
料
ハ
如
何
ナ
ル
事
情
ア
ル
モ
之
ヲ
還
付
セ
ス

第
二
部
入
学
志
願
者
ハ
書
式
第
二
号
ノ
入
学
願
書
ヲ
本
院
ニ
差
出

ス
へ

シ

第
三
十
二
条

入
学
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ハ
書
式
第
三
号
ノ
在
学
証



併設学校等

書
ヲ
本
院
ニ
差
出
ス
へ
シ
但
保
証
人
ノ
内
一
人
ハ
京
都
市
内
ニ
居

住
シ
一
家
計
ヲ
立
ツ
ル
身
元
確
実
ナ
ル
成
年
男
子
ニ
限
ル

第
三
十
三
条
生
徒
ハ
総
テ
本
院
内
ニ
寄
宿
セ
シ
ム

第
三
十
四
条
第
一
部
生
ニ
ハ
総
テ
制
服
制
帽
ヲ
貸
与
シ
第
二
学
年

ニ
於
テ
ハ
食
料
ヲ
給
ス

第
三
十
五
条
第
一
部
生
ヨ
リ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス

授
業
料
ハ
一
ヶ
年
金
拾
五
円
ト
シ
四
月
、
九
月
、
一
月
ノ
三
回
ニ

別
チ
毎
回
金
五
円
ヲ
前
納
ス
へ
シ
但
既
納
ノ
授
業
料
ハ
知
何
ナ
ル

事
情
ア
ル
モ
コ
レ
ヲ
還
付
セ
ス

第
三
十
六
条
試
問
ヲ
別
チ
テ
前
期
及
後
期
ト
シ
前
期
試
問
ハ
各
学

科
目
毎
ニ
講
義
ノ
終
ニ
於
テ
之
ヲ
行
ヒ
第
一
学
年
ノ
終
ニ
其
成
績

ヲ
定
メ
及
第
シ
タ
ル
者
ハ
進
級
セ
シ
ム
後
期
試
問
ハ
第
二
学
年
ノ

終
ニ
於
テ
行
ヒ
及
第
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
卒
業
証
書
ヲ
授
与
ス
但
欠
席

多
キ
科
目
ニ
就
テ
ハ
試
問
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
十
七
条
試
問
ノ
成
績
ハ
各
科
目
百
点
ヲ
以
テ
満
点
ト
シ
一
科

目
四
十
点
以
上
平
均
六
十
点
以
上
ヲ
以
テ
及
第
ト
ス

第
三
十
八
条
生
徒
ハ
総
テ
本
院
ノ
規
則
ヲ
遵
守
シ
上
長
ノ
指
揮
命

令
ニ
従
フ
ヘ
シ

第
三
十
九
条
生
徒
ニ
シ
テ
不
都
合
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
者
ハ
事
ノ
軽

重
ニ
依
リ
謎
賞
又
ハ
停
学
ニ
処
シ
若
ク
ハ
退
学
ヲ
命
ス

第
四
十
条
生
徒
ニ
シ
テ
成
業
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
者
ハ
退
学

第 15-=

ヲ
命
ス

第
四
十
一
条
生
徒
ニ
シ
テ
第
一
、
第
二
、
両
学
年
中
各
所
定
ノ
授

業
時
数
各
三
分
ノ
一
以
上
欠
席
シ
タ
ル
者
ハ
退
学
ヲ
命
ス
ル
コ
ト

ア
ル
へ

シ

第
四
十
二
条
生
徒
不
得
止
事
情
ノ
為
メ
退
学
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ

保
証
人
二
名
連
署
ノ
上
願
出
テ
許
可
ヲ
受
ク
へ
シ

第
四
十
三
条
生
徒
ニ
シ
テ
中
途
退
学
ヲ
為
ス
者
若
ク
ハ
退
学
ヲ
命

セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
在
学
中
支
給
シ
タ
ル
食
費
並
被
服
料
ヲ
償
還
セ

シ
ム
但
情
状
ニ
ヨ
リ
茸
二
部
又
ハ
全
部
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ

ン

書
式
第
一
号学

入

願
原

籍
現
住
所

何
某
幾
女
姉
妹
戸
主
等氏

名

生

年

月

日

私
儀
貴
院
看
護
婦
、
産
婆
養
成
所
産
婆
科
第
一
部
ニ
入
学
志
願
ニ

付
試
験
ノ
上
御
許
可
相
成
度
履
歴
書
、
戸
籍
謄
本
及
受
験
料
金
参

円
相
添
へ
此
段
相
願
候
也
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法令・規則

年

私
儀
今
般
貴
院
看
護
婦
、
産
婆
養
成
所
産
婆
科
第
一
部
(
第
二
部
)

ニ
入
学
御
許
可
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
御
規
則
並
御
命
令
堅
ク
遵
守
可

仕
依
テ
証
書
差
出
候
也

年

月

日

右

名

⑫ 

氏

京
都
帝
国
大
学
医
学
部
附
属
医
院
長
何
某
殿

日

書
式
第
二
号

入

学

願

私
儀
貴
院
看
護
婦
、
産
婆
養
成
所
産
婆
科
第
二
部
ニ
入
学
志
願
ニ

付
御
許
可
相
成
度
此
段
相
願
候
也

年

第 1編

氏

⑫

前
書
ノ
通
リ
相
違
無
之
万
一
本
人
ニ
於
テ
其
義
務
ヲ
尽
サ
サ
ル
ト

キ
ハ
保
証
人
ニ
於
テ
一
一
切
引
受
ケ
処
理
可
仕
葱
ニ
連
署
ノ
上
保
証

致
候
也年

月

右

月

日

月

日

右

原

籍
現
住
所

職
業
本
人
ト
ノ
関
係

保

証

人

氏

京
都
市
何
区
何
通
何
町
何
番
地

職
業
本
人
ト
ノ
関
係

保

証

人

氏

京
都
帝
国
大
学
医
学
部
附
属
医
院
長
何
某
殿

氏

⑮ 

京
都
帝
国
大
学
医
学
部
附
属
医
院
長
何
某
殿

名

ロ書
式
第
三
号在

学

証

書
原

籍

現
住
所

何
某
幾
女
姉
妹
戸
主
等

氏

名

生

年

月

日

問t

四
月

看
護
婦
科
一
一
限
リ
大
正
十
年
十
月
迄
ニ
入
学
シ
タ
ル
者
ノ
修
業
年
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名
名

⑫ 

名

⑫ 



限
ハ
仰
従
前
ノ
規
則
ニ
依
ル

改
正

大
一
三
・
三
・
一

O
達
示
六
号
、
昭
一
四
・
二
・

一
八
達
一不
二
号
、
一

二
・
一
九
達
示
一
八
号
、
昭
一
六
・
七
・
二
九
達
一
不
九
号
、
昭
一
八
・

八
・
一
八
途
一
不
五
号
、
昭
一
九
・
四
・
一
達
示
一
一
号

四

東
京
帝
国
大
学
官
制
外
二
十
一
勅
令
一
部
改
正
〔
看
護
婦
養
成

施

設

設

置

〕

[

一

]

勅
令
第
三
七
二
号

一
九
四
五
(
昭
和
二

O
)
年
六
月
一
五
日
(
官
報
六
月
一
六
日
)

第
十
条

〔
本
文
は
三

O
O頁
参
照
〕

五

医

学

部

附

属

医

院

厚

生

女

学

部

学

則

[

ご

ニ

]

一
九
四
六
(
昭
和
二
二
年
五
月
一
七
日

併設学校等

京
都
帝
国
大
学
医
学
部
附
属
医
院
厚
生
女
学
部
学
則

第

一

章

総

則

第
一
条
京
都
帝
国
大
学
医
学
部
附
属
医
院
厚
生
女
学
部
ハ
医
術
補

助
員
ニ
須
要
ナ
ル
学
術
技
能
ヲ
習
得
セ
シ
メ
且
女
子
ニ
須
要
ナ
ル

高
等
普
通
教
育
ヲ
施
シ
国
民
ノ
錬
成
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
二
条
本
校
ノ
修
業
年
限
ハ
二
年
ト
ス

第 15章

第 第
期前二一五第第第学四
ノ項、、条三二 一 年 条
始各皇祝 学学学ハ

教 期号后日授期期期之学 本
科及ノ陛及業 ヲ 年 校
及第終外下祭ヲ自白自分ハ第ノ
修三期主御日行一九四チ四二生
練章等事誕 ハ月 月月テ月章徒
謀 ニニ辰 ザ一 一一左一 定
程教於於日 ル日日日ノ日学員
並科テテ 日 三二年ハ
ニ及教必 左至至至学始学三
毎修授要 ノ 十 期リ期百
週練ヲト 知三二八ト翌及四
教課行認 シ月月月ス年休十
授程ハム 舟升十;ff十 三日人
時並ザル 一一一月 ト
数ニル場 日日日 対十 ス
ハ毎コ合 一字

左週ト日 ニヱ
表教ア限 終
ノ 授ル 日 ル
如時べ並
シ数シニ

学

第

条

第
六
条

899 



教
科
及
修
練
課
程
並
ニ
毎
週
授
業
時
数

法令・規則

伝衛ー解 専 外 + ヱ三玉 体 { 家 理 国 普 学

染生般看剖及 国
自E 錬 政 数 民 科

病 護法 生 門 語 通
学学理 手ヰ 事ヰ 手時 手ヰ 手ヰ 手ヰ 目

寄細
学 ，...-̂--. r--^-ー~ ~ーー一、

生虫学菌
学 工図書 音 武 体 被 保 育 家 生 物 数 地歴国修 学

学ヲ 事ヰ 作画 道楽道操服健児政物象学理史語身 科ヲ 合
合 ム
ム)

日 目) 

学

年

第

期学
第

九 二二二四二 四一一一
第

期学
九 一 二二二四二 四 学

第
年

学期
九 一 二 二 二四二 四一

第

期学 第
三二二四二 ，、，、

第

期学一 三 二 二四二 ，、 主寸主d与L ノ、

第
年

学
~ 一 三 二 二四二 -ノL、期，、

900 
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メ日入 修

書眼精婦進耳鼻皮小喜機械締外科病忠喜護法 科病内忠 一般教急処 消食調練
及 病科病神病者患人鴫科膚科児 帯 看護 毒餌弗j

言十 実 怠怠科喉泌病 置
習 者者 病科尿患取 学 者法法法法法

看看看患病器者官扱 看富僚介補
護護法護者者看怠科 法 護法
法 法看 病者怠護法

護法法議 及
及看育
妊 護法法児
産
婦
看

護法

ノ、

ノ、

ノ、

四ノ、

四 五 一 五ノ、

四ノ、 一 一

併設学校等

備

考一
、
芸
能
科
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
教
科
及
科
目
ハ
課
程
外
ト
シ
テ
之

ヲ
課
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

二
、
課
程
外
ニ
於
テ
修
練
及
実
習
ヲ
課
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

三
、
実
習
ハ
教
室
又
ハ
病
舎
及
手
術
場
ニ
於
テ
将
来
看
護
婦
タ
ル

ノ
勤
務
ヲ
実
習
シ
又
ハ
患
者
ニ
附
添
ヒ
看
護
ヲ
実
習
セ
シ
ム

ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
条
生
徒
ノ
学
業
成
績
ハ
学
期
試
験
学
年
試
験
及
卒
業
試
験
ニ

分
チ
之
ヲ
考
査
ス

第
八
条
学
業
成
績
ノ
考
査
ハ
教
科
修
練
及
実
習
並
ニ
平
素
ノ
勤
怠

等
ニ
付
之
ヲ
行
フ

第
九
条
第
一
学
年
ニ
於
テ
所
定
ノ
教
科
及
修
練
課
程
ヲ
履
修
シ
タ

ル
者
ハ
之
ヲ
進
級
セ
シ
ム

第
十
条
本
校
所
定
ノ
全
学
年
ノ
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
卒
業

901 
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第
四
章

成
績
考
査
課
程
修
了
及
卒
業



法令・規則

証
書
ヲ
授
与
ス第

五
章
入
学
休
学
退
学
褒
賞
及
懲
戒

第
十
一
条
生
徒
ヲ
入
学
セ
シ
ム
ベ
キ
時
期
ハ
学
年
ノ
始
ヨ
リ
三
十

日
以
内
ト
ス
但
シ
欠
員
ア
ル
場
合
ニ
限
リ
第
二
学
期
ノ
始
ニ
於
テ

入
学
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
十
二
条
第
一
学
年
ニ
入
学
ヲ
志
願
シ
得
ル
者
ハ
国
民
学
校
高
等

科
修
了
者
若
ハ
高
等
女
学
校
第
二
学
年
ノ
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル
者

又
ハ
之
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ア
リ
ト
認
メ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
左

ノ
各
号
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
身
体
強
健
ナ
ル
コ
ト

二
、
品
行
方
正
ナ
ル
コ
ト

三
、
年
齢
満
十
四
年
以
上
二
十
五
年
未
満
ナ
ル
コ
ト

四
、
配
偶
者
ナ
ク
且
家
事
ニ
係
累
ナ
キ
コ
ト

第
十
三
条
入
学
志
願
者
ニ
対
シ
テ
ハ
国
民
学
校
高
等
科
修
了
程
度

ニ
依
ル
学
力
考
査
人
物
考
査
並
ニ
身
体
検
査
ヲ
行
ヒ
出
身
学
校
長

ノ
内
申
書
ヲ
較
量
シ
其
ノ
許
否
ヲ
決
ス

第
十
四
条
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
ニ
限
リ
第
二
学
年
ニ
入
学
ヲ
許

可
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ
、
第
二
学
年
ニ
入
学
ヲ
許
可
ス
ペ
キ
者
ハ

第
十
二
条
所
定
ノ
資
格
ヲ
有
シ
且
前
学
年
ノ
課
程
ヲ
修
了
シ
タ
ル

者
ト
同
等
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
シ
テ
当
該
学
年
ノ
程
度
ニ
於
テ

行
フ
検
定
ニ
合
格
シ
タ
ル
者
ト
ス

第 1編

第
十
五
条
退
学
シ
タ
ル
者
退
学
シ
タ
ル
ト
キ
ヨ
リ
一
年
以
内
ニ
再

入
学
ヲ
志
願
ス
ル
ト
キ
ハ
鐙
衡
ノ
上
原
学
年
以
下
ニ
入
学
ヲ
許
可

ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
十
六
条
入
学
志
願
者
ハ
書
式
第
一
号
ノ
入
学
願
書
ニ
履
歴
書
並

ニ
出
身
国
民
学
校
長
ノ
内
申
書
ヲ
添
へ
出
身
学
校
経
由
ノ
上
主
事

902 

ニ
差
出
ス
ベ
シ

第
十
七
条

入
学
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
保
証
人
ヲ
定
メ
入
学
後

十
日
以
内
ニ
書
式
第
二
号
ノ
誓
書
ニ
戸
籍
抄
本
ヲ
添
へ
主
事
ニ
差

出
ス
ベ
シ

前
項
ノ
期
間
内
ニ
子
続
ヲ
為
サ
ザ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
入
学
許
可
ヲ

取
消
ス
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
十
八
条
保
証
人
ハ
二
人
ト
シ
一
人
ハ
父
兄
又
ハ
後
見
人
他
ノ
一

人
ハ
京
都
市
内
若
ハ
其
ノ
隣
接
地
域
内
ニ
居
住
シ
一
家
計
ヲ
樹
ツ

ル
身
元
確
実
ナ
ル
者
ニ
シ
テ
生
徒
ノ
身
上
ニ
係
ル
一
切
ノ
事
項
ニ

付
其
ノ
責
ニ
任
ズ
ペ
キ
モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
十
九
条
本
人
及
保
証
人
ノ
身
分
上
ノ
異
動
又
ハ
住
所
一
一
変
更
ア

リ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
届
出
ヅ
ベ
シ

第
二
十
条
生
徒
疾
病
其
ノ
他
巳
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ニ
依
リ
欠
席
セ

ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
理
由
ヲ
具
シ
届
出
ヅ
ベ
シ

疾
病
ノ
為
欠
席
七
日
以
上
二
亘
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
届
書
ニ
医
師
ノ

診
断
書
ヲ
添
付
ス
ベ
シ



併設学校等

第
二
十
一
条
生
徒
ハ
主
事
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
ザ
レ
パ
他
ノ
学

校
ニ
入
学
ヲ
志
願
シ
又
ハ
各
種
ノ
試
験
ニ
応
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
二
十
二
条
疾
病
其
ノ
他
己
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ニ
依
リ
三
月
以
上

修
学
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
ハ
医
師
ノ
診
断
書
又
ハ
其
ノ
事
由
ヲ

証
ス
ル
書
面
ヲ
添
へ
保
証
人
連
署
ノ
上
願
出
デ
主
事
ノ
許
可
ヲ
得

テ
一
年
以
内
休
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
其
ノ
事
情
尚
継
続
ス
ル
場

合
ニ
限
リ
主
事
ノ
許
可
ヲ
得
テ
更
一
二
年
以
内
休
学
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
第
二
十
三
条
主
事
ハ
特
別
ノ
必
要
ア
リ
ト
認
メ
タ
ル
者
ニ
ハ
休
学

ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ア
ル

ベ
シ

第
二
十
四
条
休
学
ノ
事
由
止
ミ
タ
ル
ト
キ
ハ
詮
議
ノ
上
原
学
年
以

下
ニ
復
学
セ
シ
ム

第
二
十
五
条
疾
病
其
ノ
他
己
ム
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ニ
依
リ
退
学
セ

ン

ト
ス
ル
者
ハ
其
ノ
事
由
ヲ
詳
記
シ
保
証
人
連
署
ヲ
以
テ
願
出
デ
主

事
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ペ
シ

第
二
十
六
条
主
事
ハ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ニ
ハ
総
長
ノ

許
可
ヲ
得
テ
退
学
ヲ
命
ズ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ

シ

一
、
性
行
不
良
ニ

シ
テ
改
善
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル
者

て
疾
病
又
ハ
学
力
劣
等
ニ

シ
テ
成
業
ノ
見
込
ナ
シ
ト
認
メ
タ
ル

者
て
引
続
キ
一
年
以
上
欠
席
シ
タ
ル
者

第 15章

一
、
正
当
ノ
事
由
ナ
ク
シ
テ
引
絞
キ
一
月
以
上
欠
席
シ
タ
ル
者
及

出
席
常
ナ
ラ
ザ
ル
者

第
二
十
七
条
操
行
学
業
主
(
ニ
優
秀
ナ
ル
者
其
ノ
他
特
殊
ノ
善
行
ア

リ
テ
他
ノ
模
範
ト
ナ
ル
ベ
キ
者
ハ
主
事
ニ
於
テ
之
ヲ
褒
賞
ス
ル
コ

ト
ア
ル
ベ
シ

第
二
十
八
条
生
徒
ニ

シ
テ
本
校
諸
規
則
、
命
令
若

ハ
訓
育
趣
旨
ニ

違
背
シ
又
ハ
生
徒
ノ
本
分
ニ
惇
ル
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
軽

重
ニ
従
ヒ
主
事
之
ヲ
懲
戒
ス

懲
戒
ハ

之
ヲ
分
チ
テ
謎
責
謹
慎
及
停
学
ト
ス

〔
マ
守
】

第
二
十
九
号
生
徒
ニ

シ
テ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
授
業

費
及
在
学
中
支
給
シ
タ
ル
学
資
ノ
償
還
ヲ
命
ズ

但
シ
情
状
ニ
依
リ
其
ノ
一
部
又
ハ
全
部
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ア
ル

ベ

ン一
、
中
途
退
学
為
シ
タ
ル
者

一
、
退
学
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
タ
ル
者

て
卒
業
後
義
務
期
間
中
指
定
シ
タ
ル
職
務
ニ
従
事
セ
ザ
ル
者
若

ハ
免
職
セ
ラ
レ
タ
ル
者

【

?

守

〕

第

七

章

授

業

料
入
学
料
学
資
及
義
務

第
三
十
条
授
業
料
及
入
学
料
ハ

之
ヲ
徴
収
セ
ズ

第
三
十
一
条
生
徒
ニ
ハ
学
資
ト
シ
テ
月
額
金
二
十
五
円
ヲ
給
与
ス

但
シ
支
給
当
初
ノ
月
ハ
支
払
期
日
決
定
ノ
日
ヨ
リ
又
退
学
及
卒
業
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法令・規則

ノ
月
ハ
退
学
卒
業
ノ
日
マ
デ
日
割
ヲ
以
テ
支
給
ス

欠
席
引
続
キ
三
月
以
上
ニ
及
ブ
ト
キ
ハ
其
ノ
期
間
中
学
資
ノ
給
与

ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ペ
シ

第
三
十
二
条
学
資
ハ
当
月
分
ヲ
翌
月
十
五
日
迄
ニ
之
ヲ
支
給
ス

第
三
十
三
条
生
徒
ハ
卒
業
ノ
日
ヨ
リ
二
年
間
京
都
帝
国
大
学
医
学

部
附
属
医
院
ニ
勤
務
ス
ル
義
務
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
八
章
寄
宿
舎

第
三
十
四
条
生
徒
ハ
寄
宿
舎
ニ
収
容
セ
シ
ム

寄
宿
舎
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
主
事
別
ニ
之
ヲ
定
ム

第
九
章
制
服
生
徒
心
得

生
徒
ノ
制
服
及
生
徒
心
得
ハ
主
事
ノ
定
ム
ル
ト
コ
ロ

第 l編

第
三
十
五
条

ニ
依
ル附

則

本
則
ハ
昭
和
二
十
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

昭
和
二
十
年
四
月
入
学
ノ
生
徒
ハ
本
厚
生
女
学
部
ニ
編
入
ス

改
正

昭
二
二
・
三
・
七
達
一
不
七
号
、
昭
二
二
・
八
・
一
達
一
不
二
二
号

ー』
J、

国
立
学
校
設
置
法
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
看
護
婦
養
成
施
設
を
看
護

学

校

に

改

組

〕

[

一

]

法
律
第
八
四
号

一
九
五
一
(
昭
和
二
六
)
年
三
月
三
一
日

904 

国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
学
部
附
属
の
学
校
又
は
教
育
研
究
施
設
)

第
五
条
国
立
大
学
の
学
部
に
、
左
表
の
通
り
、
附
属
の
学
校
、
教

育
施
設
又
は
研
究
施
設
を
置
く
。

大都学京
大学

σ3 

名称、

農
学部医

理 学

学部 学部
部

場農 病
施究 i臨毎院
設実 校主4主ιh 

j寅 看 験

林習 護A校ィl!:
所

、

教施育臨

湖実 設
験 又
所

研施勿Yはf'E 火
山
温 設

泉研

〔
京
大
関
係
の
み
〕

〔
中
略
〕

1 

ロH
R

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕



七

医
学
部
附
属
看
護
学
校
学
則

[
六
]

達
示
第
三
号

一
九
五
二
(
昭
和
二
七
)
年
三
月
二
五
日

京
都
大
学
医
学
部
附
属
看
護
学
校
学
則

第

一

章

総

則

第
一
条
京
都
大
学
医
学
部
附
属
看
護
学
校
は
、
看
護
婦
及
ぴ
助
産

婦
と
な
る
の
に
、
須
要
な
学
術
技
能
に
関
す
る
教
育
を
施
し
、
か

っ
、
人
格
の
陶
冶
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
本
校
は
、
医
学
部
附
属
病
院
内
に
置
き
、
看
護
科
、
助
産

科
の
二
科
を
設
け
る
。

第
三
条
校
長
に
は
、
医
学
部
教
授
を
、
科
長
に
は
、
医
学
部
教
授

又
は
助
教
授
を
あ
て
る
。

第
四
条
看
護
科
の
修
業
年
限
は
三
年
、
定
員
を
百
五
十
人
と
す
る
。

助
産
科
の
修
業
年
限
は
一
年
、
定
員
は
二
十
人
と
す
る
。

第

二

章

学

年

学

期

休

業

日

学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終

併設学校等

第
五
条

る。

第 15主主

第
六
条

前
期

後
期

第
七
条

学
期
は
、
左
の
二
期
と
す
る
。

四
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

休
業
日
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一
、
日
曜
日

二
、
国
民
の
祝
日

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十

三
、
京
都
大
学
創
立
記
念
日

四
、
夏
期
休
業
日

八
号

六
月
十
八
日

七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま

で
の
聞
に
お
い
て
三
週
間
、
た
ず

し
、
助
産
科
に
つ
い
て
は
一
週

閑

五
、
医
学
部
解
剖
体
祭
日

六
、
冬
期
休
業
日

十
月
十
日

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一

月
七
日
ま
で
の
聞
に
お
い
て
一

週
間

前
項
各
号
の
外
、
本
校
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
臨
時
に
授

業
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

3

休
業
日
で
あ
っ
て
も
実
習
に
つ
か
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

第

三

章

入

学

第
八
条
入
学
は
、
学
年
の
初
め
と
す
る
。

第
九
条
看
護
科
の
入
学
資
格
を
有
す
る
者
は
、
左
の
各
号
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

一
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
監
督
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者

2 
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法令・規制

二
、
年
令
満
二
十
年
ま
で
の
独
身
の
女
子

助
産
科
の
入
学
資
格
を
有
す
る
者
は
、
左
の
各
号
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。

一
、
指
定
を
受
け
た
看
護
学
校
、
看
護
婦
養
成
所
を
卒
業
し
た
者

又
は
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
准
看
護
婦
で
指
定
を
受
け
た

看
護
学
校
、
看
護
婦
養
成
所
で
二
年
以
上
修
業
し
た
者
、
あ
る

い
は
、
旧
規
則
に
よ
る
看
護
婦
で
厚
生
大
臣
の
免
許
を
受
け
た

者
二
、
年
令
満
二
十
五
年
ま
で
の
女
子
で
家
事
に
か
か
わ
り
の
な
い

2 

第 l編

者

第
十
条
入
学
志
願
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
願
書
に
左
記
各
号

に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
差
し
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

看
護
科

て
最
後
に
在
学
し
た
学
校
の
報
告
書
(
調
査
表
)

二
、
戸
籍
抄
本

三
、
写
真
(
出
願
前
六
月
以
内
の
も
の
}

助
産
科

一
、
看
護
学
校
、
看
護
婦
養
成
所
の
卒
業
証
明
書
又
は
修
業
証
明

書
、
あ
る
い
は
看
護
婦
免
許
証
の
写

二
、
戸
籍
抄
本

三
、
写
真
(
出
願
前
六
月
以
内
の
も
の
)

第
十
一
条
看
護
科
の
入
学
志
願
者
に
対
し
て
は
、
高
等
学
校
卒
業

程
度
に
よ
る
学
力
試
験
及
び
人
物
考
査
並
び
に
身
体
検
査
を
行
い
、

{
?
?
}
 

出
身
学
校
長
の
報
告
書
を
参
考
と
し
て
合
格
者
を
決
定
す
る
。

2

助
産
科
の
入
学
志
願
者
に
対
し
て
は
、
学
力
試
験
、
人
物
考
査

並
ぴ
に
身
体
検
査
を
行
い
合
格
者
を
決
定
す
る
。

3

学
力
試
験
の
学
科
目
は
、
そ
の
都
度
定
め
る
。
た
だ
し
、
助
産

科
の
学
科
目
は
、
産
科
学
と
す
る
。

第
十
二
条
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
十
五
日
以
内
に
第
三
号
様

式
に
よ
る
誓
約
書
及
び
第
四
号
様
式
に
よ
る
宣
誓
書
を
差
し
出
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
手
続
を
し
な
い
者
は
、
入
学
を
取
り
消
す
e

第
四
章
教
科
課
程
及
ぴ
授
業
時
数

第
十
三
条
教
科
課
程
及
ぴ
授
業
時
数
は
、
別
表
の
通
り
と
す
る
。

第
五
章
退
学
及
ぴ
休
学

第
十
四
条
退
学
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
証
人
連
署
を
も
っ
て

事
由
を
申
し
出
で
退
学
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

病
気
に
よ
る
場
合
に
は
、
医
師
の
診
断
書
を
添
、
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

〔
?
?
〕

第
十
五
条
看
護
科
第
一
学
年
の
前
期
を
観
察
の
期
間
と
し
。
看
護

教
育
に
通
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
退
学
を
命
ず
る
。
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第
十
六
条
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
退
学
を

命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一
、
疾
病
又
は
学
カ
技
能
劣
等
で
成
業
の
見
込
の
な
い
者

一
一
、
一
年
以
上
欠
席
を
し
た
者

三
、
正
当
の
理
由
が
な
く
一
月
以
上
欠
席
を
し
た
者
又
は
出
席
常

併設学校等

な
ら
な
い
者

第
十
七
条
病
気
又
は
巳
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
欠
席
が
長
期
に

及
ぶ
と
き
は
、
保
証
人
連
暑
を
も
っ
て
休
学
を
願
い
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
病
気
に
よ
る
場
合
に
は
、
医
師
の
診
断
書

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

休
学
の
期
間
は
、
欠
席
の
期
間
を
通
じ
一
年
以
内
に
限
る
。
休

学
の
期
聞
は
、
在
学
年
に
算
入
し
な
い
。

3

休
学
の
期
間
中
に
お
い
て
復
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
由
を

申
し
出
で
復
学
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

第
六
章
進
級
及
ぴ
卒
業

第
十
九
条
所
定
の
科
目
を
履
修
し
、
所
定
の
成
績
を
得
た
者
は
、

教
官
会
議
の
認
定
に
よ
り
進
級
ま
た
は
卒
業
を
さ
せ
る
。

2
卒
業
を
認
定
さ
れ
た
者
に
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
卒
業
証
書

を
授
与
す
る
。

第 15章

第
二
十
条
前
条
第
一
項
に
よ
り
進
級
を
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
者
に

対
し
て
は
、
仮
進
級
を
認
定
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

仮
進
級
者
に
対
し
て
は
、
学
年
の
成
績
の
ほ
か
特
定
科
目
に
つ

き
行
う
再
試
験
の
成
績
に
よ
り
進
級
を
認
定
す
る
。

第
二
十
一
条
看
護
科
に
つ
い
て
は
、
授
業
日
数
の
三
分
の
一
以
上

欠
席
を
し
た
者
、
助
産
科
に
つ
い
て
は
、
学
説
時
間
の
五
分
の
一

以
上
欠
席
し
た
者
は
進
級
ま
た
は
卒
業
を
さ
せ
な
い
。

第
七
章
ほ
う
賞
及
ぴ
懲
戒

第
二
十
二
条
学
生
の
模
範
と
な
る
べ
き
者
は
、
表
彰
す
る
。

第
二
十
三
条
本
校
の
規
則
及
び
命
令
に
違
背
し
、
又
は
学
生
の
本

分
を
守
ら
な
い
者
は
、
懲
戒
す
る
。
懲
戒
は
、
訓
戒
、
謹
慎
、
停

学
及
ぴ
放
学
と
す
る
。

2

停
学
の
期
間
が
三
月
以
上
に
及
ぶ
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、
在

学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
二
十
四
条
ほ
う
賞
及
ぴ
懲
戒
の
細
則
は
、
別
に
定
め
る
。

第

八

章

保

証

人

第
二
十
五
条
保
証
人
は
、
学
生
の
親
権
者
又
は
後
見
人
と
す
る
。

2

成
年
に
達
し
た
学
生
は
、
独
立
の
生
計
を
営
む
身
元
確
実
な
者

を
保
証
人
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
六
条
保
証
人
は
、
本
校
の
教
育
に
協
力
し
、
学
生
に
関
す

る
一
切
の
責
任
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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法令・規則

第
九
章
学
資
の
支
給

第
二
十
七
条
学
生
に
は
、
看
護
学
校
学
生
学
資
等
支
給
規
程
に
よ

っ
て
学
資
を
支
給
す
る
。

第
二
十
八
条
欠
席
が
引
き
つ
づ
き
三
月
以
上
に
及
ぶ
者
又
は
休
学

中
の
者
並
ぴ
に
停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
期
間

中
学
資
の
支
給
を
停
止
す
る
。
た
だ
し
、
結
核
療
養
中
の
者
に
は
、

引
き
つ
づ
き
一
年
間
学
資
金
を
支
給
す
る
。

第
二
十
九
条
自
己
の
便
宜
に
よ
り
退
学
を
し
た
者
は
、
既
に
支
給

を
受
け
た
学
資
金
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
事
情
に
よ
っ
て
は
一
部
又
は
全
部
の
返
還
を
免
除
す
る

こ
と
が
あ
る
。

第 1編

第
十
意

寄

宿

舎

第
三
十
条
学
生
は
、
寄
宿
舎
に
収
容
す
る
。

2

寄
宿
舎
規
則
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
助
産
科

に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〔
注
〕
一
九
五
四
・
五
・
二
五
達
一不
第
八
号
で
廃
止
。

i¥ 

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
助
産
婦
学
校
設

[

一

]

文
部
省
令
第
六
号

一
九
五
四
(
昭
和
二
九
)
年
三
月
三
一
日
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置

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
四
年
文
部
省
令
第
二
十

三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
三
の
次
に
次
の
表
を
加
え
る
。

別
表
第
四都大学原、 称2里大学| 

農
A部ザ医MムL 

理

常都告jt:損大r7) 学部 A部すU一与

農
病院 施究臨

場
設海実 教施育欄の中 I 

林i習寅
、験

震観地 所臨
設又部学

はに

助産
調所11験i実胡 研施究属附し

婦学校
所 設て

設
火 置
山 さ

温泉研
れ
る

〔
京
大
関
係
の
み
〕

附

闘
員

」
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



九

医
学
部
附
属
看
護
学
校
学
則

[
六
]

逮
示
第
八
号

一
九
五
四
(
昭
和
二
九
)
年
五
月
二
五
日

京
都
大
学
医
学
部
附
属
看
護
学
校
学
則

第

一

章

総

則

第
一
条
京
都
大
学
医
学
部
附
属
看
護
学
校
は
、
看
護
婦
と
な
る
に

須
要
な
学
術
技
能
に
関
す
る
教
育
を
施
し
、
か
っ
、
人
格
の
陶
冶

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
本
校
は
、
医
学
部
附
属
病
院
内
に
置
く
。

第
三
条
校
長
は
、
医
学
部
教
授
を
あ
て
る
。

第
四
条
修
学
年
限
は
三
年
と
し
、
定
員
は
百
五
十
人
と
す
る
。

第
二
章
学
年
、
学
期
、
休
業
日

第
五
条
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終

'hv

。

併設学校等

第
六
条

前
期

後
期

第
七
条

学
期
は
、
左
の
二
期
と
す
る
。

四
月
十
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

学
年
中
の
定
期
休
業
日
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

躍

日

日

第 15章

国
民
の
祝
日
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
)

京
都
大
学
創
立
記
念
日

六
月
十
八
日

四

夏
期
休
業
日

七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
聞
に

お
い
て
三
週
間

医
学
部
解
剖
体
祭
日
十
月
十
日

冬
期
休
業
日
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま

で
の
聞
に
お
い
て
一
週
間

前
項
各
号
の
ほ
か
、
本
校
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
臨
時
に

授
業
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

3

休
業
日
で
あ
っ
て
も
実
習
に
つ
か
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

第

三

章

入

学

第
八
条
入
学
は
、
学
年
の
初
め
一
回
と
す
る
。

第
九
条
本
校
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
左
の
各
号
に
該

当
す
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者
又
は
監
督
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者

二
年
令
満
二
十
一
年
ま
で
の
独
身
の
女
子

第
十
条
入
学
志
望
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
願
書
を
左
記
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
と
も
に
所
定
の
期
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば

介
。
《
り
介
。
ぃ
。

最
後
に
在
学
し
た
学
校
の
報
告
書
(
調
査
表
)

戸
籍
抄
本

写
真

六五
2 
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法令・規則

第
十
一
条
入
学
志
望
者
に
対
し
て
は
、
学
力
試
験
、
人
物
考
査
並

ぴ
に
身
体
検
査
を
行
い
、
出
身
学
校
長
の
報
告
書
を
参
酌
し
て
、

入
学
を
許
可
す
る
。

2

学
力
試
験
の
学
科
目
は
、
本
校
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
二
条
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
十
五
日
以
内
に
第
三
号
様

式
に
よ
る
誓
約
書
及
ぴ
第
四
号
様
式
に
よ
る
宣
誓
書
を
、
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
手
続
を
し
な
い
者
は
、
入
学
の
許
可
を
取
り
消
す
。

第
四
章
教
科
課
程
及
び
授
業
時
数

第
十
三
条
教
科
課
程
及
び
授
業
時
数
は
、
別
表
の
通
り
と
す
る
。

第
五
章
退
学
及
ぴ
休
学

第
十
四
条
退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
証
人
連
署
を
も
っ
て
、

事
由
を
申
し
出
で
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
一

晶子
年
の
前
期
を
観
察
の
期
間
と
し
、
看
護
教
育
に

通
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
退
学
を
命
ず
る
。

第
十
六
条
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
退
学
を

命
ず
る
。

第 l編

疾
病
、
学
力
技
能
劣
等
及
ぴ
そ
の
他
事
故
に
よ
り
成
業
の
見

込
の
な
い
者

二
正
当
の
理
由
が
な
く
引
き
つ
づ
き
一
月
以
上
欠
席
を
し
た
者

又
は
出
席
の
常
で
な
い
者

疾
病
そ
の
他
事
故
に
よ
り
一
月
以
上
修
学
を
中
止
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
保
証
人
連
署
を
も
っ
て
休
学
を
願
い
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2

休
学
は
、
欠
席
の
期
間
を
通
じ
、
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

な
L
。

3

休
学
期
間
内
に
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
届
け
出

で
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

休
学
期
間
は
、
修
学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
十
八
条
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
休
学
を
命
ず
る
。

第
六
章
進
級
及
ぴ
卒
業

第
十
九
条
所
定
の
期
間
在
学
し
て
所
定
の
科
目
を
履
修
し
、
所
定

の
成
績
を
得
た
者
は
、
教
官
会
議
の
認
定
に
よ
り
、
進
級
ま
た
は

卒
業
さ
せ
る
。

2

卒
業
を
認
定
さ
れ
た
者
に
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
卒
業
証
書

を
授
与
す
る
。

第
七
章
ほ
う
賞
及
ぴ
懲
戒

第
二

十

条

学

生
の
模
範
と
な
る
べ
き
者
は
、
表
彰
す
る
。

第
二
十
一
条
本
校
の
規
則
、
命
令
に
違
背
し
、
学
生
の
本
分
を
守

ら
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
懲
戒
す
る
。

第
二
十
二
条
懲
戒
の
種
類
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

第
十
七
条
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併設学校等

訓
戒

謹
慎

停
学

放
学

第
二
十
三
条
停
学
一
月
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、

修
学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
二
十
四
条
ほ
う
賞
及
ぴ
懲
戒
に
関
す
る
手
続
は
、
別
に
定
め
る
。

第

八

章

保

証

人

第
二
十
五
条
保
証
人
は
、
独
立
の
生
計
を
営
み
身
元
確
実
な
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

成
年
に
達
し
な
い
学
生
に
つ
い
て
は
、
親
権
者
、
又
は
後
見
人

が
連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
章
学
資
の
支
給

第
二
十
六
条
学
生
に
は
、
看
護
学
校
学
生
学
資
等
支
給
規
程
に
よ

っ
て
、
学
資
を
支
給
す
る
。

第
二
十
七
条
欠
席
が
、
引
き
つ
づ
き
一
月
以
上
に
及
ぶ
者
、
休
学

中
の
者
、
及
び
停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
期
間

中
学
資
の
支
給
を
停
止
す
る
。
但
し
、
結
核
療
養
中
の
者
に
は
、

そ
の
期
間
中
、
一
年
を
限
り
、
学
資
金
を
支
給
す
る
。

第
二
十
八
条
自
己
の
都
合
に
よ
り
退
学
し
た
者
は
、
既
に
支
給
を

受
け
た
学
資
金
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 15章

但
し
、
事
情
に
よ
り
そ
の
一
部
又
は
全
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ

と
が
あ
る
。

2

返
還
に
関
す
る
手
続
は
、
別
に
定
め
る
。

第

十

章

寄

宿

舎

第
二
十
九
条
学
生
は
、
寄
宿
舎
に
収
容
す
る
。

2

寄
宿
舎
規
則
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
三
月
二
十
五
日
達
示
第
三
号
制
定
の
京
都
大
学
医

学
部
附
属
看
護
学
校
学
則
は
、
廃
止
す
る
。

第
一
号
様
式
略

第
二
号
様
式

第
三
号
様
式

第
四
号
様
式

別

表

田各略国各略

注

昭
三
三
・
四
・
八
達
一
不
三
号
、
昭
三
五
・
一
・
一
九
達
示
二
号
、
昭
四

ニ
・
五
・
二
三
達
示
一

O
号
、
昭
四
三
・
四
・
二
ハ
達
示
五
号
、
昭
四

八
・
一

0
・
二
ハ
達
一
不
二
九
号
、
昭
四
九
・
三
・
三
O
達
一
不
一
五
号
、

昭
五
0
・
五
・
二
O
達
示
二
三
号
、
昭
五
一
・
五
・
一
一
達
示
二
二
号

一
九
七
七
・
四
・
一
九
達
示
第
二
七
号
で
廃
止
。

改
正
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。
医
学
部
附
属
助
産
婦
学
校
学
則

[
六
]

達
示
第
九
号

一
九
五
四
(
昭
和
二
九
)
年
五
月
二
五
日

法令・規制

京
都
大
学
医
学
部
附
属
助
産
婦
学
校
学
則

第

一

章

総

則

第
一
条
京
都
大
学
医
学
部
附
属
助
産
婦
学
校
は
、
助
産
婦
と
な
る

の
に
須
要
な
学
術
技
能
に
関
す
る
教
育
を
施
し
、
か
っ
、
人
格
の

陶
冶
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
本
校
は
、
医
学
部
附
属
病
院
内
に
置
く
。

第
三
条
校
長
は
、
医
学
部
教
授
を
あ
て
る
。

第
四
条
修
学
年
限
は
一
年
と
し
、
定
員
は
二
十
人
と
す
る
。

第
二
章
学
年
、
学
期
、
休
業
日

第
五
条
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に

終
る
。

第
六
条

品
別
期

後
期

第
七
条

第 1編

学
期
は
、
左
の
二
期
と
す
る
。

四
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

学
年
中
の
定
期
休
業
日
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

日

曜

日

国
民
の
祝
日
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
)

京
都
大
学
創
立
記
念
日
六
月
十
八
日

七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
聞
に

お
い
て
一
週
間

医
学
部
解
剖
体
祭
日
十
月
十
日

冬
季
休
業
日
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま

で
の
聞
に
お
い
て
一
週
間

前
項
各
号
の
ほ
か
、
本
校
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
臨
時
に

授
業
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

3

休
業
日
で
あ
っ
て
も
、
臨
床
の
実
習
に
つ
か
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

第

三

章

入

学

第
八
条
入
学
は
、
学
年
の
始
め
一
回
と
す
る
。

第
九
条
本
校
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
年
令
満
二
十
五

才
ま
で
の
女
子
で
あ
っ
て
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
資
格
を

有
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
者
に
つ
い
て

は
、
年
令
満
三
十
才
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
文
部
省
又
は
厚
生
省
の
指
定
を
受
け
た
看
護
学
校
、
看
護
婦

養
成
所
を
卒
業
し
た
者

二
免
許
取
得
後
三
年
以
上
そ
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
準
看
護

婦
又
は
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
準
看
護
婦
で
、
第
一
号
に

定
め
る
看
護
学
校
、
看
護
婦
養
成
所
に
お
い
て
二
年
以
上
修
業

四

夏
季
休
業
日

912 

五
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し
た
者

助
産
婦
規
則
及
ぴ
看
護
婦
規
則
に
よ
る
免
許
を
有
す
る
助
産



併設学校等

婦
並
び
に
看
護
婦

四
看
護
婦
国
家
試
験
を
受
験
す
る
資
格
を
有
す
る
者

第
十
粂
入
学
志
望
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
願
書
を
左
記
各
号

に
掲
げ
る
書
類
と
と
も
に
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
、
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
看
護
学
校
、
看
護
婦
養
成
所
の
卒
業
証
明
書
又
は
修
業
証
明

書
又
は
免
許
証
の
写

二
身
体
検
査
書

三

戸

籍

抄

本

四
写
真
(
出
願
前
六
月
以
内
の
も
の
)

第
十
一
条
入
学
志
望
者
に
対
し
て
は
、
学
力
試
験
、
人
物
考
査
、

並
ぴ
に
身
体
検
査
を
行
い
、
学
校
養
成
所
等
の
報
告
書
を
参
酌
し

て
、
入
学
を
許
可
す
る
。

2

学
力
試
験
の
学
科
目
は
、
本
校
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
二
条
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
十
五
日
以
内
に
、
第
三
号

様
式
に
よ
る
誓
約
書
及
ぴ
第
四
号
様
式
に
よ
る
宣
誓
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
手
続
を
し
な
い
者
は
、
入
学
の
許
可
を
取
消
す
。

第
四
章
教
科
課
程
及
ぴ
授
業
時
数

第
十
三
条
教
科
課
程
及
ぴ
授
業
時
数
は
、
別
表
に
定
め
る
。

第
五
章
退
学
及
ぴ
休
学

第 15章

退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
証
人
連
署
を
も
っ
て
事

由
を
申
し
出
で
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
左
の
場
合
に
は
、
退
学
を
命
ず
る
。

一
疾
病
、
学
力
技
能
劣
等
及
び
そ
の
他
事
故
に
よ
り
成
業
の
見

込
が
な
い
者

二
正
当
の
理
由
が
な
く
引
き
つ
づ
き
一
月
以
上
欠
席
し
た
者
又

は
出
席
の
常
で
な
い
者

第
十
六
条
疾
病
そ
の
他
事
故
に
よ
り
、
一
月
以
上
修
学
を
中
止
し

〔

7
?
}

ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
証
人
連
署
そ
も
っ
て
休
学
を
願
い
出
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

休
学
は
、
欠
席
の
期
間
を
通
じ
、
一
年
を
超
、
え
る
こ
と
が
で
き

な
し

第
十
四
条

休
学
の
期
間
内
に
復
学
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
届

け
出
で
.
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

休
学
の
期
間
は
、
修
学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
十
七
条
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
も
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
た
と
き
は
、
休
学
を
命
ず
る
。

第

六

章

卒

業

第
十
八
条
所
定
の
期
間
在
学
し
て
所
定
の
科
目
を
履
修
し
、
所
定

の
成
績
を
得
た
者
は
、
教
官
会
議
の
認
定
に
よ
り
、
卒
業
さ
せ
る
。

卒
業
を
認
定
さ
れ
た
者
に
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
卒
業
証
書

3 
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法令・規則

を
授
与
す
る
。

第
七
章
ほ
う
賞
及
ぴ
懲
戒

第
十
九
条
学
生
の
模
範
と
な
る
べ
き
者
は
、
表
彰
す
る
。

第
二
十
条
本
校
の
規
則
、
命
令
に
違
背
し
、
学
生
の
本
分
を
守
ら

な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
懲
戒
す
る
。

第
二
十
一
条
懲
戒
の
種
類
は
、
左
の
通
り
と
す
る
。

一

訓

戒

一

謹

慎

一

停

学

一

放

学

第
二
十
二
条
停
学
一
月
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
期
聞
は
、

修
学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
二
十
三
条
は
う
賞
及
び
懲
戒
に
関
す
る
手
続
は
、
別
に
定
め
る
。

第
八
章
保
証
人

第
二
十
四
条
保
証
人
は
、
独
立
の
生
計
を
営
み
、
身
元
確
実
な
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

成
年
に
達
し
な
い
学
生
に
つ
い
て
は
、
親
権
者
又
は
後
見
人
が

連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
章
学
資
の
支
給

第
二
十
五
条
学
生
に
は
、
助
産
婦
学
校
学
生
学
資
等
支
給
規
程
に

よ
っ
て
、
学
資
を
支
給
す
る
。

第 l編

第
二
十
六
条
欠
席
が
引
き
つ
づ
き
一
月
以
上
に
及
ぶ
者
、
休
学
中

の
者
及
び
停
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
期
間
中
、

学
資
の
支
給
を
停
止
す
る
。

但
し
、
結
核
療
養
中
の
者
に
は
、
そ
の
期
間
中
、
一
年
間
を
限
り
、

学
資
金
を
支
給
す
る
。

第
二
十
七
条
自
己
の
都
合
に
よ
り
退
学
し
た
者
は
、
既
に
支
給
を

受
け
た
学
資
金
に
相
当
す
る
額
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
事
情
に
よ
り
そ
の
一
部
又
は
全
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ

と
が
あ
る
。

914 

返
還
に
関
す
る
手
続
は
、
別
に
定
め
る
。

第

十

章

寄

宿

舎

第
二
十
八
条
学
生
は
、
寄
宿
舎
に
収
容
す
る
。

2

寄
宿
舎
規
則
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
学
則
は
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
号
様
式
略

第
二
号
様
式
略

第
三
号
様
式
略

第
四
号
様
式
略

別

表

略

2 



昭
三
五
・
一
・
一
九
達
一
ホ
三
号
、
昭
三
七
・
一
一
・
二
O
達
示
一
二
号
、

昭
四
二
・
五
・
二
三
達
示
一
↓
号
、
昭
四
六
・
五
・
二
一
達
示
二
ハ
号

〔
注
〕
一
九
七
五
・
五
・
二
O
達
一
不
第
二
四
号
で
廃
止
。

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
四
年
文
部
省
令
第
二
十

三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
五
〔
'
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
〔
中
略
〕

「つ
1

1ー

医
学
部

併設学校等第 15章

改
正

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
{
抄
)
〔
衛
生
検
査
技

師

学

校

設

置

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
六
号

一
九
五
九
(
昭
和
三
四
)
年
三
月
三
一
日

病
院
、
看
護
学
校
、
助
産
婦
学

校
、
皮
膚
病
特
別
研
究
施
設

歩、

一」

病
院
、
看
護
学
校
、
助
産
婦
学
校
、
衛
生

検
査
技
師
学
校
、
皮
膚
病
特
別
研
究
施
設

オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
研
究
施
設

に
改
め
る
。

附

員IJ

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

医
学
部
附
属
衛
生
検
査
技
師
学
校
学
則

[
六
]

達
示
第
ご
号

一
九
五
九
(
昭
和
三
四
)
年
四
月
二
一
日

京
都
大
学
医
学
部
附
属
衛
生
検
査
技
師
学
校
学
則

第

一

章

総

則

第
一
条
京
都
大
学
医
学
部
附
属
衛
生
検
査
技
師
学
校
は
、
衛
生
検

査
技
師
と
な
る
の
に
須
要
な
学
術
技
能
に
関
す
る
教
育
を
施
す
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
本
校
は
、
医
学
部
附
属
病
院
内
に
置
く
。

第
三
条
校
長
は
、
医
学
部
教
授
を
あ
て
る
。

第
四
条
修
業
年
限
は
二
年
と
し
、
定
員
は
四
十
名
と
す
る
。

第
二
章
学
年
、
学
期
、
休
業
日

第
五
条
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終

る。

第
六
条
学
期
は
、
次
の
二
期
と
す
る
。

前
期
四
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

後
期
十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

第
七
条
学
年
中
の
定
期
休
業
日
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。
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法令・規則

躍

国
民
の
祝
日

春

季

休

業

京

都

大

学

創
立
記
念
日

夏

季

休

業

七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
関
に
お

日

日

(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
)

四
月
一
日
か
ら
四
月
七
日
ま
で

第 l編

四

六
月
十
八
日

五

い
て
三
週
間

，、

医

学

部

解
剖
体
祭
日

冬

季

休

業

十
月
十
日

十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で

の
聞
に
お
い
て
一
週
間

前
項
各
号
の
ほ
か
、
本
校
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
臨
時
に

授
業
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

3

休
業
日
で
あ
っ
て
も
、
実
習
を
課
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第

三

章

入

学

第
八
条
入
学
は
、
学
年
の
初
め
と
す
る
。

第
九
条
本
校
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
前
号
に
相
当
す
る
学
校
教

七
2 

育
を
修
了
し
た
者

四
旧
中
等
学
校
令
(
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
)
に
よ
る
中

等
学
校
を
卒
業
し
た
者

五
監
督
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
前
各
号
と
同
等
以
上
の
学

カ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者

第
十
条
入
学
志
願
者
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
入
学
願
書
並
ぴ
に

本
校
の
定
め
る
必
要
な
書
類
を
所
定
の
期
日
ま
で
に
、
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
入
学
志
願
者
に
対
し
て
は
、
学
力
試
験
、
人
物
考
査
並

ぴ
に
健
康
診
断
を
行
い
、
入
学
を
許
可
す
る
。

2

学
力
試
験
の
学
科
目
は
、
本
校
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
二
粂
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
十
五
日
以
内
に
出
身
学
校

の
卒
業
証
明
書
、
第
三
号
様
式
に
よ
る
誓
約
書
並
ぴ
に
第
四
号
様

式
に
よ
る
宣
誓
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
手
続
を
し
な
い
者
は
、
入
学
の
許
可
を
取
り
消
す
。

第
四
章
教
科
課
程
及
ぴ
授
業
時
数

第
十
三
条
教
科
課
程
及
ぴ
授
業
時
数
は
、
別
表
の
通
り
と
す
る
。

第
五
章
休
学
及
ぴ
退
学

第
十
四
条
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
一
月
以
上
修
学
を
・
中
止

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
証
人
連
署
を
も
っ
て
休
学
を
願
い
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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休
学
は
、
通
算
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

休
学
期
間
内
に
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
届
け
出

で
、
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

休
学
期
間
は
、
修
学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
十
五
条
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
修
学
が
不
適
当
と
認
め

ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

第
十
六
条
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
由
を
附
し
保
証
人
連

署
を
も
っ
て
校
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

病
気
退
学
の
場
合
は
、
別
に
医
師
診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
七
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
退
学
を

命
ず
る
。

2 3 

併設学校等

疾
病
、
学
力
劣
等
及
び
事
故
に
よ
り
成
業
の
見
込
の
な
い
者

正
当
の
理
由
が
な
く
引
き
つ
づ
き
一
月
以
上
欠
席
し
た
者
、

又
は
出
席
の
常
で
な
い
者

第

六

章

卒

業

第
十
八
条
所
定
の
期
間
在
学
し
、
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
校
長

の
認
定
に
よ
り
卒
業
さ
せ
る
。

2

卒
業
を
認
定
さ
れ
た
者
に
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
卒
業
証
書

を
授
与
す
る
。

第
七
章

第 15章

ほ
う
賞
及
ぴ
懲
戒

第
十
九
条
学
生
の
模
範
と
な
る
者
は
、
表
彰
す
る
。

第
二
十
条
本
校
の
規
則
に
違
背
し
、
学
生
の
本
分
を
守
ら
な
い
者

が
あ
る
と
き
は
、
懲
戒
す
る
。

2

懲
戒
の
種
類
は
、
訓
戒
、
謹
慎
、
停
学
及
ぴ
放
学
と
す
る
。

第
二
十
一
条
ほ
う
賞
及
ぴ
懲
戒
の
手
続
は
、
別
に
定
め
る
。

第
八
章
保
証
人

第
二
十
二
条
保
証
人
は
二
名
と
し
、
一
名
は
父
兄
(
成
年
に
達
し
な

い
学
生
に
つ
い
て
は
、
親
権
者
ま
た
は
後
見
人
)
、
他
の
一
名
は
、

京
都
市
内
ま
た
は
近
郊
に
お
い
て
独
立
の
生
計
を
営
み
、
身
元
確

実
な
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
章
入
学
料
及
び
授
業
料

第
二
十
三
条
入
学
料
及
び
授
業
料
は
徴
収
し
な
い
。

附

則

こ
の
学
則
は
、

別

表

第
一
号
様
式

第
二
号
様
式

第
三
号
様
式

第
四
号
様
式

昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

略略略略略
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法令・規則

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
衛
生
検
査
技

師
学
校
を
臨
床
検
査
技
師
学
校
に
改
組
〕
[
一
]

文
部
省
令
第
一
二
号

一
九
七
二
(
昭
和
四
七
)
年
四
月
一
日

第 1編

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
制
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
六
〔
中
略
〕
群
馬
大
学
の
項
、
東
京
医
科
歯
科
大
学
の
項
、

新
潟
大
学
の
項
、
信
州
大
学
の
項
、
名
古
屋
大
学
の
項
、
京
都
大
学

の
項
、
神
戸
大
学
の
項
、
鳥
取
大
学
の
項
及
ぴ
岡
山
大
学
の
項
中
「
衛

生
検
査
技
師
学
校
」
を
「
臨
床
検
査
技
師
学
校
」
に
改
め
〔
る
〕
。
〔
中

略〕

附

1 

自民

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

衛
生
検
査
技
師
学
校
は
、
改
正
後
の
別
表
第
六
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
施
行
の
際
現
に
当
該
学
校
に
在
学
す
る
者
が

当
該
学
校
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
問
、
存
続
す
る
も
の
と

す
る
。

2 

四

医
学
部
附
属
臨
床
検
査
技
師
学
校
学
則

918 

{六
]

達
示
第
一
二
号

一
九
七
二
(
昭
和
四
七
)
年
四
月
一
八
日

京
都
大
学
医
学
部
附
属
臨
床
検
査
技
師
学
校
学
則

第

一

章

総

則

第
一
条
京
都
大
学
医
学
部
附
属
臨
床
検
査
技
師
学
校
(
以
下
「
本

校
」
と
い
う
。
)
は
、
臨
床
検
査
技
師
と
な
る
の
に
必
要
な
学
術
技

能
に
関
す
る
教
育
を
施
し
、
か
っ
、
人
格
の
陶
冶
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
本
校
は
、
医
学
部
附
属
病
院
内
に
置
く
。

第
三
条
校
長
は
、
医
学
部
教
授
を
あ
て
る
。

第
四
条
修
業
年
限
は
、
三
年
と
す
る
。

第
五
条
入
学
定
員
は
、
二
十
人
と
す
る
。

第
二
章
学
年
、
学
期
お
よ
び
休
業
日

第
六
条
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に

終
わ
る
。

第
七
条
学
期
は
、
次
の
二
期
と
す
る
。

前
期
四
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

後
期
十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

第
八
条
学
年
中
の
定
期
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ

し
、
本
校
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
日
に
お
い
て
臨



併設学校等

時
に
授
業
を
課
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
日
曜
日

二
国
民
の
祝
日

三
春
季
休
業
四
月
一
日
か
ら
四
月
七
日
ま
で

四
京
都
大
学
創
立
記
念
日
六
月
十
八
日

〔

7

7
〕

五
夏
期
休
業
七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
の
聞
に
お
い

て
六
週
間

六
医
学
部
解
剖
体
祭
十
月
二
十
日

七
冬
季
休
業
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で

2

前
項
各
号
の
ほ
か
、
本
校
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に

授
業
を
行
な
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

第

三

章

入

学

第
九
条
入
学
は
、
学
年
の
始
め
と
す
る
。

第
十
条
本
校
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一

に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
と
す
る
。

一
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

二
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

三
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
前
号
に
相
当
す
る
学
校
教

育
を
修
了
し
た
者

四
旧
中
等
学
校
令
(
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
)
に
よ
る
中

等
学
校
を
卒
業
し
た
者

第 15章

監
督
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
前
各
号
と
同
等
以
上
の
学

力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者

第
十
一
条
入
学
志
望
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
入
学
願
書
に

出
身
学
校
長
の
調
査
室
田
そ
の
他
本
校
の
定
め
る
必
要
な
書
類
を
添

え
て
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
入
学
志
望
者
に
対
し
て
は
、
学
力
試
験
、
人
物
考
査
お

よ
ぴ
健
康
診
断
を
行
な
い
、
か
っ
、
出
身
学
校
長
の
調
査
書
を
参

考
に
し
て
、
校
長
が
入
学
を
許
可
す
る
。

2

学
力
試
験
の
学
科
目
は
、
本
校
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
三
条
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
、
出

身
校
の
卒
業
証
明
書
、
別
記
様
式
第
二
に
よ
る
保
証
人
の
誓
約
書

お
よ
び
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
宣
誓
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。前

項
の
手
続
を
し
な
い
者
は
、
入
学
の
許
可
を
取
り
消
す
。

第
四
章
教
科
課
程
お
よ
び
授
業
時
数

教
科
課
程
お
よ
び
授
業
時
数
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す

五
2 第

十
四
条

る。

第
五
章
休
学
お
よ
び
退
学

第
十
五
条
学
生
は
、
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
一
月
以
上
修
学

を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
証
人
連
暑
を
も
っ
て
願
い
出

て
校
長
の
許
可
を
受
け
て
、
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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法令・規則

疾
病
に
よ
り
修
学
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、

校
長
は
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

3

休
学
は
、
通
算
一
年
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

4

休
学
期
間
内
に
そ
の
事
由
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
校
長
の
許

可
を
受
け
て
、
復
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

休
学
期
間
は
、
修
学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
十
六
条
学
生
は
、
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
由
を
附
し

保
証
人
連
署
を
も
っ
て
退
学
を
願
い
出
て
、
校
長
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
校
長
は
、

退
学
を
命
ず
る
。

一
疾
病
、
学
力
劣
等
そ
の
他
事
故
に
よ
り
成
業
の
見
込
み
の
な

い
者

2 

第 1編

二
正
当
の
事
由
が
な
く
引
き
続
き
一
月
以
上
欠
席
し
た
者
ま
た

は
出
席
の
常
で
な
い
者

第
十
八
条
疾
病
に
よ
る
休
学
お
よ
ぴ
退
学
の
願
い
出
の
場
合
は
、

別
に
医
師
診
断
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章
進
級
お
よ
び
卒
業

第
十
九
条
所
定
の
期
間
在
学
し
て
、
所
定
の
科
目
を
履
修
し
所
定

の
成
績
を
得
た
者
は
、
教
官
会
議
の
認
定
に
よ
り
、
進
級
ま
た
は

卒
業
さ
せ
る
。

卒
業
を
認
定
さ
れ
た
者
に
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
卒
業
証

書
を
授
与
す
る
。

第
七
章
表
彰
お
よ
び
懲
戒

第
二
十
条
学
生
の
模
範
と
な
る
者
は
、
表
彰
す
る
。

第
二
十
一
条
本
校
の
規
則
、
命
令
に
違
背
し
、
学
生
の
本
分
を
守

ら
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
懲
戒
す
る
。

第
二
十
二
条
懲
戒
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

訓

戒

二

護

慎

三

停

学

四

放

学

第
二
十
三
条
停
学
一
月
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、

修
学
年
に
算
入
し
な
い
。

第
二
十
四
条
表
彰
お
よ
び
懲
戒
に
関
す
る
手
続
は
、
別
に
定
め
る
。

第
八
章
検
定
料
、
入
学
料
お
よ
ぴ
授
業
料

第
二
十
五
条
検
定
料
、
入
学
料
お
よ
び
授
業
料
は
、
徴
収
し
な
い
。

・3
a
d
H
Hリ

恥

炉

し

ロ

Mwn

こ
の
学
則
は
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
十
八
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〔
別
記
様
式
略
〕

2 
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別
表
)
教
科
課
程
お
よ
び
授
業
時
数

併設学校等

教 科 基 礎 教 科 教

病 臨 基 解 臨 臨 臨 2:、3、-医 保
語 自 社 人

床 礎 剖 床 床 床 衆

妻員およ吾宅

情 生 化 物 数 科
検 検 病

衛
品で担f-」 健 報 然 会 文

理 生 生
長且

査 査 理
生 科 課

総 総 兵ィとゐー 概 体 u 
学

物 理 科 科 手ヰ
理 理 織 論 論 総 概

イド
概、ソ

程
学 学 学 AでLf- II I 論 論 ずEj岡 育 言吾 論 学 学 Afu-- AザUム」 Aイと4与 学 A寸立1:

講
四。九 七 七 七 七 九 五 七 。 授，、 ノ、 ，、 ノ、

五 。。五 五 五 五 五 五 。五 。。。五 五 。。。義

実 業

五 四 七 九 。四 五一五 。五 。。五 。 五 五 。 習 時

一 一 五 数
四 ノ、 四 九 七 五 九 ノ、 五 。七 /、 ，、 言十。。。。五 五 五 。五 。五 。。五 。五 。。。

第 15章

専 門

メロ入
関 医 実 医 血 微 血 臨 生

用
験

係 電 動 生 床
子 用

清 液 イじ工 動
法 A寸U与L 物 物 イヒ

概 物
計 規 論 学 学 学 A「UT-」 A寸と4じ AてUf-L 学

、。 一
四 ノ、 七 七 七 七 七 七。。五 五 。。五 。五 五 五

、。
五 四 五 八 五 九
五 五 。。。五 五 五

四。
九 ，、 ノ、 五 七 七 九 七
五 。。五 。。五 五 。。五

j主

一
九
七
八
・
四
・
一
二
達
示
第
二
二
号
で
廃
止
。

五

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
看
護
学
校
廃

止

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
六
号

一
九
七
七
(
昭
和
五
二
)
年
四
月
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

921 



法令・規制

〔
中
略
〕

別
表
第
六
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
及
び
鳥
取
大
学
の
項
中
「
看

護
学
校
、
」
を
削
る
。

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

第 1編

1 
ー」
J、

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
臨
床
検
査
技

師

学

校

廃

止

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一

O
号

一
九
七
八
(
昭
和
五
三
)
年
四
月
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

第
一
条
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令

第
十
一
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
六
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
「
臨
床
検
査
技
師
学
校
、
」

を
削
〔
る
〕
。
〔
中
略
〕

附

則

1 

」
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

922 

〆'‘、

一、ー〆

医
療
技
術
短
期
大
学
部

国
立
学
校
設
置
法
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
医
療
技
術
短
期
大
学
部
設

置

〕

[

一

]

法
律
第
二
七
号

一
九
七
五
(
昭
和
五
O
)
年
四
月
二
二
日

国
立
学
校
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

第
三
条
の
三
第
二
項
の
表
中
「
「
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
業
短
期
大
学

音日

「
「
京
都
大
学
医
療
技
術
短
期

京
都
工
芸
繊
維
大
学
を
|
l
i
l
i
-
-
l
i
l
-
-

」
」
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
業



京
都
大
学

l
1
1
1
1

に
改
め
〔
る
〕
。
〔
中
略
〕

京
都
工
芸
繊
維
大
学
占

附

1 

、施
」行
の

期
法ロ
律とエ則
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
以
下
略
〕

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
助
産
婦
学
校
廃

止

、

看

護

科

設

置

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
七
号

一
九
七
五
(
昭
和
五
O
)
年
四
月
二
二
日

併設学校等

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
六
〔
中
略
〕
京
都
大
学
の
項
中
「
、
助
産
婦
学
校
」
を
削

'
G
。

第 15章

〔
中
略
}

別
表
第
八
中
滋
賀
大
学
経
済
短
期
大
学
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部

看
護
科

〔
中
略
〕

附

則

」
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

医
療
技
術
短
期
大
学
部
学
則

{一一一一]

規
程
第
一
号

一
九
七
五
(
昭
和
五
O
)
年
六
月
一
一
日

目

京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
学
則

第

一

章

総

則

的
)

第
一
条
京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
(
以
下
「
短
期
大
学
部
」

と
い
う
。
)
は
、
深
く
看
護
等
に
関
す
る
知
識
と
技
術
を
教
授
研
究

し
、
こ
れ
に
関
す
る
業
務
に
必
要
な
能
力
と
豊
か
な
教
養
及
ぴ
人

格
を
備
え
、
ひ
ろ
く
国
民
の
保
健
医
療
の
進
展
向
上
に
寄
与
す
る

こ
と
の
で
き
る
技
術
者
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
学
科
及
び
学
生
定
員
)

第
二
条
短
期
大
学
部
に
、
学
科
と
し
て
看
護
科
を
置
く
。

前
項
の
学
科
の
学
生
定
員
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

923 
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議|科

看!学

ょν，
子

総

{疋

回貝

二
百
四
十
名

科|名

入

第 1編

(
職
員
組
織
)

第
三
条
短
期
大
学
部
に
、
学
長
、
主
事
、
学
科
主
任
そ
の
他
必
要

な
職
員
を
置
く
。

2

学
長
は
京
都
大
学
長
を
も
っ
て
、
主
事
及
ぴ
学
科
主
任
は
そ
れ

ぞ
れ
短
期
大
学
部
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

学
長
は
、
短
期
大
学
部
の
校
務
を
つ
か
さ
ど
り
も
所
属
職
員
を

統
督
す
る
。

4

主
事
は
、
学
長
の
職
務
を
助
け
、
短
期
大
学
部
の
校
務
を
整
理

す
る
。

5

学
科
主
任
は
、
当
該
学
科
の
科
務
を
処
理
す
る
。

(
教
授
会
)

第
四
条
短
期
大
学
部
に
、
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
教
授
会

を
置
く
。

教
授
会
は
、
学
長
及
び
短
期
大
学
部
の
教
授
を
も
っ
て
組
織
す

る
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
短
期
大
学
部
の
専
任
の
助
教
授
又

は
講
師
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
教
授
会
は
、
短
期
大
学
部
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
す

2 

る
2 

学
則
そ
の
他
重
要
な
規
則
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
事
項

予
算
概
算
に
関
す
る
事
項

学
科
、
専
攻
科
の
専
攻
そ
の
他
重
要
な
施
設
の
設
置
改
廃
に

関
す
る
事
項

四
教
育
課
程
及
ぴ
授
業
に
関
す
る
事
項

五
学
生
の
厚
生
補
導
及
ぴ
そ
の
身
分
に
関
す
る
重
要
事
項

六
人
事
の
基
準
に
関
す
る
事
項

七
そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

教
授
会
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
教
育
公
務
員
特
例

法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
項
を
取
り
扱

、
叶
J

。

924 

第
六
条
こ
の
学
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
教
授
会
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
章
学
年
、
学
期
及
ぴ
休
業
日

(
学
年
)

第
七
条
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に

終
わ
る
。

(学

期
)

第
八
条
学
年
を
次
の
二
期
に
分
け
る
。

前
四
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

期



後

期
(
休
業
日
)

第
九
条
学
年
中
の
定
期
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

日

曜

日

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
)
に
規
定
す
る
休
日

春
季
休
業
四
月
一
日
か
ら
四
月
七
日
ま
で

京
都
大
学
創
立
記
念
日
六
月
十
八
日

夏
季
休
業
七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で

〔

7

7
〕

冬
期
休
業
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で

2

必
要
が
あ
る
場
合
は
、
学
長
は
、
前
項
の
定
期
休
業
日
を
変
更

す
る
こ
と
が
あ
る
。

十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

併設学校等

臨
時
の
休
業
日
は
、
学
長
が
そ
の
つ
ど
定
め
る
。

第
三
章
修
業
年
限
及
び
在
学
年
限

(
修
業
年
限
)

第
十
条
学
科
の
修
業
年
限
は
、
三
年
と
す
る
。

(
在
学
年
限
)

第
十
一
条
学
生
は
、
六
年
を
超
え
て
在
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
学
生
は
、

同
条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
在
学
す
べ
き
年
数
の
二
倍
に
相

当
す
る
年
数
を
超
え
て
在
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

3 

第 15主主

入

~ 
子与

第
四
章

(
入
学
の
時
期
)

第
十
二
条
入
学
の
時
期
は
、
学
年
の
始
め
一
回
と
す
る
。

(
入
学
資
格
)

第
十
三
条
短
期
大
学
部
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
資
格
を
有
す
る
者
と
す
る
。

一
高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

二
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

三
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
二
年
の
課
程
を
修

了
し
た
者

四
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

五
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
{
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十

三
号
)
に
よ
り
文
部
大
臣
の
行
う
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し

た
者

(
入
学
の
出
願
)

第
十
四
条
短
期
大
学
部
へ
の
入
学
を
志
望
す
る
者
は
、
所
定
の
期

日
ま
で
に
、
願
書
に
所
定
の
検
定
料
及
び
別
に
定
め
る
書
類
を
添

え
て
、
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
入
学
者
の
選
考
)

第
十
五
条
入
学
を
志
望
す
る
者
に
対
し
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
選
考
を
行
う
。

925 



法令・規則

(
入
学
手
続
及
び
入
学
の
許
可
)

第
十
六
条
前
条
の
選
考
に
合
格
し
た
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
、

入
学
に
必
要
な
書
類
を
学
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
所
定
の
入

学
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

学
長
は
、
前
項
の
入
学
手
続
を
終
え
た
者
に
、

λ
v
。

第 1編

入
学
を
許
可
す

(
編
入
学
、
転
入
学
、
再
入
学
)

第
十
七
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
、
短
期
大
学
部
に
入

学
を
志
望
す
る
者
が
あ
る
場
合
は
、
欠
員
の
あ
る
と
き
に
限
り
、

選
考
の
う
え
、
相
当
年
次
に
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
本
短
期
大
学
部
を
退
学
し
、
又
は
第
二
十
七
条
第
四
号
の
規

定
に
よ
り
除
籍
さ
れ
た
者

二
他
の
短
期
大
学
に
一
年
以
上
在
学
し
た
者

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
の
既
に
履
修
し
た

授
業
科
目
及
ぴ
単
位
数
の
取
扱
い
並
ぴ
に
在
学
す
べ
き
年
数
に
つ

い
て
は
、
教
授
会
の
議
を
経
て
学
長
が
定
め
る
。

第
五
章
教
育
課
程
及
ぴ
履
修
等

(
授
業
科
目
及
ぴ
そ
の
単
位
数
)

第
十
八
条
短
期
大
学
部
に
お
い
て
開
設
す
る
一
般
教
育
科
目
、
外

国
語
科
目
、
保
健
体
育
科
目
及
び
専
門
教
育
科
目
に
関
す
る
授
業

科
目
及
ぴ
そ
の
単
位
数
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

前
項
の
授
業
科
目
の
ほ
か
、
臨
時
に
必
要
と
認
め
る
授
業
科
目

に
つ
い
て
は
、
そ
の
つ
ど
教
授
会
が
定
め
る
。

(
単
位
計
算
方
法
)

第
十
九
粂
授
業
科
目
の
単
位
数
は
、
次
の
基
準
に
よ
る
も
の
と
す

る。

2 

926 

一
講
義
に
よ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
一
時
間
の
講
義
に
対
し
二

時
間
の
準
備
の
た
め
の
学
習
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
、
毎
週

一
時
間
十
五
週
の
講
義
を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、

特
に
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
毎
週
二
時
間
十
五
週
の

講
義
を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
。

二
演
習
に
よ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
二
時
間
の
演
習
に
対
し
一

時
間
の
準
備
の
た
め
の
学
習
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
、
毎
週

二
時
間
十
五
週
の
演
習
を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
。

三
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
科
目
に
つ
い
て
は
、
毎
週
三

時
間
十
五
週
の
実
験
、
実
習
又
は
実
技
を
も
っ
て
一
単
位
と
す

ヲ
令
。

(
履
修
方
法
)

第
二
十
条
学
生
は
、
次
の
授
業
科
目
を
履
修
し
、
合
計
九
十
三
単

位
以
上
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
教
育
科
目
人
文
科
学
系
、
社
会
科
学
系
及
び
自
然
科
学

系
の
三
系
列
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
六
単
位



併設学校等

以
上
計
十
八
単
位
以
上

英
語
四
単
位
を
含
め
て
計
六
単
位
以
上

保
健
体
育
一
単
位
及
び
体
育
実
技
二
単
位

計
三
単
位

必
修
科
目
五
十
七
単
位
及
び
選
択
科
目
の
う

ち
か
ら
九
単
位
以
上
計
六
十
六
単
位
以
上

看
護
婦
国
家
試
験
の
受
験
資
格
を
得
ょ
う
と
す
る
者
は
、
前
項

の
要
件
を
み
た
し
、
か
っ
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所

指
定
規
則
(
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
厚
生
省
令
第
一
号
)
に
規
定
す

る
必
要
な
授
業
科
目
を
履
修
し
、
そ
の
単
位
を
修
得
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
学
生
は
、
毎
学
年
度
の
初
め
に
、
当
該
年
度
に
履
修

し
よ
う
と
す
る
授
業
科
目
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

学
生
は
、
前
項
に
よ
り
登
録
し
た
授
業
科
目
以
外
の
授
業
科
目

を
履
修
し
、
単
位
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
二
条
授
業
科
目
を
履
修
し
、
そ
の
試
験
に
合
格
し
た
者
に

は
、
所
定
の
単
位
を
与
え
る
。
た
だ
し
、
平
素
の
成
績
又
は
提
出

論
文
の
評
価
を
も
っ
て
試
験
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
成
績
の
評
価
)

第
二
十
三
条
試
験
等
の
成
績
の
評
価
は
、
合
格
又
は
不
合
格
と
す

ヲ
匂
。

外
国
語
科
目

保
健
体
育
科
目

専
門
教
育
科
目

2 

第 15章

休
学
、
転
学
、

退
学
、
除
籍
等

第
六
章

(
休
学
)

第
二
十
四
条
疾
病
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
引
き
続
き
三
月
以
上
修

学
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
学
長
の
許
可
を
得
て
休
学
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

2 

疾
病
の
た
め
修
学
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、

学
長
は
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

休
学
期
間
は
、
引
き
続
き
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

3 

休
学
期
聞
は
、
通
算
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

休
学
期
間
内
に
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
学
長
に
願
い
出

て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

休
学
期
間
は
、
在
学
年
に
算
入
し
な
い
。

(
転
学
)

第
二
十
五
条
学
生
は
、
他
の
短
期
大
学
に
転
学
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
理
由
を
申
し
出
て
、
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(
退
学
)

第
二
十
六
条
学
生
は
、
退
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由

を
申
し
出
て
、
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4 5 
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法令・規則

(
除
籍
)

第
二
十
七
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
教
授
会
の
議
を

経
て
、
学
長
が
除
籍
す
る
。

一
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
成
業
の
見
込
み
が
な
い
者

二
第
十
一
条
に
規
定
す
る
在
学
年
限
を
超
え
た
者

三
第
二
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
し
て
、
な
お

修
学
で
き
な
い
者

授
業
料
の
納
付
を
怠
り
、
督
促
し
て
も
な
お
納
付
し
な
い
者

第

七

章

卒

業

第 l編

四(
卒
業
)

第
二
十
八
条
短
期
大
学
部
に
三
年
(
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
入
学
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
る
在
学
す
べ
き
年
数
)
以
上
在
学
し
、
第
二
十
条
第
一
一
項

所
定
の
授
業
科
目
を
履
修
し
、
そ
の
単
位
を
修
得
し
た
者
に
つ
い

て
は
、
学
長
は
、
教
授
会
の
識
を
経
て
、
卒
業
を
認
定
す
る
。

2

学
長
は
、
前
項
に
よ
り
卒
業
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
卒

業
証
書
を
授
与
す
る
。

第
八
章
専
攻
科
助
産
学
特
別
専
攻

{
専
攻
科
、
目
的
及
ぴ
学
生
定
員
)

第
二
十
九
条
短
期
大
学
部
に
、
専
攻
科
助
産
学
特
別
専
攻
(
以
下

「
専
攻
科
」
と
い
う
。
)
を
置
く
e

2 

前
項
の
専
攻
科
は
、
短
期
大
学
の
学
科
に
お
け
る
教
育
の
基
礎

の
上
に
、
精
深
な
程
度
に
お
い
て
助
産
に
関
す
る
最
新
の
知
識
及

ぴ
技
術
を
教
授
し
、
並
び
に
そ
の
研
究
を
指
導
し
、
も
っ
て
わ
が

国
母
子
保
健
の
進
展
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
技
術
者
を

育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

専
攻
科
の
学
生
定
員
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

928 

3 

入

学

{

疋

田

貝
二
十
名

総

(
職
員
組
織
)

第
三
十
条
専
攻
科
に
、専
攻
科
主
任
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
。

2

専
攻
科
主
任
は
、
短
期
大
学
部
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

専
攻
科
主
任
は
、
当
該
専
攻
科
の
科
務
を
処
理
す
る
。

(
修
業
年
限
及
ぴ
在
学
年
限
)

第
三
十
一
条
専
攻
科
の
修
業
年
限
は
、
一
年
と
し
、
二
年
を
超
え

て
在
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
入
学
資
格
)

第
三
十
二
条
専
攻
科
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
資
絡
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

一
三
年
制
の
短
期
大
学
に
お
け
る
看
護
に
関
す
る
学
科
を
卒
業

し
た
者



外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
五
年
の
課
程
(
最
終

の
課
程
が
看
護
又
は
助
産
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
)
を
修
了
し

た
者

併設学校等

そ
の
他
専
攻
科
に
お
い
て
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上

の
学
カ
が
あ
る
と
認
め
た
者

(
入
学
の
出
願
)

第
三
十
三
条
専
攻
科
へ
の
入
学
を
志
望
す
る
者
は
、
所
定
の
期
日

ま
で
に
、
願
書
に
所
定
の
検
定
料
及
び
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え

て
、
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
入
学
者
の
選
考
)

第
三
十
四
条
入
学
を
志
望
す
る
者
に
対
し
て
は
、
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
選
考
を
行
う
。

(
編
入
学
等
の
制
限
)

第
三
十
五
条
専
攻
科
へ
の
編
入
学
、
転
入
学
及
ぴ
再
入
学
は
、
認

め
な
い
。

(
授
業
科
目
及
ぴ
そ
の
単
位
数
)

第
三
十
六
条
専
攻
科
に
お
い
て
開
設
す
る
専
門
教
育
科
目
に
関
す

る
授
業
科
目
及
ぴ
そ
の
単
位
数
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

(
履
修
方
法
)

第
三
十
七
条
学
生
は
、
次
の
授
業
科
目
を
履
修
し
、
合
計
三
十
単

位
以
上
を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 15章

必
修
科
目
十
五
単
位
及
ぴ
選
択
科
目
の
う
ち

か
ら
十
五
単
位
以
上

助
産
婦
国
家
試
験
の
受
験
資
格
を
得
ょ
う
と
す
る
者
は
、
前
項

の
要
件
を
み
た
し
、
か
っ
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
学
校
養
成
所

指
定
規
則
に
規
定
す
る
必
要
な
授
業
科
目
を
履
修
し
、
そ
の
単
位

を
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
休
学
)

第
三
十
八
条
専
攻
科
の
学
生
の
休
学
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
四
条

の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
休
学
期
間
は
、
通
算
一
年

を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
修
了
の
認
定
、
修
了
証
書
の
授
与
)

第
三
十
九
条
専
攻
科
に
一
年
以
上
在
学
し
、
第
三
十
七
条
第
一
項

所
定
の
授
業
科
目
を
履
修
し
、
そ
の
単
位
を
修
得
し
た
者
に
つ
い

て
は
、
学
長
は
、
教
授
会
の
識
を
経
て
、
修
了
を
認
定
す
る
。

2

学
長
は
、
前
項
に
よ
り
修
了
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
修

了
証
書
を
授
与
す
る
。

(
準
用
規
定
)

第
四
十
条
前
九
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
専
攻
科
に
係
る
入
学、

教
育
課
程
、
履
修
等
、
退
学
及
ぴ
除
籍
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
、

第
十
六
条
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
か
ら

第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
を
準

専
門
教
育
科
目

2 
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用
す
る
。

法令・規則

第
九
章

懲
戒
及
ぴ
表
彰

(
懲
戒
)

第
四
十
一
条
短
期
大
学
部
の
規
則
に
違
反
し
、
又
は
学
生
の
本
分

を
守
ら
な
い
者
は
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
学
長
が
懲
戒
す
る
。

2

懲
戒
は
、
退
学
、
停
学
及
ぴ
訓
告
と
す
る
。

3

前
項
の
退
学
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行

、「，。

第 1編

性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
み
が
な
い
者

正
当
な
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者

本
学
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
学
生
の
本
分
に
著
し
く
反
し

た
者

停
学
三
月
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、
在
学
年
に

算
入
し
な
い
。

(
表
彰
)

第
四
十
二
条
学
生
と
し
て
表
彰
に
価
す
る
行
為
が
あ
っ
た
者
は
、

教
授
会
の
議
を
経
て
、
学
長
が
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
章
授
業
料
等

(
授
業
料
等
の
額
)

第
四
十
三
条
短
期
大
学
部
の
授
業
料
、
検
定
料
及
ぴ
入
学
料
の
額

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
国
立
の
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用

4 

2 
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
九
号
)
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
定
め
る
額
(
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
に
よ
り
別
段
の
額

が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
額
。
)
と
す
る
。

専
攻
科
の
授
業
料
、
検
定
料
及
ぴ
入
学
料
の
額
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

930 

区

分

授

業

料

検

定

料

入

学

科

額

年
額
金
二
万
八
千
八
百
同

金
六
千
円

金
三
万
円

(
授
業
料
の
納
付
)

第
四
十
四
条
授
業
料
は
、
年
額
の
二
分
の
一
ず
つ
を
次
の
二
期
に

分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
期
日
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前

期

(

四

月

か

ら

九

月

ま

で

)

納

期

四

月

中

後

期

(

十

月

か

ら

翌

年

三

月

ま

で

)

納

期

十

月

中

2

特
別
の
事
由
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
授
業
料
免

除
及
ぴ
徴
収
猶
予
規
定
に
よ
る
。

(
休
学
の
場
合
の
授
業
料
)

第
四
十
五
条
休
学
を
許
可
さ
れ
、
又
は
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て

は
、
休
学
し
た
月
の
翌
月
か
ら
復
学
し
た
月
の
前
月
ま
で
の
期
間

の
授
業
料
を
免
除
す
る
。



併設学校等

(
復
学
の
場
合
の
授
業
料
)

第
四
十
六
条
前
期
又
は
後
期
の
中
途
に
お
い
て
復
学
し
た
者
は
、

復
学
し
た
月
か
ら
当
該
期
末
ま
で
の
期
間
の
授
業
料
を
、
復
学
し

た
月
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
学
年
中
途
で
卒
業
又
は
修
了
す
る
場
合
の
授
業
料
)

第
四
十
七
条
学
年
の
中
途
で
卒
業
又
は
修
了
す
る
見
込
み
の
者
は
、

卒
業
又
は
修
了
す
る
見
込
み
の
月
ま
で
の
期
間
の
授
業
料
を
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
退
学
及
ぴ
停
学
の
場
合
の
授
業
料
)

第
四
十
八
条
前
期
又
は
後
期
の
中
途
に
お
い
て
退
学
若
し
く
は
転

学
し
、
又
は
除
籍
さ
れ
た
者
は
、
当
該
期
分
の
授
業
料
の
全
額
を

納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

停
学
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
授
業
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
納
付
さ
れ
た
授
業
料
等
)

第
四
十
九
条
納
付
さ
れ
た
授
業
料
、
検
定
料
及
ぴ
入
学
料
は
、
返

還
し
な
い
。

附

第 15章

l 

悶貝

こ
の
学
則
は
、
昭
和
五
十
年
六
月
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
五
十
年
度
に
入
学
し
た
者
は
、
在
学
年
数
の
期
間
に
関
し

2 

て
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
入
学
し
て
い
た
も
の
と
み
な

す
e

3 

昭
和
五
十
年
度
の
専
攻
科
へ
の
入
学
に
係
る
検
定
料
の
額
は
、

第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
五
千
円
と
す
る
。

別
表
第
一

学
科
(
看
護
科
)
の
授
業
科
目
及
ぴ
単
位
数

科一

目 般教育

授

科業

目
自

ネ1土L ミ
人 σ〉

然
科文

区

科A系弓UーL 
科学 分等

学系
系

物 イヒ 生 統 法 経 社 教 .r，、 史 文 倫 哲

業
理 物 言十 済 会 育 理 理

手ヰ

目
学 学 学 学 学 学 学 学 学 ~主F4 学 学 A寸ヱ与ゐ

必 単
修

位

一
選

一択 数

931 



第 l編法令・規則

専 保 外

門 健 国

教 体

育 メ口入 育
語

手キ 科 手ヰ

日 目 目

放衛社公病薬微栄生生解医 体保 独英
言十

射生会衆 生 学 言十 育健

線 衛理理養化理音。 言十 言十
子品ニ l 

医 法福生 物 概 実体
概|

学 規 祉 学 品寸並」 学 A-f 24 学 学 学 Aて主f: 論 技 育 語 語 学 論

一七 一四 四

四 四 。

看 地 母 母 母 婦

科怒看穫と皮疾怠泌、

整 精 外 内 成 成 給、 看 看 発

域 '性 f生 児 児
人 形 神 手キ 手ヰ 人

議 疾 '性 疾 ノ~ヨ 科 外科 科 疾 疾 人 l口入 護 護 達
看 看 看 疾 疾 看

護
患

護
怠

議 患 疾患 怠
患 患

護i寅 と 保 と 保 と と と と と T某 実 技 概 {.' 

実 看 概 看 概 看 尿 看 看 看 看 概

習 習 護 健 論 護 健 論 護 器 護 護 護 議 健 論 習 術 論 理

四 ノ、 ，、 九 五 四

四

932 



総

計

言十

別
表
第
二

専
攻
科
助
産
学
特
別
専
攻
の
授
業
科
目
及
ぴ
単
位
数

併設学校等

専

門
科授業

教
目

育
…区 I

手ヰ 分

目

母 医 相 人 { 永 地 地 母 母 助 助 助 助 母 母

子 療
1或 子 子 産 産 子 子

授
談 族 母 域 f呆 業 産

f呆 社 子 健 保 務 業 f呆 保 業
計

会
{，、 口 社 f呆 管 管 務

高命 産
健 健健 f呆 健 手ヰ

理 会 健 理 理 実研 科 実 実
管 実 管 医 概

目
勿ブ』し 学 学 論 AザL与ι 習 健 習 理 習 理 習 論 学 言命

必 単
五 4事

イ立
選

四 四 択 数

第 15章

改
正

昭
五
一
・
四
・
一
コ
一
規
程
一
号
、
昭
五
七
・
四
・
二
一
規
程
一
号
、
昭

五
九
・
±
了
二
一
規
程
五
号
、
昭
六
二
・
二
・
一
一
六
規
程
一
号
、
三
-

二
O
規
程
三
号
、
平
元
・
六
・
ニ
一
規
程
二
号

〔
注
〕
一
九
九

0
・
三
・
三

O
規
程
第
一
号
で
全
部
改
正
。

四

医
療
技
術
短
期
大
学
部
教
授
会
規
程

[
一
四
]

規
程
第
二
号

一
九
七
五
(
昭
和
五

O
)
年
七
月
一
一
一
二
日

京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
教
授
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
学
則
(
昭

和
五
十
年
規
程
第
一
号
)
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
京
都
大
学
医
療

技
術
短
期
大
学
部
教
授
会
(
以
下
「
教
授
会
」
と
い
う
。
)
の
運
営
に

関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
教
育
公
務
員
特
例
法
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
権
限
に
属
せ

し
め
ら
れ
た
事
項
を
取
り
扱
う
教
授
会
は
、
学
長
及
び
教
授
を
も

っ
て
構
成
す
る
。

第
三
条
教
授
会
は
、
学
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。

2

学
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
学
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
主
事

が
前
項
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
四
条
教
授
会
は
、
毎
月
(
八
月
を
除
く
。
)
一
固
定
例
に
聞
く
も
の

933 



法令・規則

と
す
る
。

2

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
学
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と

き
は
、
臨
時
に
教
授
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
教
授
会
は
、
そ
の
構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
が
な

け
れ
ば
、
議
事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
六
条
教
授
会
の
議
事
は
、
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
は

か
、
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
教
授
会
の
議
案
は
、
学
長
が
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
教
授
会

構
成
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
条
議
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
精
成
員
以
外
の
者
を
教

授
会
に
出
席
さ
せ
て
、
説
明
又
は
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
教
授
会
の
議
事
の
要
領
は
、
議
事
録
と
し
て
作
成
す
る
。

第
十
条
こ
の
規
程
の
改
正
は
、
教
授
会
に
お
い
て
出
席
者
の
三
分

の
二
以
上
の
同
意
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
授
会
の
議
事
の

運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
教
授
会
が
定
め
る
。

叫

川

町

山

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和

五
十
年
六
月
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

第 1編

改
正

昭
五
九
・
四
・
一
八
規
程
一
号
、
平
元
・
六
・
二
一
規
程
三
号
、
平
二
・

六
・
二
O
規
程
五
号

934 

五

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
}
〔
看
護
科
を
看
護

学

科

に

改

組

、

衛

生

技

術

学

科

設

置

〕

{

ニ

文
部
省
令
第
一
二
号

一
九
七
六
(
昭
和
五
二
年
四
月
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
八
〔
中
略
〕
京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
の
項
〔
中

略
〕
中
「
看
護
科
」
を
「
看
護
学
科
、
衛
生
技
術
学
科
」
に
改
め
る
。

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
以
下
略
〕



ー，、

医
療
技
術
短
期
大
学
部
教
員
停
年
規
程

[
一
四
、
二
四
]

規
程
第
一
号

一
九
七
九
(
昭
和
五
四
)
年
九
月
一
九
日

併設学校等

京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
教
員
停
年
規
程

第
一
条
教
員
は
、
満
六
十
三
歳
を
停
年
と
す
る
。

2

教
員
の
停
年
に
よ
る
退
職
の
時
期
は
、
停
年
に
達
し
た
日
の
属

す
る
学
年
の
末
日
と
す
る
。

第
二
条
主
事
は
、
学
長
に
対
し
、
停
年
に
達
す
る
教
員
の
退
職
の

内
申
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
授
業
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、

退
職
教
員
に
非
常
勤
講
師
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
け
る
教
授
会
の
議
決
は
、
短
期
大
学
部
教
授

の
四
分
の
三
以
上
の
出
席
し
た
教
授
会
に
お
い
て
、
そ
の
四
分
の

三
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
任
期
の
満
了
し
た
非

常
勤
講
師
を
更
に
任
用
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。

第
四
条
併
任
の
教
員
に
つ

い
て
も
、
前
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附

則

1

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
四
年
九
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
規
程
は
、
助
手
に
準
用
す
る
。

3

専
任
の
教
員
及
ぴ
助
手
に
関
る
第
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

又
は
準
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、
同
項
中
「
学
年
の
末
日
」

第 15章

と
あ
る
の
は
、
「
学
年
の
末
日
の
翌
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

ヲ
匂
。改

正

昭
五
九
・
四
・
一
八
規
程
二
号、

平
一冗
・
六
・
二

一
規
程
三
号

七

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
理
学
療
法
学
科
、

作

業

療

法

学

科

設

置

〕

[

一

]

文
部
省
令
第
四
号

一
九
八
二
(
昭
和
五
七
)
年
三
月
=
二
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
八
〔
中
略
〕
京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
の
項
中
「
衛

生
技
術
学
科
」
の
下
に
「
、
理
学
療
法
学
科
、
作
業
療
法
学
科
」
を

加
え
る
。附

1 

阿見

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

935 



/1、
医
療
技
術
短
期
大
学
部
研
究
生
規
程

[
一
四
]

規
程
第
三
号

一
九
八
四
(
昭
和
五
九
)
年
九
月
一
九
日

法令・規則

京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
研
究
生
規
程

第
一
条
京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
(
以
下
「
短
期
大
学
部
」

と
い
う
。
)
に
お
い
て
、
研
究
生
と
し
て
特
定
事
項
の
研
究
を
志
望

す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
短
期
大
学
部
に
お
い
て
支
障
の
な
い
場

合
に
限
り
、
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
二
条
研
究
生
と
し
て
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
三
年
制
の
医
療
技
術
系
の
短
期
大
学
を
卒
業
し
た
者

二
短
期
大
学
部
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

第
三
条
研
究
生
の
入
学
は
、
学
年
又
は
学
期
の
初
め
と
す
る
。
た

だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
条
研
究
生
と
し
て
入
学
を
志
望
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
書
類
に
検
定
料
を
添
え
て
、
学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
九

第 1編

研
究
生
入
学
願
書
(
別
記
様
式
二

履
歴
書
(
別
記
様
式
二
)

そ
の
他
必
要
書
類

前
項
の
入
学
志
望
者
に
つ
い
て
は
、
選
考
の
う
え
、
教
授
会
の

議
を
経
て
、
学
長
が
入
学
を
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
入
学
に
際
し
て
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
、
入
学
料
を
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

入
学
料
を
納
付
し
な
い
者
に
は
、
前
条
第
二
項
の
許
可
を
行
わ

な
し

第
六
条
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
に
は
、
健
康
診
断
を
行
う
。

第
七
条
研
究
生
に
対
し
て
は
、
教
授
会
の
議
を
経
て
指
導
教
官
を

定
め
る
。

第
八
条
研
究
生
の
在
学
期
間
は
、
一
年
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、

在
学
期
間
満
了
後
更
に
研
究
を
継
続
し
た
い
者
に
は
、
そ
の
願
い

出
に
よ
り
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
期
間
の
延
長
を
許
可
す
る
こ

と
が
あ
る
。

2 

936 

第
九
粂
研
究
生
の
授
業
料
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
在
学
期
間
に

係
る
全
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
在
学
期
聞

が
六
か
月
を
超
、
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
初
め
の
六
か
月
と
こ
れ

を
超
え
る
期
間
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
期
間
に
係
る
額
を
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

授
業
料
を
納
付
し
な
い
者
は
、
除
籍
す
る
。

第
十
条
研
究
に
必
要
な
特
別
の
費
用
は
、
研
究
生
の
負
担
と
す
る
。

第
十
一
条
第
四
条
第
一
項
の
検
定
料
、
第
五
条
第
一
項
の
入
学
料



及
ぴ
第
九
条
第
一
項
の
授
業
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
立
の
学
校

に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
省
令
(
昭
和
三
十
六
年

文
部
省
令
第
九
号
)
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
額
と

す
る
。既

納
の
検
定
料
、
入
学
料
及
ぴ
授
業
料
は
、
返
還
し
な
い
。

第
十
二
条
研
究
生
は
、
短
期
大
学
部
の
関
係
諸
規
程
を
遵
守
し
、

指
導
教
官
の
指
導
に
従
い
、
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
こ
の
規
程
に
違
反
し
た
者
又
は
疾
病
そ
の
他
の
事
故
に

よ
り
研
究
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
は
、
学
長
は
、

教
授
会
の
議
を
経
て
、
退
学
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

第
十
四
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
実
施

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

主
事
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
九
年
九
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
別
記
様
式
略
〕

2 

併設学校等

改
正

平
元
・
六
・
二
一
規
程
三
号
、
六

・
二
一
規
程
四
号

第 15章

九

医
療
技
術
短
期
大
学
部
名
誉
教
授
称
号
授
与
規
程
[
一
四
]

規
程
第
二
号

一
九
八
五
(
昭
和
六

O
)年
一
一
月
二

O
日

京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
名
誉
教
授
称
号
授
与
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
(
以
下

「
短
期
大
学
部
」
と
い
う
。
)
の
名
誉
教
授
の
称
号
の
授
与
に
つ
い
て

定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
一
一
条
短
期
大
学
部
は
、
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
者
に
京
都
大

学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
け
る
。

一
短
期
大
学
部
に
多
年
勤
務
し
た
教
授
で
教
育
上
又
は
学
術
上

功
績
の
あ
っ
た
者

二
教
育
上
又
は
学
術
上
特
に
功
績
の
顕
著
で
あ
っ
た
教
授
で
特

別
の
選
考
を
経
た
者

第
三
条
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
の
勤
務
年
数
の
標
準
は
、
十
五

年
以
上
と
す
る
。

2

前
項
の
勤
務
年
数
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
短
期
大
学
部
の
教
授

の
勤
務
年
数
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
年
数
を
加
算
す
る
も
の
と
す

ヲ
匂
。

短
期
大
学
部
に
お
け
る
助
教
授
の
勤
務
年
数
の
三
分
の
二
及

ぴ
専
任
務
師
の
勤
務
年
数
の
二
分
の
一

京
都
大
学
に
お
け
る
教
授
の
勤
務
年
数
、
助
教
授
の
勤
務
年

937 
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数
の
三
分
の
二
及
び
専
任
講
師
の
勤
務
年
数
の
二
分
の
一

教
授
の
勤
務
年
数
が
十
年
以
上
で
停
年
に
よ
り
退
職
し
た
者
は
、

第
一
項
の
年
数
に
達
し
な
く
て
も
選
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
名
誉
教
授
の
称
号
の
授
与
は
、
教
授
会
で
そ
の
構
成
員
の

三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
名
誉
教
授
の
称
号
の
授
与
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
辞
令
書

を
交
付
し
て
行
う
。

附

3 

第 l編

ロM
A

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
注
〕
原
文
は
横
書
き
。

。

[
一
四
]

規
程
第
一
号

一
九
九
O
(平
成
二
)
年
三
月
三
O
日

医
療
技
術
短
期
大
学
部
学
則

京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
学
則

第
一
章
総
則

(
目
的
)

第
一
条
京
都
大
学
医
療
技
術
短
期
大
学
部
(
以
下
「
本
学
」
と
い

ぅ
。
)
は
、
看
護
、
衛
生
技
術
、
理
学
療
法
及
ぴ
作
業
療
法
等
に
関

す
る
高
度
の
知
識
と
技
術
を
教
授
研
究
し
、
豊
か
な
教
養
及
ぴ
人

格
を
備
え
た
技
術
者
を
育
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
く
国
民
の
保

健
医
療
の
進
展
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
学
科
及
ぴ
学
生
定
員
)

第
二
条
本
学
に
、
看
護
学
科
、
衛
生
技
術
学
科
、
理
学
療
法
学
科

及
び
作
業
療
法
学
科
を
置
く
。

2

前
項
の
学
科
の
学
生
定
員
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る。

938 

作 理 衛 看 A寸U与L 

業 学 生
護療 療 技

法 法 術 A寸とι~ 
科 l

学 員寸単ム. 学

科 科 科 キ斗 名

入

学

四 八 定。。。。
名 名 名 名 員

車窓

一 定
四ノ、 ，、。。。。

名 名 名 名 員

(
職
員
)

第
三
条
本
学
に
、
学
長
、
教
授
、
助
教
授
、
講
師
、
助
手
、
事
務

職
員
、
技
術
職
員
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
。

(
学
長
)

第
四
条
学
長
は
、
京
都
大
学
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

2

学
長
は
、
本
学
の
校
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を
統
督
す

ヲ

hv

。
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(
部
長
)

第
五
条
本
学
に
、
部
長
を
置
き
、
本
学
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

2

部
長
は
、
学
長
の
職
務
を
助
け
、
本
学
の
校
務
を
整
理
す
る
。

(
主
任
)

第
六
条
本
学
に
、
一
般
教
育
主
任
、
看
護
学
科
主
任
、
衛
生
技
術

学
科
主
任
、
理
学
療
法
学
科
主
任
及
ぴ
作
業
療
法
学
科
主
任
を
置

き
、
本
学
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

2

主
任
は
、
当
該
学
科
等
の
校
務
を
処
理
す
る
。

(
教
授
会
)

第
七
条
本
学
に
、
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
教
授
会
を
置
く
。

2

教
授
会
は
、
学
長
及
び
本
学
の
教
授
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

3

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
授
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き

は
、
専
任
の
助
教
授
又
は
講
師
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
教
授
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
審
議
す
る
。

一
学
則
そ
の
他
重
要
な
規
則
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
事
項

二
予
算
概
算
に
関
す
る
事
項

三
学
科
、
専
攻
科
の
専
攻
そ
の
他
重
要
な
施
設
の
設
置
改
廃
に

関
す
る
事
項

教
育
課
程
及
ぴ
授
業
に
関
す
る
事
項

学
生
の
入
学
、
卒
業
そ
の
他
身
分
に
関
す
る
重
要
事
項

学
生
の
厚
生
補
導
に
関
す
る
重
要
事
項

第 15章

四六五

教
員
の
任
免
そ
の
他
人
事
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

教
授
会
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
教
育
公
務
員
特
例

法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
)
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属

せ
し
め
ら
れ
た
事
項
を
取
り
扱
う
。

第
九
条
前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
教
授
会
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
二
章
学
年
、
学
期
及
ぴ
休
業
日

(
学
年
)

第
十
条
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に

終
わ
る
。

(
学
期
)

第
十
一
条
学
年
を
次
の
二
期
に
分
け
る
。

前
期
四
月
一
日
か
ら
十
月
十
五
日
ま
で

後
期
十
月
十
六
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(
休
業
日
)

第
十
二
条
学
年
中
の
休
業
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

日
曜
日

七八
2 

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
)
に
規
定
す
る
休
日

春
季
休
業
四
月
一
日
か
ら
四
月
七
日
ま
で

939 
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京
都
大
学
創
立
記
念
日
六
月
十
八
日

夏
季
休
業
七
月
十
一
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で

冬
季
休
業
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
七
日
ま
で

学
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
前
項
の
休
業
日
を

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2 

第1編

3 

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
長
は
、
臨
時
の
休
業
日
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

修
業
年
限
及
ぴ
在
学
年
限

第
三
章

(
修
業
年
限
)

第
十
三
条
学
科
の
修
業
年
限
は
、
三
年
と
す
る
。

(
在
学
年
限
}

第
十
四
条
学
生
は
、
六
年
を
超
え
て
在
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
第
二
十
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
し
た
学
生
は
、

同
条
第
二
項
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
在
学
す
べ
き
年
数
の
二
倍
に
相

当
す
る
年
数
を
超
、
え
て
在
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

入
学

第
四
章

(
入
学
の
時
期
)

第
十
五
条
入
学
の
時
期
は
、
学
年
の
初
め
一
回
と
す
る
。

(
入
学
資
格
)

第
十
六
粂
本
学
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の

一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

四

高
等
学
校
を
卒
業
し
た
者

通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
二
年
の
課
程
を
修

了
し
た
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

文
部
大
臣
が
高
等
学
校
の
課
程
に
相
当
す
る
課
程
を
有
す
る

も
の
と
し
て
指
定
し
た
在
外
教
育
施
設
の
当
該
課
程
を
修
了
し

940 

た
者

五
文
部
大
臣
の
指
定
し
た
者

六
大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
(
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
十

三
号
)
に
よ
り
文
部
大
臣
の
行
う
大
学
入
学
資
格
検
定
に
合
格
し

た
者

(
入
学
の
出
願
}

第
十
七
条
本
学
へ
の
入
学
を
志
望
す
る
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で

に
、
願
書
に
所
定
の
検
定
料
及
ぴ
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
、

学
長
に
願
い
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
入
学
者
の
選
考
)

第
十
八
条
入
学
を
志
望
す
る
者
に
対
し
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
選
考
を
行
う
。

(
入
学
手
続
及
ぴ
入
学
の
許
可
)

第
十
九
条
前
条
の
選
考
に
合
格
し
た
者
は
、
所
定
の
期
日
ま
で
に
、

入
学
に
必
要
な
書
類
を
学
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
所
定
の
入



2 
学
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
由
が
あ

る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
入
学
料
免
除
規
程
に
よ
る
。

学
長
は
、
前
項
の
入
学
子
続
を
終
え
た
者
に
、
入
学
を
許
可
す

?
匂
。

併設学校等

(
編
入
学
、
転
入
学
及
び
再
入
学
)

第
二
十
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
、
本
学
に
入
学
を
志

望
す
る
者
が
あ
る
場
合
は
、
欠
員
の
あ
る
と
き
に
限
り
、
選
考
の

う
え
、
相
当
年
次
に
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

一
本
学
を
退
学
し
、
又
は
第
三
十
一
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り

除
籍
さ
れ
た
者

二
他
の
短
期
大
学
又
は
大
学
に
一
年
以
上
在
学
し
た
者

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
の
既
に
履
修
し
た

授
業
科
目
及
び
単
位
数
の
取
扱
い
並
び
に
在
学
す
べ
き
年
数
に
つ

い
て
は
、
教
授
会
の
議
を
経
て
学
長
が
定
め
る
。

第
五
章
教
育
課
稜
及
び
履
修
等

(
授
業
科
目
及
ぴ
そ
の
単
位
数
)

第
二
十
一
条
本
学
に
お
い
て
開
設
す
る
一
般
教
育
科
目
、
外
国
語

科
目
、
保
健
体
育
科
目
及
ぴ
専
門
教
育
科
目
に
関
す
る
授
業
科
目

及
び
そ
の
単
位
数
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

2

前
項
の
授
業
科
目
の
ほ
か
、
臨
時
に
必
要
と
認
め
る
授
業
科
目

に
つ
い
て
は
、
そ
の
つ
ど
教
授
会
が
定
め
る
。

第 15章

(
単
住
の
計
算
方
法
)

第
二
十
二
条
各
授
業
科
目
の
単
位
数
は
、
一
単
位
の
履
修
時
間
を

教
室
内
及
び
教
室
外
を
合
わ
せ
て
四
十
五
時
間
と
し
、
次
の
基
準

に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

一
講
義
に
つ
い
て
は
、
一
時
間
の
講
義
に
対
し
二
時
間
の
準
備

の
た
め
の
学
修
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
、
十
五
時
間
の
講
義

を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
二
十
二
時
間
半
又
は
三
十
時
間
の
講
義
を
も
っ
て
一

単
位
と
す
る
。

二
演
習
に
つ
い
て
は
、
二
時
間
の
演
習
に
対
し
一
時
間
の
準
備

の
た
め
の
学
修
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
、
三
十
時
間
の
演
習

を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
。

三
実
験
・
実
習
又
は
実
技
に
つ
い
て
は
、
四
十
五
時
間
の
実
験
・

実
習
又
は
実
技
を
も
っ
て
一
単
位
と
す
る
。

(
履
修
方
法
)

第
二
十
三
条
学
生
は
、
履
修
し
よ
う
と
す
る
授
業
科
目
を
登
録
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
登
録
を
し
な
い
授
業
科
目
は
、
履
修
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

3

授
業
科
目
の
登
録
及
び
履
修
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定

め
る
。

941 
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(
成
績
の
評
価
)

第
二
十
四
粂
履
修
し
た
授
業
科
目
の
成
績
の
評
価
は
、
試
験
に
よ

り
行
う
。
た
だ
し
、
平
素
の
成
績
又
は
提
出
論
文
を
も
っ
て
評
価

す
る
こ
と
も
で
き
る
。

2

前
項
の
成
績
の
評
価
は
、
優
、
良
、
可
及
ぴ
不
可
と
し
、
優、

良
及
ぴ
可
を
合
格
と
す
る
。

(
単
位
の
認
定
)

第
二
十
五
条
授
業
科
目
を
履
修
し
、
そ
の
試
験
等
に
合
格
し
た
者

に
は
、
所
定
の
単
位
を
与
え
る
。

(
既
修
得
単
位
の
認
定
)

第
二
十
六
条
短
期
大
学
又
は
大
学
(
外
国
の
短
期
大
学
又
は
大
学

を
含
む
。
)
を
卒
業
又
は
中
途
退
学
し
、
新
た
に
本
学
の
第
一
年
次

に
入
学
し
た
者
が
当
該
短
期
大
学
又
は
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た

単
位
(
以
下
「
既
修
得
単
位
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
は
、
教
育
上
有

益
と
認
め
る
と
き
は
、
本
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
し
て
認

定
す
る
こ
と
が
あ
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
単
位
の
認
定
は
、
一
般
教
育
科
目
、
外
国

語
科
目
及
び
保
健
体
育
科
目
の
単
位
と
し
て
、
十
五
単
位
を
超
、え

な
い
範
囲
で
行
う
も
の
と
す
る
。

既
修
得
単
位
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
六
章
休
学
、
転
学
科
、
転
学
、
退
学
及
び
除
籍

第 1編

3 

(
休
学
)

第
二
十
七
粂
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
引
き
続
き

三
月
以
上
修
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
学
長
の
許
可
を
得

て
休
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

疾
病
の
た
め
修
学
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、

学
長
は
、
休
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

3

休
学
期
間
は
、
引
き
続
き
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い。

た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

4
休
学
期
聞
は
、
通
算
三
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

5

休
学
期
間
内
に
復
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
長
に
願
い
出
て

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

休
学
期
間
は
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
在
学
年
限
に
算
入
し
な

B
U
V
 (

転
学
科
}

第
二
十
八
条
転
学
科
は
、
認
め
な
い
。

(
転
学
)

第
二
十
九
条
他
の
短
期
大
学
又
は
大
学
に
転
学
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
そ
の
理
由
を
申
し
出
て
、
学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

p
り
か
晶
い
。

(
退
学
)
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第
三
十
条
退
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
理
由
を
申
し
出
て
、

学
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
除
籍
)

第
三
十
一
条
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
教
授
会
の
議
を

経
て
、
学
長
が
除
籍
す
る
。

疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
成
業
の
見
込
み
が
な
い
者

第
十
四
条
に
規
定
す
る
在
学
年
限
を
超
え
た
者

第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
し
て
、
な
お

修
学
で
き
な
い
者

四
授
業
料
の
納
付
を
怠
り
、
督
促
し
て
も
な
お
納
付
し
な
い
者

第
七
章
卒
業

(
卒
業
の
要
件
)

第
三
十
二
条
卒
業
の
要
件
は
、
本
学
に
三
年
(
第
二
十
条
第

一
項
の

規
定
に
よ
り
入
学
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
る
在
学
す
べ
き
年
数
)
以
上
在
学
し
、
次
の
表
に
定

め
る
各
学
科
所
定
の
単
位
数
を
修
得
す
る
こ
と
と
す
る
。

専 保 外 科教育 一
メロ入

門 鍵
目般

国 区
教 体

語

草然系

人
育 育 文

科 キヰ 手ヰ
科系学

分
言十 言十

目 目 目

計各 看
系。七 一 一列 議

八 一時ー ム

位単以0 位以単四単
ノ、 ノ、 ノ、

修
単 単 単

位単
単

イ立 位以 位 位以
位 学

以 以 以 以
上 上 上 上 上 上 上上 草寺

言十各 衛
系 生 f辱。七 一列

四単 0 単
。0 二 技ノ、 ノ、

単 単 単 単 単単 術
イ立 位 位 位以

位
位以

位位
学以 以 以 以 以以

上 上 上 上 上 上 上上 手ヰ

単

言十各 理
一 系 学。七 一 列

七 ム，、
0 四単

事提ノ、 ノ、
単 単 単 単 単 単

位以単 位以
法

位以
位

上位以
位以 位以 イ立

学以 以 位
上 上 上 上 上 上上 科

計各 作
系 業。七 一列

入 0 四 療

位単

，、
位単

数
単

位単
単 単 単単 法

位 位 イ立 位以 位以 学以 以 以
上以

以 以
上 上 上 上 上 上上 キヰ

併設学校等第 15宣言

(
卒
業
の
認
定
)

第
三
十
三
条
前
条
の
要
件
を
満
た
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
教
授
会

の
議
を
経
て
、
学
長
が
卒
業
を
認
定
す
る
。

2 

学
長
は
、
卒
業
を
認
定
し
た
者
に
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
。

第
八
章
表
彰
及
ぴ
懲
戒

(
表
彰
)
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第
三
十
四
条

学
生
と
し
て
表
彰
に
値
す
る
行
為
が
あ
っ
た
者
は
、

教
授
会
の
議
を
経
て
、
学
長
が
表
彰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
懲
戒
)

第
三
十
五
条
本
学
の
規
則
に
違
反
し
、
又
は
学
生
と
し
て
の
本
分

に
反
す
る
行
為
を
し
た
者
は
、
教
授
会
の
議
を
経
て
、
学
長
が
懲

戒
す
る
。

第 1編

2 

懲
戒
は
、
退
学
、
停
学
及
ぴ
訓
告
と
す
る
。

前
項
の
退
学
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
行

、司ノ。

3 

性
行
不
良
で
改
善
の
見
込
み
が
な
い
者

正
当
な
理
由
が
な
く
て
出
席
常
で
な
い
者

本
、
晶
子
の
秩
序
を
乱
し
、
そ
の
他
学
生
と
し
て
の
本
分
に
著
し

く
反
し
た
者

停
学
三
月
以
上
に
わ
た
る
と
き
は
、
そ
の
期
聞
は
、
第
三
十
二

条
に
規
定
す
る
卒
業
要
件
の
期
間
に
は
算
入
し
な
い
。

第
九
章
授
業
料
等

(
授
業
料
等
の
額
)

第
三
十
六
条
本
学
の
授
業
料
、
入
学
料
及
ぴ
検
定
料
の
額
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
国
立
の
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す

る
省
令
(
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
九
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

ト
串
ヲ

Q

。

4 

(
授
業
料
の
納
付
)

第
三
十
七
条
授
業
料
は
、
次
の
二
期
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
年
額
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
所
定
の
期
間
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
入
学
年
度
の
第
一
期
に
係
る
授
業
料
に
つ
い
て

は
、
入
学
を
許
可
さ
れ
る
者
が
申
し
出
た
場
合
、
入
学
を
許
可
す

る
と
き
に
納
め
る
も
の
と
す
る
。

第
一
期
(
四
月
か
ら
九
月
ま
で
)
納
期
四
月
中

第
二
期
(
十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
)
納
期
十
月
中

2

特
別
の
事
由
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
授
業
料
免

除
及
ぴ
徴
収
猶
予
規
程
に
よ
る
。

(
休
学
の
場
合
の
授
業
料
)

第
三
十
八
条
休
学
を
許
可
さ
れ
、
又
は
命
ぜ
ら
れ
た
者
に
つ
い
て

は
、休
学
し
た
月
の
翌
月
(
休
学
す
る
日
が
月
の
初
日
か
ら
の
と
き

は
、
そ
の
月
)
か
ら
復
学
し
た
月
の
前
月
ま
で
の
期
間
の
授
業
料
を

免
除
す
る
。
た
だ
し
、
休
学
す
る
日
が
授
業
料
の
納
付
期
限
経
過

後
で
あ
っ
て
、
授
業
料
の
徴
収
猶
予
又
は
月
割
分
納
を
許
可
さ
れ

て
い
な
い
者
の
当
該
期
の
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

(
復
学
の
場
合
の
授
業
料
)

第
三
十
九
条
第
一
期
又
は
第
二
期
の
中
途
に
お
い
て
復
学
し
た
者

は
、
復
学
し
た
月
か
ら
当
該
期
末
ま
で
の
期
間
の
授
業
料
を
、
復

944 
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学
し
た
月
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
学
年
の
中
途
で
卒
業
す
る
場
合
の
授
業
料
)

第
四
十
条
学
年
の
中
途
で
卒
業
す
る
見
込
み
の
者
は
、
卒
業
す
る

見
込
み
の
月
ま
で
の
期
間
の
授
業
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
退
学
及
び
停
学
の
場
合
の
授
業
料
)

第
四
十
一
条
第
一
期
又
は
第
二
期
の
中
途
に
お
い
て
退
学
若
し
く

は
転
学
し
、
又
は
除
籍
さ
れ
た
者
は
、
当
該
期
分
の
授
業
料
の
全

額
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

停
学
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
授
業
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
納
付
さ
れ
た
授
業
料
等
)

第
四
十
二
条
納
付
さ
れ
た
授
業
料
、
入
学
料
及
び
検
定
料
は
、
返

還
し
な
い
。

2

第
三
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
入
学
年
度
の
第

一
期
に
係
る
授
業
料
を
納
め
た
者
が
入
学
年
度
の
前
年
度
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
入
学
を
辞
退
し
、
か
っ
、
申
し
出
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
既
に
納
め
た
授
業
料
に
相
当
す
る
額
を
返
還
す
る
も
の

と
す
る
。

第 15章

第
十
章
専
攻
科
助
産
学
特
別
専
攻

(
専
攻
科
、
目
的
及
び
学
生
定
員
)

第
四
十
三
条
本
学
に
、
専
攻
科
助
産
学
特
別
専
攻
(
以
下
「
専
攻
科
」

2 
と
い
う
。
)
を
置
く
。

専
攻
科
は
、
短
期
大
学
の
学
科
に
お
け
る
看
護
に
関
す
る
教
育

の
基
礎
の
上
に
、
助
産
に
関
す
る
最
新
の
知
識
と
技
術
を
精
深
な

程
度
に
お
い
て
教
授
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
研
究
を
指
導
し
、
高

度
な
技
術
者
を
育
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
母
子
保
健
の
進

展
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

専
攻
科
の
学
生
定
員
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

3 

入

学

総

定

員二
O
名

(
専
攻
科
主
任
)

第
四
十
四
条
専
攻
科
に
、
専
攻
科
主
任
を
置
き
、
本
学
の
教
授
を

も
っ
て
充
て
る
。

2

専
攻
科
主
任
は
、
専
攻
科
の
校
務
を
処
理
す
る
。

(
修
業
年
限
)

第
四
十
五
条
専
攻
科
の
修
業
年
限
は
、
一
年
と
す
る
。

(
在
学
年
限
)

第
四
十
六
条
専
攻
科
の
学
生
は
、
二
年
を
越
え
て
在
学
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

(
入
学
資
格
)

第
四
十
七
条
専
攻
科
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
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日
す
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
三
年
制
の
短
期
大
学
に
お
け
る
看
護
に
関
す
る
学
科
を
卒
業

し
た
者

二
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
五
年
の
課
程
(
最
終

の
課
程
が
看
護
又
は
助
産
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
)
を
修
了
し

た
者

第 1編

三
そ
の
他
本
学
に
お
い
て
第
一
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の

学
力
が
あ
る
と
認
め
た
者

(
編
入
学
、
転
入
学
及
ぴ
再
入
学
)

第
四
十
八
条
専
攻
科
へ
の
編
入
学
、
転
入
学
及
ぴ
再
入
学
は
、
認

め
な
い
。

(
授
業
科
目
及
ぴ
そ
の
単
位
数
)

第
四
十
九
条
専
攻
科
に
お
い
て
開
設
す
る
専
門
教
育
科
目
に
関
す

る
授
業
科
目
及
ぴ
そ
の
単
位
数
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

(
休
学
)

第
五
十
条
専
攻
科
の
学
生
の
休
学
期
間
は
、
通
算
一
年
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

2

休
学
期
間
は
、
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
在
学
年
限
に
算
入
し

な
L

(
修
了
の
要
件
)

第
五
十
一
条
修
了
の
要
件
は
、
専
攻
科
に
一
年
以
上
在
学
し
、
専

門
教
育
科
目
三
十
単
位
以
上
を
履
修
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
修
了
の
認
定
)

第
五
十
二
条
前
条
の
要
件
を
満
た
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
教
授
会

の
議
を
経
て
、
学
長
が
修
了
を
認
定
す
る
。

2

学
長
は
、
修
了
を
認
定
し
た
者
に
修
了
証
書
を
授
与
す
る
。

(
準
用
規
定
)

第
五
十
三
条
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
五
条
、
第
十
七

条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
、
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
二
条
、

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
粂
ま
で
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第

〔
?
?
〕

二
項
及
ぴ
第
第
五
項
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
並
び
に
第
三
十

四
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
専
攻
科
に
、
こ
れ
を
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
牛
第
三
十
一
条
第
二
号
中
「
第
十

四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
第

二
十
七
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
第
一
項
」
と
、
第

四
十
条
中
「
卒
業
」
と
あ
る
の
は
「
修
了
」
と
、
第
四
十
一
条
第

一
項
中
「
退
学
若
し
く
は
転
学
し
」
と
あ
る
の
は
「
退
学
し
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

946 

第
十
一
章

研
究
生
、
聴
講
生
、
特
別
聴
講
学
生
及
ぴ
外
国

人
留
学
生

(
研
究
生
)

第
五
十
四
条

本
学
に
お
い
て
、
特
定
の
専
門
事
項
に
つ
い
て
研
究



を
志
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
本
学
の
教
育
研
究
に
支
障
が
な

い
場
合
に
限
り
選
考
の
う
え
、
研
究
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す

る
こ
と
が
あ
る
。

併設学校等

(
聴
講
生
)

第
五
十
五
条
本
学
の
開
設
す
る
授
業
科
目
の
う
ち
、
特
定
の
授
業

科
目
を
聴
講
す
る
こ
と
を
志
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
本
学
の

教
育
に
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
、
選
考
の
う
え
、
聴
講
生
と
し

て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

(
特
別
聴
講
学
生
)

第
五
十
六
条
他
の
短
期
大
学
又
は
大
学
の
学
生
で
、
本
学
の
特
定

の
授
業
科
目
を
履
修
す
る
こ
と
を
志
望
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
短
期
大
学
又
は
大
学
と
の
協
議
に
基
づ
き
、
特
別
聴
講
学
生

と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

(
外
国
人
留
学
生
)

第
五
十
七
条
外
国
人
で
、
短
期
大
学
に
お
い
て
教
育
を
受
け
る
目

的
を
も
っ
て
入
国
し
、
本
学
に
入
学
を
志
望
す
る
者
が
あ
る
と
き

は
、
選
考
の
う
え
、
外
国
人
留
学
生
と
し
て
入
学
を
許
可
す
る
こ

と
が
あ
る
。

第 15章

(
そ
の
他
)

第
五
十
八
条
研
究
生
、
聴
講
生
、
特
別
聴
講
学
生
及
ぴ
外
国
人
留

学
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

阿
見

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正
後
の
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
二
条
、
第
四
十
九
条

及
ぴ
第
五
十
一
条
並
ぴ
に
別
表
第
一
及
ぴ
別
表
第
二
の
規
定
は
、

平
成
二
年
四
月
一
日
以
後
の
入
学
者
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
の
入

学
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

2 別
表
第
一

川
看
護
学
科
の
授
業
科
目
及
ぴ
単
位
数

科目教一般育
科授業

日
ネ土 人 。〉

ぷZ込三 文 区

科学
科学系 分等

系

統 法 経 社 教 ，1'，:、 史 文 倫 哲
授

業
五十 済 会 育 理 理

科

目
学 学 A寸'" A寸主d与」 学 学 学 学 学 学

必
単4主
位

選
数

択一
947 



第 l編法令・規則

専 保 外

門 健 国

教 メ日弘、 体

育 脊
語

科然学自
科 科 手ヰ

目 目 目 系

薬 栄 生 形 形 医 体 体 f呆 仏 独 英 英 数 情 物 化 生

肯i¥1 態
言十

報育 育
機 機

療 健
科

理 養 化
自包 能

言十 実 実 言十 語 語
学

理 物

概 体
学 A寸l!: 技 技 概

A寸h与< 学 A寸担!: II I 論 II I 育 語 語 B A 学 論 学 学 A子y. 

四 四 ，、

一一 ，、 四

老 老 成 成 成 成

3 霊

臨 基 看 発 放 精 関 社 耳品語、、徴 病 病 病 病

人
人 人 人 人 人 床 礎
看 看 護 射 衆 態

臨
概護論

臨 臨 臨

護概論

看 看 達 キ申 係、 会 生 態 態

床
床 床 床 護 議 学 線 衛 理 栄

看 看 看 II 総 II 技 .c，、 保 法 福 物 学 会弓主Z与. 

看 護 護 議 実習 論 実 術
概 医 生 養

護
健保

III II 
健保 I 習 I 三n手企mきh 理 Aザ主4与」 健 規 ネ止 学 Aす"ー与 II I 学 学

四 四 一

948 



総

臨 震母

母喜護概論母小老成基床 '1生 児

ナ 臨 臨
計 言十 性児人人礎実

床 床

看看看看看 看 看
習

保健 健保
議護護護護 E斐 護

九 七 一。八 四

(ロ)

衛
生
技
術
学
科
の
授
業
科
目
及
び
単
位
数

併設学校等

科日般教一育 授

科業

目
人 。コ

科A文寸24Zム

分区

等
系

教 {，、 史 文 倫 哲
授

業
育 理 理

手守

目
主寸皇，ムL A寸旦二与 学 学 学 学

必
単

修
位

選
数

択

第 15章

専 f呆 外

F守 健 国

教 ρ日、 体
語

自
ネぷ3土込， 育 育

然

干ヰ 手ヰ 科
科Aて系UF R， 科学系

目 目 目
「一一一一

解 医 f本 f本 保 イム 4虫 英 英 数 物 イヒ イじ 生 統 法 経 ネ土
計

学
育 育

健 A寸~

剖 言十 言十 実 実 言十 語 誇 理 物 言十 済 ZZ込" 

概
技 技

体 実

学 ゴ函}閲 II I 育 語 語 B A 学 学 習 学 学 学 学 学 点て主Tゐ-

一
四 四 。一ノ、

一一八 ノ、

949 



第 1編法令・規則

臨 臨 臨 臨 7品~、. F必A、医 実 医 医 検 情 医 徴 徴 生 生 病 病 生 生 解

床検 床 床 床 衆
衆 験 用

用 査 報 生
病 衛 用 工 動 生

化 理 主襲 釦l
査 検 医 用 学 工 機 科 物
総 理 生 街 学 化 学 理 学 理 学

論実
査

学
会寸主島与

学 英
動 概 学 器 学

物
よで旦rー

物
生 論 実 実 実 実

習
総 総 総 実 物

実 慨 総 概 実

A 論 論 論 習 学 語 主4主t習 論 論 き何ム冊 学 習 学 習 AイE 習 A4U-• 習 学 習

一一一 一 一 一 ，- 一一一一

語51草技性射放
技放 臨 臨 臨 臨 臨 臨 臨 臨 臨 臨 臨 臨 臨 病 病 検 臨

術学性射 床 床 床 床 床 床 床 床 床 理 理 査 床検

術学実習 位同
免 免 床 微 血 血 床

イヒ イヒ 床 生
床 組

組同 疫 疫 生 微 液 液 織 管 査
{立

学 学
免

物 学 学
血 学 学 理 生 細 織 総

B 検査元素 A 検元査素 検E素査E 

生
実 実 化 学 胞 細

理 論
実 実 疫 学 実 実 液 理 学 実
習 習 実 物 習 習 習 習 実

実習
目包 総

習
B A 学 習 学 B A 学 B A 学 習 学 学 論 B 

一 一一

一

950 



総

関

係

法

規

臨

床

検

査

学

特

論

ιー=一-ERL---一="

か4

理
学
療
法
学
科
の
授
業
科
目
及
ぴ
単
位
数

併設学校等

科一

目般教育 科授業

目
自 社 人 !T) 

科然
会

科学系文

区

寸科~ ー 分等
学系 系

数 情 物 化 生 統 i法 経 ネ土 教 ，t:¥ 史 文 倫 哲

報
授

科 業

学
理 物 計 済 会 育 理 理

科

概
目

学 論 学 A寸と4与L 学 主寸主ι与 学 学 学 学 Aでf一. 学 学 学 Aすと4与与

必
単

修
位

選
数

択

第 15章

専 f呆 外

門 健 国

教 メ口入 {本 トー「
三日五ロ

育 育

手ヰ 科 手キ

目 目 目

1) I 1) 臨 病 運 運 生 生 解 解 医 体 体 保 仏 独 英 英ノ、 ノ、
言十

アビリ
ビ

床 理 動 理 音IJ 育 育
学 健

ア
J[，¥ A寸主!::ー 員寸単ー， 動 学 理 学 音IJ 計 計ー 実 実 言十 語 5苦

ユ〆 〉〆

概 体ヨ ヨ
理 概 実 実 実 技 技，町』〆 ン

字医 概-at岡h 学 論 習 学 習 学 習 学 両命 II I 育 語 語 B A 

一
一 四 一 四 四 八

九 ，、
一

951 



法令・規則

科目般教育一 授

科業

目
社 人 の

会科学系

文 区

科系学
分
等

生 統 法 経 社 教 {，、 史 文 倫 哲
授

業
物 言十 済 会 育 理 理

手ヰ

目
学 学 学 学 AイL与" 学 学 学 学 学 学

必
単

{彦
位

選
数

択

理 理 義 義 生 日 日 物 物 運 運 理 理 臨 理 人 精 キ申 整 内

療学 学 肢
活

常
常 理 動 療学 学 学 般肢 生 床 間 経 形

療 装
1舌 生 療

理
療

動 法 療
療

児 干申
臨

法 具 装 環
活 i舌 法 法 価評

法 運
法

発 内 外 科
床

技 学
具 境 動 療 療

法
評

劃ケ 達
手キ 医

干ヰ 科
術 実 実

活 実 実
実 価 概 医

習 論 習 学 論 習 動 習 法 習 法 習 法 学 論 学 学 学 学 学 A子!1 .. AイヱゐL 

一一 一 一一

第 I編

総

原 医 研 運 臨 臨

~ 動 床
量Eヨ主 学

発
床

評
言十 計 方

達 f面
講 英 実

法 療 実

読 語 論 法 習 習

九 七

一七 五

一

952 

(エ)

作
業
療
法
学
科
の
授
業
科
目
及
ぴ
単
位
数



第 15章併設学校等

専 T呆 外

門 健 国

教 メ日入 体
語

自育 育
然

手ヰ 科
手ヰ

科学

目 目 目 系

運 運 生 生 解 解 医 体 体 保 仏 独 英 英 数 情 物 化
計

報
動 理 剖 育 育

学 健
干ヰ

A寸L一 動 学 理 学 剖 言十 計 実 実 言十 E吾 語
学

理

概 体
実 実 実 技 技 概

習 学 習 A寸l!: 習 AでUf-与 論 II I 育 語 E喜 B A 学 論 学 寸よ旦ー. 

四 四 四 八

九 ノ、 ー

作 作 作 作 イ宇 イ宇 作 基 基 イ宇 作 人 精 神 整 内 リリ 臨 病

業 業 業 療業 業 礎 業
ノ、 ノ、

業 業 礎 業 問 経 形 拘生 ビ
アビ 床

療 I台 1台 療 作 療 児 千申
ア

理

療 t台 療 治 法 療 臨
法

AザUーら 主円?主ι 評 法 業 作 法 発 内 外 手キ 'じ、 学

技
療 療

価法 評 学 管
i去

干ヰ 医
床 〉〆 ユ〆

II I 業 達 科 手キ
ヨ ヨ

理 概
術 学 学 {面 実 理 概 医 ン ン実 実 実

学医 概百命論 習 II 習 I 習 法 習 A寸g.与 AすUー与 吾~i岡 学 A子Y-.. 学 学 学 学 学 学 論

一，、 一 一
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総

臨 外 医 作 作 研 臨 職
療作業

床 業 業 究 業
両手

書 学
療 療

床 法
言十 計

イ商 法 法
方 通 技

講 英 実
術論実 I 実 i寅 特 法 応

習 i売 語 習 苦両手ム岡 Z命 習 言命 習 i

九 七
一八 八

第 I編

別
表
第
二

専
攻
科
助
産
学
特
別
専
攻
の
授
業
科
目
及
ぴ
単
位
数

専
授

門 業

教
手i十

育
目
。〉

手ヰ 区

目
分

JlJJ JlJJ 母 生 生 生 助

子
授

産 産 殖 殖 殖 産

行 業
技 診

動
草寺 専寺 草寺 学

科
術 断 平ヰ 学 学 学 概

目
学 学 学 III II I 論

必
単

四 四 一 修
位

選
数

択

助 助 E力 助 地 地 助 助 助

産 産
産

産
域

産 産 産
業 母 域 技

計
学 学 務 業 子 学 学

術
研 研 管 務 保 実 実

理 健 f呆 学
qフ~ 切~

実
F国E 

実
習 習 特

II I 習 理 習 健 II I 論

九 一 一一 八

四 一
954 

改
正

平
三
・
三
・
一

二
規
程
一
号
、
四
-
一
規
程
二
号
、
平
四
・
一
・
二
一
一

規
程
一

号
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